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序章 はじめに

第1節 課題設定の背景

米作を韮幹とする水田農業は， 依然としてわが国の農業の根幹である。しかし， 国民の

主食として戦後の食糧不足下の増産から一転して過剰基調となり，1971 年（昭和46 年）か

らはじまる米の生産調整後は， 米と転作作物の大豆・麦等の畑作物による水田農業として

取り糾まれてきた。その後， 米を巡る需要と供給は次第に不均衡の過程を辿っており， 米

作農家の経営展開に影聾を与えてきている。すなわち， 米作から他作物への経営転換であ

り， 米と転作作物による水田複合経営化の方向がいわば強制的に推進されてきたといえる。

農政施策の柱としても経営所得安定対策による， こうした複合経営への助成措罹が展開さ

れてきた。

しかしながら， 機械化と生産技術の進化による米作に対し， 転作作物の省力化と生産安

定は， 必ずしも進んでおらず， 転作による水田複合経営が確立されているとは言い難い状

況が続いている。その結果， 稲作農家の農業経営からのリタイヤの迎行であり， 農用地の

耕作放棄地の増大と農業経営の次世代を担う人材の後継者不足を招いている。

農業が主たる産業である山形県における基幹的農業従事者数は，1995 年の59,479 人から

2015 年には45,821 人へと過去 20 年間で実に8 割以下へと年々加速度的に減少している（図

序—1)。

単位：人，（％） ■ 16~64歳
59,479 59.349 57,672 ■ 65歳以上52,015 

I (52.4) 

日
45,821 
Fー

30,248 
1(60.1) 
27,517 

1995 2000 2005 2010 2015 
図序― 1基幹的農業従事者の推移（山形県）

資料 「農林業センサス」
注 （ ）は， 65歳以上比率（％）

また， 基幹農業従事者の平均 年齢は，63. 2 歳から66. 1 歳へと高齢化も進んでいる。この
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図序—2 米の 10 a当たり所得の推移 （山形県）

資料 農林水産省 「農産物生産費統計」

原因の一つは米を主体とした水田作農業の収益減少に伴うものであり， 同県の米作 10 a 

あたり所得が減少の一途を辿っていることからも伺える （図序 — 2 )。

米の産出額も， 2005年の 951億円から 20 15 には 75 2億円と 2 割も減少している。

米の産出額の減少は， 米の生産調整に伴う生産呈の減少に加えて， 価格の低迷によると

ころが大きい。同県の主要米品種である “はえぬぎ’ を例に卸売価格の推移を見ると， 2005

年産の 60kgあたり 14, 908円から 20 15年産の 1 2,50 2円へと年々下降を辿っており， 米作

所得もほぼ趨勢的に低下の方向にあることがわかる （図序ー3 )。稲作主体の経営では規模拡

大によるコスト低減を図ってきたとはいえ，価格低迷と減産による米作所得の低下は、 稲作

経営の存続を危うくする事態が続いている。

17,000 

16,000 

15,000 

14,000 

13,000 

12,000 

11,000 

10,000 

14,908 

13,549 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
図序ー3 米相対取引価格の推移（山形産「はえぬき」）
資料 農林水産省米穀の取引に関する報告（単位：円/60kg)

一方で， 米産地である山形県をはじめ， 東北地方の各県は， 米の主産地であるにも関わ
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らず， 必ずしも米単一経営に特化している訳ではなく， 準単一経営が占める割合が比較的

高い 1 )
0 

東北地方では、 稲作を基幹作物としながらも経営体の多くは， 他の作物との複合経営が

営まれてきた。なかでも， 青森県や山形県においては，複合作物として果樹の割合が高く，

落葉果樹であるリンゴ、 ブドウ、 モモ、 西洋ナシ、 オウトウの主要な産地となっている 2\

このように東北地方においては，落葉果樹と稲作との家族複合農業として営まれてきた（表

序—1, 表序—2)。

表序ー1 農業経営の形態別経営｛本数の割合 単位：割合（％）

区 分 単 一経営 稲作単 一 果樹単 一 準単 一経営
準
-単 一経営 複合経営

比率 経営比率 経営比率 比率 し占める果 比率樹経営比率
全 国 79. 5 50. 3 9. 9 20. 5 9. 4 5. 0 
北 海 道 56. 5 16. 6 1. 5  43.5 0. 5 21. 5 
東 北 79. 2 58. 5 9. 5 20. 8 13.3 4. 3 

青 杯禾 77. 3 32. 3 30.3 22. 7 28.7 4. 0 
岩 手 77. 4 55. 3 3. 6 22. 6 5. 9 5. 1 
宮 城 83.5 72.5 0. 7 16. 5 2. 5 3. 4 
秋 田 84. 7 77. 1 2. 6 15. 3 7. 4 2. 9 
山 形 72. 4 46. 0 18.3 27.6 21. 2 5.8 
福 島 79. 1 63. 6 6. 0 20. 9 11. 1 4. 7 

北 陸 90.6 84. 7 2. 2 9. 4  7. 8 2. 0 
関 東 東山 79. 0 44. 2 12. 2 21. 0 9. 2 4. 7 
東 海 80.9 44. 7 9. 7 19. 1 10. 4  4. 4 
近 畿 81. 8 58. 2 12. 3 18. 2 8. 4 4. 5 
中 国 83.4 66. 7 8.0 16. 6 10. 8  3 .  9 
四 国 78. 8  40. 3 19.6 21. 2 13.0 4. 6 
九 小卜1 75. 0 34. 4 9. 1 25.0 7. 3 5.8 
沖 縄 86.8 0. 7 8. 3 13. 2 11. 2 1. 8 
資料 農林業センサス(2015)
注 太字は上位の道府県及び地方

機械化による規模拡大が可能な士地利用型作物である稲作に対して， 労働集約的で高収

益な作物である果樹作を加えた水田 ・ 果樹作複合経営が効率的な経営類型として展開され

てきた。数多い樹種の落葉果樹が栽培されている山形県では，とくに内陪部の村山地方（東

根市、 天童市、 寒河江市、 上山市、 山形市、 朝日町など）に水田 ・ 果樹複合農業経営が多

く立地している （表序ー3) ことから， この地域を研究対象とする。
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表序ー2 主要果樹（落葉果樹）の結果樹面積

区 ノ刀＼ 果 樹 計 りん ご ぶどう 日本なし 西洋なし もも おうとう すもも

全 国 79,267.2 37,519.6 14264. 2 10309.9 1,538.5 9,019.3 4601. 9 2013.8 

北海道 1,724.2 496. 0 635. 7 4. 1 79. 1 9. 5 487. 7 12. 1 
東 北 39,877.8 28, 112. 3 2,512.3 1,344.2 1, 239. 1 2,612.5 3,636.7 420. 7 

青 杯木 21,537.0 20,493.9 334.8 95. 5 120. 4 111. 6 306.4 74.4 
岩 手 2,900.0 2,477.5 203.4 39. 7 67.0 81. 6 24. 7 6. 1 
宮 城 457. 1 262. 7 12.0 132. 0 3. 7 25.4 2.2 19. 1 
秋 田 1,995.3 1,378.2 166. 3 180. 9 63.9 104. 7 89. 1 12. 2 
山 形 9,055.4 2, 369. 1 1,556.3 139. 0 953.0 659.4 3, 140. 0 238. 6 
福 島 3,933.0 1,130.9 239. 5 757. 1 31. 1 1,629.8 74. 3 70. 3 

北 陸 1,634.5 163.2 333. 1 763. 2 110. 6 222. 7 38.6 3. 1 
関東・東山 24,714.8 8,542.6 5,997.3 4,714.6 107. 7 3,936.9 436.6 979. 1 
東 海 1,085.3 64. 1 392. 7 373. 3 1.0 253.2 0.0 1.0 
近 畿 2, 1 78. 2 15.6 752. 5 269. 1 0.0 854.0 2. 3 284. 7 
中 国 3,512.2 101. 5 1,786.0 970. 1 1.0 648.6 0.0 5. 0 
四 国 1,176.9 10. 1 413.6 402. 6 0.0 281. 0 0.0 69. 6 
九 小卜1 3, 361. 5 14.2 1,439.2 1,468.7 0.0 200.9 0.0 238. 5 
沖 縄 1.8 0.0 1. 8 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 

里位： ha 

資料：農林水産省 「果樹生産出荷統計」 (2014) 
注 太字は，主要生産道府県及び地方

表序ー3 東北の市町村別果実産出額
市町村名 県別 果実産出額

弘前市 青森県 3,734 
東根市 山形県 1,369 
天童市 山形県 1,266 
福島市 福島県 1,092 
平川市 青森県 710 

板柳町 青森県 645 
寒河江市 山形県 630 

黒石市 青森県 540 
上山市 山形県 517 
鶴田町 青森県 489 

伊達市 褐島県 478 
青森市 青森県 436 

山形市 山形県 386 
南陽市 山形県 356 

藤崎町 青森県 355 
南部町 青森県 352 

高畠町 山形県 348 
五所川原市 青森県 324 

横手市 福島県 316 

朝日町 山形県 308 

村山市 山形県 306 

資料 農林業センサス(2015)
注 単位： 1000万円
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第2節 間題の所在

水田 ・ 果樹複合経営が立地している山形県村山地方は， 奥羽山脈と朝日山系の間に広が

る内睦盆地に位置しており， 気候 ・ 水利 ・ 地質等の自然条件が稲作や果樹に酒している。

このため， 稲作では全国でも指折りの高生産性を誇る経営が営まれてきた。農業経営の柱

は， 平坦部の水田における良質米の多収生産による稲作であり， 加えて， 扇状地における

多くの落葉果樹の栽培である。歴史的には， 果樹の栽培は， 水利面で稲作ができない扇状

畑地において桑園 （養蚕）として植栽され， その後に果樹に改植された園地が主体であっ

た。その後， 水田における稲作の転作作物として水田における果樹の園地化が進み、 栽培

面積が拡大し果樹産地に成長してきた経緯がある。機械化と受委託の進展により， 省力化

と規模拡大が可能となった稲作農業に加えて集約作物である果樹を複合経営作物とするこ

とによって， 家族労働力を最大限に活用し一定の所得を確保できる果樹複合農業が成立し

た。このように，村山地方の水田 ・ 果樹複合農業は、 これまで稲作と落葉果樹の複合農業と

して展開されてきたものの， 近年， 複合経営の柱である稲作と果樹作の双方に深刻な問題

を抱えるに至っている。

すなわち， 第 1 は， 稲作農業における収益の伸び悩みとそれに伴う経営を継承すべき後

継者不足の問題である。 前節で触れたとおり， 近年のわが国の稲作農業は， 米の需要減退

によって経営規模の拡大化に反して生産調整による作付規模の縮小化と米 価格低迷に見舞

われた。その結果， 山形県では， 稲作経営10aあたり所得は， 2006年44,35 2円から 2014

年の 21,36 2円へと大幅に減少した。そして， 米 価格が年々低下したことから， コ スト削減

のための経営規模拡大による機械施設費等の固定費の低減が不可欠となった。こうした規

模拡大に向けた具体的な対応として， 作柴の受委託とともに農地の利用集積に基づく経営

の受委託も急速に進んでいる。その結果， 稲作農家は受委託によって受託層と委託層へ2

極分化し， 受託層では規模拡大化する一方， 委託層は農業離れが進むこととなり， 稲作経

営体は急速に減少し， 基幹的農架従事者が減少しているのである。

しかし， こうした委託層の離農による農柴従事者の減少のみならず， 受託層の大規模経

営体においても， 間題が生じている。それは， 次代の後継者が確保できないという新たな

間題が発生していることである。このような大規模受託層の担い手不足の間題は， 今後の

地域農柴の維持発展にとって， 大きな間題となっている。

稲作経営の後継者たる次代の担い手不足は， 平坦地域に比較して不利となる山間地およ

び 中山間地域において顕著になっており， 耕作放棄地の増加と人口減少という地域社会の

， 



存続に関わる大きな間題となっている ”。

稲作経営の存続 ・ 継承の間題に対して， 個別農業経営の枠を超えた組織営農としての集

落営農の取り組みが展開されようとしている。すなわち， 地域の合意を受けた集落営農の

設立とそれによる対応である。集落営農は， 機械施設等の生産手段の所有と利用の共 同化

や共 同作業等の労働力の出役 ・ 共 同化および経営農地の利用集積による団地化によって，

農業経営を行なっていくものである。これまで， 個別経営として拡大してきた大規模稲作

経営層において， 後継者間姐とコスト低減の課題を克服するために集落営農を設立しよう

とする動きが各地にみられている。わが 国における集落営農は， これまで主に 北倖地方や

中 国地方で取り組みが顕著であった。こうした地方は， 概して兼業農業地域および中山間

地域であり， 個別経営が存続し難い地域での課題解決方策として取り組まれてきた。

一方， 東北地方は， これまで総体的には個別家族経営として展開されてきたことから集

落営農の取組みは必ずしも進んでいなかった。しかし， 同様の課題を抱える状況下におい

て、 水田 ・ 果樹複合経営が立地している東北地方においても， 課題解決策としての集落営

農の展開を真剣に検討していく必要がある。

第2は， 果樹農業における， 労働力の確保と経営継承の問題である。果樹作農業を概観

すれば， 労働と資木装備および技術において， 極めて集約的な農業と特徴づけることがで

きる。果樹農柴が盛んな山形県における主要作物の1 0 a あたり収益性の経営指標 ° の比

較によれば， 限界利益の指標において主食用米の 53, 109円， 大豆の 83, 538円， 枝豆の

94, 384円に対して， オウトウは656, 643円， リンゴは3 28, 51 2円と極めて高い収益性と

なっている。このように， 士地生産性が高く， 限られた農地においても高い収益を上げる

ことができるため， これまで豊富な家族労働力によって稲作の副次部門として経営が展開

されてきた。

山形県村山地方は， 内揺盆地に立地しており， 気象条件や上地条件においても果樹作に

とって遥地であったために， リンゴ、 プドウ、 モモ、 オウトウ、 西洋ナシ等の落葉果樹は，

扇状畑地での栽培とともに稲作の転作作物として水田の園地化も進み， 国内の一大果樹産

地となっている。 同県の農業産出額に占める果樹の割合は， 1990 年の 18. 4%から 2005年

には 20.0%に上昇し， さらに 2013年には 26. 1 %まで拡大している。

しかしながら， このように拡大してきている果樹作において， 産地の課姐は果樹作経営

を営む経営体の減少である。山形県では果樹作の経営体数は， 1990年には 21, 850戸であ

ったのが 2005年には16,394戸( 75.0%)に減少し，さらに、 2015年には1 2,0 2 9戸(55.0%) 
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となっている。このように， 果樹作では高齢化と後継者不足が淮展しており， 産地におけ

る労働力不足が急速に進み間題となっている。

以上のように水田 ・ 果樹複合農業地域では， 水田農業と果樹作農業の双方に問題を抱え

ている。これまで， 地域の立地条件を生かした複合経営を展開し発展してきた東北地方内

陸部の農業は， 今後ともわが国の主要な農業地域であることに変わりなく， この地域での

主要作物である米作とともに複合作物である果樹作の今後の展開方向を明らかにすること

は， わが国農架全体のあり方を考える上でも重要と考えられる。

第3節 先行研究

前節のように間題を抱える水田 ・ 果樹複合経営について， 既往の研究をレビュ ーすると

ともに， 農業政策の変遷とその動向を捉えながら解明された指摘事項を整理する。

水田農業の展開に関する研究は， これまで多くの先学者によって，研究蓄積の多い分

野の 一 つである。 とくに， 米の生産と需給調整を背景として， 稲作農業経営のあり方や

関連した動向研究および展開過程の究明研究が数多くなされてきた。 以下， 水田作と果

樹作およびその複合経営に関して、とくに組織化と経営運営面からの研究指摘事項を整

理する。

1 . 水田作の組織化に関する研究

水田作農柴において， 最も主要な作物である稲作の間題は， 近年の需要減退と 価格低迷

による所得の低下によって， 稲作経営の存続が危ぶまれていることである。需要と 価格形

成については，流通論において論ずべき課題であると見られるが，地域農業の重要課題は，

需要動向や 価格形成の要因分析ではなく， むしろ， 結果として稲作経営の存続に如何に影

響を与えてきたのか， そして， それにどのように対応しているのかといった組織論の観点

が重要である。そこで， 最初に， 水田作農業における政策の展開とその対応に関する研究

についてみていくことにする。わが国の水田農業の展開に大きな影響を与えた政策は，2007

年からの品目横断的経営安定対策である。効率• 安定的な水田作経営体の育成に向けて，

一定規模以上で経営計画が認定された経営体に限定して支援策を講じていくこととした。

具体的には， 都府県では4ha以上の認定農家または， 20ha以上の集落営農が支援施策の

受け皿となり，米作と大豆 ・ 麦等の土地利用型作物への所得補償が行われることとなった。

そして， 多くの水田農架地域では， 集落営農の組織化に向けた取り組みが急速になされ

ることになり， 農柴政策の受け皿としての集落営農が位置づけられることとなる。

角田 5) 6)は， 東北における主要な稲作地帯である山形県庄内地域における個別稲作単作経
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営が多い 中にあっての集落営農組織の設立の意義と今後の課題について， 農柴施策として

の品目横断的経営安定対策との関連で分析している。わが国有数の稲作地帯として知られ

る庄内地域の稲作は， 経営規模が3 ,..___, Shaの厚い 中規模層によって， これまで安定した個別

単作経賞が立地してきたところである。しかし，農業労働力の高齢化が進展してきており，

また次世代を担う若い農業後継者が非常に少なくなってきていることから， 担い手不足の

問題が深刻となってきており， 加えて， 米 価下落に対抗するためには、 個別経営での対応

では限界があり， 機械利用の共 同化を推進することによるコスト低減の必要性などから，

認定農業者も含めた集落営農組織化が進むこととなった。集落営農の組織をベース年， 生

産性の高い集落の農業が図られていく可能性を示唆した。反面， 多くの個別経営である認

定農業者も多く存在していることから， 土地利用や個々の経営展開の面での相互のミスマ

ッチ間題が生ずる懸念が指摘された。集落営農は， 組織化するねらいが土地利用や農業労

働力および生産手段等の共有化・共 同化することによってメリットを得る点では， 地域複

合による資源の補完・補合関係の構築に類似している。このことは， 積極的な補完や補合

が必要となった 中国地域や 北陸地域において集落営農の組織化が進んだ背景が見て取れる。

一方で， 集落営農を設立する背景として， 農業政策の補助金の受け皿としての「政策対

応的Jに組織化された点も見逃せない。 西川 7) は， 2005 年の経営所得安定対策大綱が示さ

れた時点から， 全国的に集落営農組織の設立が飛躍的に進んだことを補助金の受け皿とし

ての政策対応的な性格が強い組織化と指摘し， そうした組織の特徴として補助金の要件で

ある経理の一元化に対応するために「枝番方式」と呼ばれる経理方式を採用しており， 売

上代金が一 旦は組織口座に入金されるが， 結局は組織構成員に配分されるというものであ

り、 こうしたことの間題点を指摘している。本来， 集落営農は， 構成員が共 同して機械施

設を所有利用し， 共 同作業により省力化と低コストを図る目的で設立し運営されるもので

ある。しかしながら， 政策支援の受け皿目的の組織では， 多くの問題を抱えていることが

指摘されている。すなわち， 政策対応的であるがゆえに設立までの経過が拙速であり， 士

地利用調整上の間題を大きくしていることから， 合理的な士地利用への利用権設定が可能

な集落営農の法人化となることが課題となったのである。

また， 各地域の様々な社会経済条件や農業立地を背景とした組織の類型化とその特質や

展開過程の実態調査分祈の研究がなされている。 協業組織としての運営管理に視点をあて

た小山・宮田 8) は， 集落営農が法人化することによって， それまでの「ムラの論理」と異

なる「経営の論理」としての管理運営方法を採らなければならないこととなることから，
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収益配分や雇用などの組織のマ ネ ジメントの新たな課題が生ずることを報告した。

集落営農は， 経営資源の効率的な利活用のみならず新たな事業展開および人材の確保育

成への貢献が期待できることが多くの実態分析から報告されてきた。 北田 9) は， 集落営農

法人を対象とするアンケ ート調査結果から， 「事業多角化」の現状と課題を把握し， 売上高

の高い法人において利益を計上しており， 経営の持続性を確立する上で， 付加 価値を付け

労働力の有効利用が図れる事業多角化に対する意向が強いこと。また， 事業多角化 （農産

加工）のメリットを享受するためには， 原料の生産から製品化までの一 貫生産の経済性を

いかに実現するかが重要な要素であることも指摘した。

棚田 10) は， ぐるみ型集落営農法人における園芸作物導入について，幅広い狙いのもとに，

単に稲作収益補填としてではなく 「収益部門確立」とうい意識で， また， 「経営発展ス テッ

プ」 という目的での新規事業として取り組まれていること。その課題は， 部門独立的な収

益配分を検討する必要があること。従事する女性の就労条件や活動意識を高める観点から

法人全体で支えるような合意形成が求められるとした。

さらに， 高橋 1 1 ) は， 事業多角化が 「有効なビジネスモデル」として広域的な社会貢献型

事業に発展している実態を報告している。稲作単作の兼業農業が主体である 北陸地方では，

構成員による出役による共 同作業による集落営農組織の設立数が多く， そこでの組織営農

の有効性とともに集落営農の法人化による経営の複合化・多角化が今後の展開方向である

ことが指摘された 12 ) 。また， 中山間地域での零細規模の水田農業が展開されてきた 中 国地

方における集落営農での組織役員後継者の育成方策や新規参入者等の人材確保に関する実

態分析の研究がなされている い）。

以上が， 水田農業に関する先学者の論述の要点である。しかし， 水田と果樹の複合農架

地域での集落営農に関する分析研究は極少ない。稲作単作地域では， 集落営農の取り組み

によって野菜等の園 芸作物の導入による複合化が地域農業の発展方向であること。また，

中山間地域での高齢化と担い手不足への対応として， 農地を利用集積した集落営農による

共 同利用や共 同作業が地域農業の “ 守り手” になる。と言った論述であるが， 果樹複合地

域では， そもそも集落営農の個々の構成員は， 複合経営を実践しており， その複合部門そ

のものは個人経営となっている場合が大半である。新たに， 集落営農での複合部門の導入

には， 外部からの人材導入が不可欠となる。したがって， 従架員雇用として組織外からの

人材確保とその育成方策に関する研究が求められている 11) 。
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2 果樹作の組織化 に 関 す る 研究

次に果樹作について， 水田作農業と対比した特徴を踏まえながら先行研究の指摘事項を

レビュ ーする。わが国の果樹農業は， 果実が国民の韮幹的食糧で ある米とことなる嗜好品

としての性格が強く， 市場の動向に左右された変動の大きい展開を強いられてきたことか

ら， 典型的な商業的農業の一部門と捉えられてきた 1 5)

その特徴について， 果樹園の多くが傾斜地等における集約的な上地利用技術となってお

り， 労働力の質が生産力にとって重要な要素となっていること。 永年作物を対象とし， 高

い資本集約性を伴っていたこと。機械化が遅れており， 省力的な作業体系が確立していな

いこと等を特徴に あげている。 労働及び資本集約的な農業により， 高品質な商品の生産を

め ざす産地について， 産地シス テ ムという概念と提起した。

労務管理の点においては， 果樹作は一般に収穫期に作業の ピ ー ク が形成されることから，

臨時の雇用が多くなる。この季節的な臨時雇用の採用や要員配置， 技能向上等の点からリ

ンゴ作の作業効率に関して、 長谷川 1
6
) は， 剪定労働力の確保の璽要性について指摘してい

る。作業労働の軽減方策の一 つとして， リンゴ作での共 同防除体制等について， 果樹作農

家を産地全体で支援する産地支援シス テ ムで あると位置づけた。

しかしながら， 果樹農業の最大の課題は， 担い手の減少や労働力不足が深刻化するなか

で， 高い労働集約性を維持して行くことが 困難になっており， これからの果樹農架の展開

にとっての課題で あるとした。

山形県の特産果樹で あるオウトウも収穫から選別・出荷作業は， 大半が手作業による非

常に多くの労働力を要している。出荷作架に要する労働時間等の調査分析の結果，とくに，

箱詰作業については， 作架者従事者の資質や熟練程度によって作柴能率と出来栄えに大き

な格差が生じることから， 作業要員の配置や箱詰技能の向上に向けた訓練が必要なことを

明らかにしている 1 7) 。

以上が先学者の論述の要点で ある。果樹農業は， 商架的農業で あることから， 産地支援

シス テ ム や生産物のマ ー ケ テ ィ ングに 閤する研究は比較的多いものの， 喫緊の課題で ある

労働力不足に対応した分析研究は多くない。

3 地域農業の複合化 に 関 す る 研究

以上，水田作と果樹作といった部門に関した研究についてレビュ ーを行なった。さらに，

複合経営全体に関する研究について， とくに地域農業の展開方向についての先行研究にも

触れておきたい。
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まず， 用語の観点から， 菊地 1 8) は， 二つ以上の生産部門が相互に関連して結合されてい

る経営方式を 「複合経営」とし， 単一生産部門に特化 ・ 専門化された「単作経営」と対照

的に用い， また， 「多角経営」とは本来同義語で あるとしている。しかし， 戦前におけるわ

が国の多角経営がともすれば現金収入のために雑多な部門を導入しがちで あったことへの

反省を込めて， 複合経営により合理的な結合という新しい意味合いを持たせようとしたと

解釈している。複合経営の概念をさらに2分して， 生産部門の並列的な結合を「水平的複

合化 (h or i zontal di  vers i f i cat i on)」と呼ぶのに対して， 一部門内に生産 ・ 加工 ・ 貯蔵 ・

輸送 ・ 販売などの各過程を縦に結合することを 「垂直的複合化( vert i cal divers i f i cat i on)」

と呼んでいるとした。単作経営に対する複合経営の経営的長所は， 菊地が指摘した 6 つに

対して， 複合経営の弊害もまたいくつか指摘できるとして， ①主要部門が複雑になると経

営者の研究や管理を集 中できず， 熟練度が劣る ②資本が乏しい場合に装備の充実が不十

分になる ③一部門の規模拡大が阻まれ， 労働能率の向上や市場対応など大鼠生産の利点

が発揮しにくいことを あげている。 菊地が指摘するこのような複合経営の弊害は， 単一 専

作経営の利点の裏返しとも言うべき論点の整理で あって， 複合経賞の論理がどのように貫

徹し、 定着するかは， その経営のおかれた自然的 ・ 経済的立地条件によって異なり， 近年

の高度経済成長のもとで近代化が進み， 単作化が進行してきたことから経営方式としての

複合経営を論ずる研究報告は減少している。
一方で， 菊地は， 農業の機械化， 科学化， 兼業化が急速に進むなかで， 複合経営が大き

く変質してきたことに注目しつつ， 今日ふたたび複合経営を見直そうとするなら， 新しい

視点からその役割を間い直す姿勢が必要で あろうと指摘している。

市川 !Y) は，1970年代からの日本の農架経営の専門化 ・ 単純化 ・ 単作化が過度に進んだこ

とから， 様々な間題が発生したと指摘し， これを是正する方向として経営の複合化が必要

で あるとし， それには個別経営の複合化ではなく， 農業部門間の補完 ・ 補合としての 「地

域複合 （農架）論」， なかでも交換耕作について， 理論的位置付けを明確にしている。多く

の個別経営では専門化 ・ 単純化 ・ 単一化が進むことを前提としつつも， 個別経営を超えた

もので， 地域内でいくつかの個別経営の専門部門間の複合によって複合化のメリットを求

めるもので あるとしている。すなわち「個別経営の枠だけで複合経営のメリットを追求す

るのでなく， 一定の地域の 中の個別経営 同士が士地利用， 労働力利用， 機械 ・ 施設利用，

中間生産物利用などをめ ぐる補完， 補合の関連を生産力段階に即して相 互に結び， より高

い複合生産のメリットを追求するための組織的な仕組み」として 「地域複合 （農業）」 を提
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起した 2
0) 。また， 酒井 2 1

) Iま， 専門化した農家群がそれと相 互関連する別の作目・部門に専

門化している農家群と生産面， 技術面で統一性を持って地域的に結合され， こうした地域

的な経営間の協カ・結合によってお互いに補完し， 補合し合い複合の利益を得ていくとい

う 「経営間複合」論を提示している。これらは， 主として個別の経営としては専門化・単

作化を進めることとしながらも地域的および経営間において相互に関連性を持つことによ

って， より高いメリットを得る経営方式論といった点で分析を行なってきた。しかし， 今

日のように水田農業における米からの転作といった単作規模拡大化が不可能な状況や， 経

営の担い手たる労働力そのものが不足しつつある状況下における経営継続が 困難といった

背景における論理展開には至っていない。

また， 山形県内陸部の村山地方においては， 水 日作とその複合作物である呆樹作につい

ては， それぞれ専門化することなく， 個別経営において水田・果樹複合経営の形態で展開

されてきた。

次に， 一定地域内での複合経営のメリットを追求しうるよう「組織化」 することをねら

いとする 「地域農業複合化」 の実施地域における技術的・経営的課題について， 実践事例

研究が報告されている。飯塚は， 東北 6 県で行われた「地域農業複合化推進試験研究結果

報告書Jにおいて， ①組織化研究の位置づけ ②組織化の見本方向 ③組織化の機能 ④ 

組織の構成 ⑤組織の運営主体 について分析している。研究の位置づけとしては， 複合

化組織 （下位）は立地条件によって， いくつかのものが組織化され， それらを相 互に連携

し調整する機能を持つものとして複合化組織 （上位）が組織化されることが指摘された。

組織化の方向は， 単一部門に専作化している経営はもちろん， 複合経営を含めた組織化

が基本的な方向としてとらえられるべきこと。したがって， 組織の果たすべき機能は、 農

業生産資源を相互に融通し補完・補合する機能を果たすものであること。組織の構成は，

生産部会等の縦の組織， 横の組織に加えて地縁組織が整備されること。そして， これらの

複合化組織はそれぞれ独立した主体の結合組織であるから， 組織の運営を担う主体が必要

なことが指摘されている。

第 4 節 本研究の 視覚と 課題

水田作と果樹作による複合農業として発展してきた山形県村山地域では， 水田農業 （稲

作主体）や果樹農業 （ オウトウ作等）に特化・専作化することなく， 個別経営の 中で士地

と労働力という資源を最大限に活かした「個別複合経営」 として展開してきた。そして，

個別経営として高い生産性と収益性を確保しながら， 水田農業と果樹農業それぞれにおい
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て国内有数の産地となっていることが伺える。しかし， 今日のように水田農業における米

の転作や 価格低迷そして， 経営を担う労働力そのものが不足しつつある状況下においては，

経営の継続と存続そのものが 困難となってきている。

これまで， 土地や労働力が曹富な状況下において， 単一 専作経賞に対する複合経営の有

利性や経賞主体間の関係構築と組織化等が進み， こうした事例の多くの先行研究がなされ

てきた。しかし， 今日， 複合経営の核となってきた水田作の低迷と果樹作における労働力

不足が深刻化している状況のもとでの経営展開方向については， 明らかでなく， また必ず

しも明快な指摘の研究分析は極少なく， 統一的に論述した論文は乏しい。

以上を踏まえ， 担い手不足と収益低下を背景とした， 今後の水田農業のあり方を考えた

時に， 地域営農方式としての 「集落営農J がその解決方策として重要であろうと考える。

集落営農は， これまで 北陸地方のような稲単作農業地域や関東 ・ 近畿地方のような兼業

農業地域において， 積極的に取り組んできた。しかし， これらの地域とは異なる東北地方

の複合農業地域， とくに果樹複合地域においては、 果たして集落営農の取組みが有効に寄

与するのであろうかといった観点からの研究が必要であると考える。

本研究の分析視角としては， これまで個別複合経営として発展してきた経緯を踏まえつ

つ， 収益性や経営継承において水田作農業の今後の展開には限界があり， 水田 ・ 果樹複合

地域においても集落営農といった組織営農が有効であろうと仮定して， 分析検討を行なっ

ていくこととする。

他の地域とは異なる集落営農の運営や発展に向けた展開条件等において， その発展方向

である集落型営農法人 （以下「集落営農法人」という）での士地利用方式や栽培作物， 経

営方式等経営的に評 価できる合理的な展開モデルが可能であるかについて検討を行う。

次に， こうした経営的に評 価できる展開モデルが集落営農法人の 「継続企業」として経

営を存続いくための重要な要因のひとつである人材の確保 ・ 育成について， 集落営農法人

の取り組みが果たして有効であるのか。以上の2点について， 本研究の視点とする。

さらに， 東北地方の複合経営のもうひとつの柱である果樹作農柴について， とりわけ労

働集約性の強い果樹作経営が労働力不足という状況下において， どのように対応していく

べきかについて， 研究課題とする。それは， 単に不足する労働力を季節雇用による外部調

達で賄うことで解決しうるものではなく， 農業従事者のみならず地域産業全体の人手不足，

とりわけ次代を担う若い人材の減少に起因していることからも明 白である。

そこで， 果樹農業の将来において， 担う人材をどのようにして確保し育成していくべき
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かについて検討する。この点について， 単に個別経営の後継者育成と言った観点だけにと

どまらずに， 地域農業として確保し， 育成につなげる方策が求められているのではなかろ

うか。すなわち， 地域の合意を受けた集落営農の経営部門のひとつとして， これまで取り

組まれてこなかった集約作物である果樹作を導入していくことがこうした課題解決になる

のではなかろうかといった仮説のもとに分析検討を行う。

以上， 本研究の課題は， 水田 ・ 果樹複合地域における集落営農と果樹作部門の経営展開

方向を明らかにすることである。

具体的な研究項目としては， 第1 に， 「水田農業における営農組織の展開過程」 とし， 小

項目は， ①集落営農の動向と成立要因の解明 ②集落営農による高度水田作の経営的評 価

とする。

第2に 「集落営農における担い手人材育成」とし， ①集落賞農法人の人材確保と育成方

策 ②集落営農法人の経営多角化への課題とする。

第 3 として， 「 労働力不足下の果樹作経営の展開方向」とし， 小研究項目としては， ①集

落賞農法人によるオウトウ作導入の可能性と課題 ②新技術の経賞的評価と経営管理とす

る。

注

1) 農林水産省 「農業経営改善計画の経営類型別等の認定状況」 2016. 9 に よ れば， 地域別の複

合経営の割合は， 全国 平均の 46. 3% に対 し て東北地方は 58. 7% と 最 も 高 く な っ て いる。

県別 には， 山 形県 68 . 1 % , 秋 田 県 65. 9% , 宮城県 65. 3 % , 岩手県 60. 5% , 幅 島県 53. 9% , 

青森県 40. 7%の順で ある。

2) 農林水産省 「果樹生産 出荷統計」 2014 に よ れ ば， 果樹の樹種別結果樹面積は， り ん ご （青

森県 1 位， 岩手県 3 位） ， ぶ ど う （ 山形県 3 位） ， も も （福 島 県 2 位） ， オ ウ ト ウ ・ 西洋 な し

（ 山形県各 1 位） で ある。

3) 農林業センサス「耕作放棄地面積」 に よ れば，山 形県の耕作放棄地面積は，2000 年 4, 218ha , 

2005 年 6, 797ha, 2010 年 7, 443ha と 年々 増加 し て き て お り ， 2015 年 には 8, 37 2ha と な っ て

2000 年か ら お よ そ 2 倍 に 拡大 し て いる。

4) 山 形県農林水産部 「新農林水産業元気再生 プ ラ ン」 2013 の 「 主要作 目 の収益性比較 (10a

あ た り ） に よ る。

5) 角 田 毅 「水 田 ・ 畑 作経営所得安定対策 下 に お ける集落営農組織等の動 向 と 今後の課題」
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第 1 章 水 田 複合地域に お け る 営農組織の展 開過程

第1節 背景と 課題

わが国農業の柱で ある水田農業は，1961 年に制定された農業基本法が目指す産業として

自立し得る農業の確立に向けて展開されてきた。具体的には， 他産業並みの労働条件と農

業所得を確保できる経賞体 （認定農業者）の育成で ある。水田農業の主要な作目で ある米

については， 新食糧法 (1994) が制定され， 流通と生産が大きく変化する 中で， 徐々に新

農柴基本法 (1997) が目指す効率的かつ安定的な農柴経営体へと経営の規模拡大が進んで

いる， 一方で， 2000 年以降は米需要の減退に伴って 価格は年々低下し、 稲作収益が減少し

てきている。この結果， これまで米作を主体に規模拡大を志向してきた地域農業の担い手

層は， 高齢化も伴って次代の後継者不足が進行している。水 田・果樹複合経営が多い山形

県村山地方においても， これまで個別経賞の柱で あった稲作部門の所得は趨勢的に減少傾

向に あり， 規模拡大も期待されるほど進んでいない。このような状況下に あって， 稲作の
コ スト低減と省力化に向けて， 個別経営の問題点を克服すべく組織営農に取り組む動きが

見られている。

具体的には， 集落および地域を範囲として機械施設等の生産手段の共 同所有• 利用や作

業の共同化、 営農の一括管理運営に取り組む集落営農で ある。

本章では， 稲作を主とする水田作農業における営農組織化で ある集落営農の設立状況や

近年の動向と特徴を踏まえて， コ スト低減や省力化および水田作農業の収益確保の観点か

ら， 展開方向と課題について， 先進事例の調査分析により明らかにしていく。

第2節 集落営農の動向と 成立要 因

1 .  東北地方の 集落営農

わが国の集落営農組織 1
) は，2007 年の「 品目横断的経営安定対策（以下「経営安定対策」

という）」 の下， 水田農業の担い手育成と望ましい農業構造実現に向け， 認定農業者ととも

に一定の要件を課して施策支援の対象となったことから、 急速に組織設立が進んだ。 2016

年 2 月 の調査によれば，全国の集落営農数は15,134 となっており，うち東北地方には，3,434

が設立されている（図 1 -1)。県別には宮城、 秋田、 岩手の順に多く， その大半は 2007 年の

経営安定対を契機に設立されている （図 1 -2 )。経営安定対策に加入した 2, 719 組織は全体

の 79. 2%で あり（図 1 -3), このうち10 年を経過した現在までに法人化した組織は，709 組

織で あり全体の 21 %に留まっている （図 1 -4)。その多くは， 依然として政策支援のための

組織運営を行なっていると見られる。
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図 1-3 経営安定対策への加入状況 農林水産省 「集落宮農実態調査」
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図 1-4 集落営農の組織形態 農林水産省 「 集落営農実態調査」

表 1 - 1 活動 内容別集落営農 （複数回答）

区 分

東 北
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島

資 料

農 産 物 等 の 生 産 ・ 販 売 活 動 生 産 ・ 販 売 以 外 の 活 動
賞 農 の 一 括

合 計 水稲 の 生 麦 、 大 百 の 他 の 作物 を 農庄}JII 工 品 の 農作業 の 受 農作業 の 共 1地利 用 調 管 罪 ・ 運営
産 ・ 販売 牛産 ・ 販売 牛産 ・ 販売 牛産 ・ 販 売 託 同 化 整

3 , 434 2 ,  1 58 1 , 500 1 , 603 88 1 , 224 1 ,  762 2 , 1 64 854 

1 95 57 .  9% 46 .  2% 29 .  2% 3. 1 %  43. 1 %  60. 0% 53. 8% 9 .  2% 

677 72 1 %  47 9% 63 4% 2 8% 54 8% 56 7% 43. 9% 37 5% 

9 1 1 70 4% 56 2% 45 1 %  2 2% 24 8% 48 8% 86. 9% 20 9% 

742 79 5% 44 3% 49 9% 3 0% 32 9% 58 0% 54. 7% 32 3% 

506 47 0% 38 1 %  3 7  0% 1 2% 34 0% 53 2% 54. 2% 1 9  4% 

403 21 8% 1 2  9% 37 0% 3 7% 31  5% 29 0% 72 .  0% 1 3  4% 

農 林 水 産 省 「 集 落 営 農 実 態 調 査 ( 2 0 1 6 ) 」

設立された集落営農の活動内容をみると， 米とその転作作物である大豆 ・ 麦等の農産物

の生産販売活動ととも に 士地利用調整や農作業の共 同化 ・ 作業の受委託といった活動を行

なっているが， 営農の一括管理 ・ 運営といった組織経営体本来の活動を行なっている組織

は多くない （表1 -1)。

東北地方の集落営農は， 経営安定対策への加入前の活動を踏襲したまま， 経理事務のみ

一元化した形式となっており， 土地利用資材調達、 作業実施等 に 係る意思決定は， 各構成

員 に委ねられていることが指摘されている 2)

また， 県別の特徴としては， 秋田県の組織の特徴は， 稲作あるいは転作大豆を対象 に担

21 



い手を 中 心としたいくつかの農家が結合した組織であり，“集落 ぐるみ型” よりもむしろ “担

い手型組織” の傾向が強く， その発展方向は， 構成員全体の所得拡大を図る方向， すなわ

ち “集落営農の複合化 “であること 3) が指摘されている。また， 青森県の集落営農は，3 つ

のタイ プに分けられること ①転作受託組合から転換した集落営農 ②リンゴの高い所得

を前提として， 稲作の省力化のための受託組織が発達したもの ③稲作地帯での集落の担

い手が空洞化している状況下で地域農業を維持していくために “担い手を 中 心に組織化”

表 1 -2 山 形県 に お け る 地域別集落営農設 立数

区 分 特 定農 業 団 体 農作業受託組織 特 定農 業 法 人 集 落 営 農 計

村 山 5 46 ゜ 5 1  

最 上 1 ゜ ゜ 1 

置 賜 5 23  1 29 

庄 内 1 02 ， 4 1 1 5 

県 計 1 1 3 78 5 1 96 

資 料 山 形 県農林水 産 部 「 品 目 横 断 的経営 安 定 対 策 加 入組織調 べ ( 2 0 0 7 ) 」

を図ったものと特徴づけた報告がなされている ,j\

2 .  山 形 県 の 集落営農

山形県では， 多くの集落営農が 2007

年の経営所得安定対策への加入を契機

に設立され， 県内 4 地域 （村山、 最上、

置賜、 庄内）別には、 庄内地域115 組織、

村山地域 51、 置賜地域 29, 最上地域1

組織であり， 全体の 59%が庄内地域で

設立されるなど、 特定地域に偏って組織

化されている （表 1-2)。

市町村別には， 酒田市 81 組織で全体

の 4 割を占め， 以下寒河江市 18, 鶴岡

市 17, 河 北町13, 長井市12 等となって

いる （図 1-5)。農協組織別には， 庄内

みどり農協管内 85 組織， さがえ西村山

農協管内 41 組織， 山形おきたま農協管
図 1 -5 市 町村別隻落常農組織設 立数
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《凡 且l
5 1 以上

4 1 - 5 0  
3 1 - 4 0  
2 1 - 3 0  
1 6 - 2 0  
1 1 - 1 5  
6- 1 0  
1 - 5 

資料 前掲道



内28 組織 以下庄内たがわ農協管内の順となっている。

組織形態別には，特定農業法人 5 組織，特定農業団体113 組織および農作業受託組織（特

定農業団体に準ずる組織）が 78 組織となっており， 特定農業団体と農作業受託組織の設立

状況についても， 庄内地域の特定農業団体 (102 組織 89 %) に対し， 村山地域（西村山地

域）の作業受託組織 (43 組織 84 %), 同 置賜地域 (23 組織 82 %) と偏っている。

構成員と組織運営方法による 区分では， 集落 ぐるみ型組織 （共 同作業型）97 組織とオペ

レータ型組織（受委託型）8 2 組織で全体の 90 %以上を占め、 その他・不明 17 組織となって

いる。さらに， 組織規模別には， 経営面積規模50ha以下の小組織が全体の48 %と半数近く

表 1-3 山形県 の集落営農 の 法人化 (20 1 6年現在）

区 分

村 山
最 上
置 賜
庄 内
県 計

2007年設立
集落営農数

5 1  
1 

29 
1 1 5 
196  

20 1 6年ま で の
法人化組織

， 

3 
14  
53  
79 

非法人組織

42 
゜

20 
66 

128  

法人化率

1 7 . 6% 
300% 

48. 3% 
46. 1% 
40. 3% 

注 山 形 県農林水産部 「 品 日 横 断 的 経 営 安 定対策加 入組織調べ
( 2007 ) 」 組織 の 法人化状況

を占めている一方300ha以上の広範囲による組織化が 7 地区で行なわれるなど多様である。

3 集落営農 の 特徴 と 成立 要 因

果樹や野菜等との複合経営が多く， 稲作規模としては必ずしも大きくない山形県内陸部

の村山地域 （山形市を 中 心とする 7 市 7 町）では，51 の集落営農組織が設空された。

その多くは， 米価下落への対応としての収入減少影響緩和対策 （ナラシ対策）等の施策

支援や複合経営における部門間調整が主な目的としていた。しかし， 共 同販売経理 ( -元

経理）は行うものの， 構成員個々の持ち分管理 （枝番方式 り であり， 設立 10年を経ても

法人化に至った組織は 9 組織と少ない （表1 -3)。

村山地域における集落営農の特徴は， 複合経営の果樹部門の収益確保のために， 稲作部

門の合理化 （省力化、 投資阿避）と稲作担い手確保のために， 単一集落の範囲を超えて比

較的広い範 囲での受託組織が必要であったこと。さらに， 農協の地域営農ビジ ョ ンに沿っ
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た組織化支援と安定対策加入への強い働きかけがあったものと捉えることができる。

したがって， 当 地域での集落営農組織化の特徴は， やはり “施策の受け皿” として取り

組んできたといえる。
一方， 構成員の高齢化は進み， 構成員間の農地流動化により規模拡大が進んだとはいえ

核となる担い手農家においても次代の後継者が確保できない等の経営継承の課題を抱えて

きている状況にある。

ここで， 受け皿となってメリットを享受しようとしてきた施策の内容について， とくに

2007年から始まった経営所得安定対策について触れてみる。

新たな米政策改革として， その施策の柱であった経営所得安定対策は， 施策の支援対象

を一定の要件を満たす経営体に限定して実施された。その対象は， 「経営規模が一定以上の

認定農業者及び集落営農」である。さらに， 対象となる集落営農の要件は， 面積規模が20ha

以上であり， かつ， 次の 5 要件を備えた特定農業団体またはそれに準ずる組織とされた。

①規約と代表者の定めがあること ②一 元経理 （共 同販売経理）を行うこと ③法人化計

画を策定し， 5 年以内の法人化に向けた取り組みを行うこと ④地 区の農地の 3 分の2以

上を集積する利用集積計画を策定すること ⑤従事者の所得目標を設定することであった。

なお， この施策の対象となる集落営農とは， 「農業経営基盤強化促進法に規定する特定農

業団体・その他の委託を受けて農作業受託を行う組織 （地域における農地の利用の集積を

確実に行うとみこまれること、 農業を営む法人となることが確実であると見込まれること、

その他の農林水産省で定める要件をみたすもの）」を満たすものである。

こうした水田農業における政策が打ち出されたことから， 生産現場では， 以下にしてこ

の政策支援を受けていくかが大きな課題となった。

必ずしも， 経営規模が大きくない山形県村山地方において， 多くの水田作農家が施策の

受け皿となるには， 集落営農を設立していくしかないことから， 地域全体で集落営農の組

織化を推進した地域もある。村山地方の西部に位置する寒河江市を 中 心とする西村山地域

である。 寒河江市の経営所得安定対策への対応としての基本的な考えは、 以下のとおりで

ある。 「①果樹複合地域である寒河江市の水田農業の現状は， 農業従事者の減少・高齢化な

どが進行し， 将来の地域農業を支える担い手不足が深刻となってきた。②そのような 中で，

米• 大豆・麦を対象とした品目横断的経営安定対策が実施されるが， 現在のままではこの

支援を受けられる対象者は全農家の1割にもみたない。 ③果樹への依存ウエイトが高いも

のの農地の大部分が水田である以上， 水田農業への取り組みは不可欠であり， そのために
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は 中核的農家が 中 心となり， 経営規模に関係なく意欲的に水田農業に取り組む農家が参加

できる集落営農の組織化と育成が必要である」(2006 年 寒河江市水田農業を支える集落営

農組織の育成概要より 引用）

さらに， その集落営農の組織化の方針については， 以下の事項を掲げている。

①集落常農組織への加入は自由意思とし， 耕作規模の大小に関係なく意欲ある農家が参

加できる組織とする ②集落営農組織には， 自ら耕作する農用地利用改善団体の組合員が

加入することとし， この脹用地利用改善 区域内の水田作 （米， 転作作物）に係る脹作業の

受委託を行う任意組合組織とする ③合意がないところに組織は成立しないとの考えのも

と， 「地域全体の合意を図るためには， ゆるやかな組織運営からスタ ートして， 段階的にス

テッ プアッ プしながら， 時代の変化に対応できる組織経営体を育成していく」（前掲 同資料

より抜粋）

こうした方針の下にほぼ全ての集落・地 区に集落営隈組織が設立され， 支援施策である

収入減少影瞥緩和対策 （通称「ナラシ」 ）と生産条件不利補正対策 （ 同「 ゲタ 」 ）に加入す

ることになる （表1 -4)。

表 1 - 4 四村 山 地域の集落営農組合

戸 涵畏組合 設 立 年 月 日分

S '酋脹組合 2007/:l/ 1 0  
SN富共紀合 2007 /:J/ l :l  
NU'謡畏紀合 2007/2/26 
NS営典糾合 2007/2/22 
NT営典糾合 2007/2/27  
T営典組合 2007/2/28 

闘営典糾合 2007/3/29 
NG営典組合 2007/3/28  
110営牌組合 2007/3/27  

i可
S l 営典組合 2007/3/3  l工
TT営 ）奨組合 2007/2/ 1 9  
s s 富 股 紀合 2007/2/20 
Y'涵展組合 2007/2/ 2 1  

S\\富股紀合 2007  /:l/ 19  
TR富 畏紀合 2007  /:l/ 1 2  
SU営典糾合 2007/3/3  
D営 張組合 2007/2/ 1 0  
M'酋 袋組合 2006/ 1 2/23  

1 8  
OT営典糾合 2006/ 1 2/22  
OS営典糾合 2006/ 1 2/ 2 7  

大 HT営典糾合 2006/ 1 2/25  
汀 IIN営 農組合 2006/ 1 2/25  
町 HS営共組合 2006/ 1 2/22  

CK営共組合 2006/ 1 2/ 2 7  
6 

構 成 農 数 加 入 面 積
人 ha 

262 1 6 6  32  
1 0 4  6 1  4:J 

7 :3  4: l  24 
43 46 61 
97  63 9 3  
54 74 39 

1 2 1  7 7  7 8  
1 1 0  5 0  2 3  
1 0 7  7 7  3 3  

86 43 7 7  
1 0 1  8 3 , 62  

33  29 29 
68 60 41 

1 1 7  1 1 8 2 :3  
5 7  4: l  5 1  
56 42 61 

1 1 9  9 9  92  
1 0 0  1 0 : l  7 7  

1 ,  7 l l  1 , 286 39 
5 7  .58 2 5  
6 1  .52 2 2  
6 3  .55 1 2  
3 5  4 2  94 
59  6 3 ,  15  
2 5  1 7 . 6 7  

300 289 ,  35  

戸 貨展組合 設 立 年 月 日
構 成 員 数 加 入 面 泊

分 人 ha 

s集 落酋脹組合 2007/:l/27  1 9 9  1 3 2 . 9 7  
T集 落酋裳組合 2007/:J/27  228  1 2 1 .  20 

日
旧」と H集 落酋脹組合 2007/:l/26  1 4 3  1 4 7 . 02  

3 .5 70  40 1 .  1 9  
四 ＼町営 典糾合
J I I  

2007/3/23  3 3 8  1 8 8 .  00 
9」 1 3 3 8  1 8 8 .  00 

YH営 挫組合 2007/2/ 1 0  9 4  7 0 . 42 
y� 営 農 組合 2007/ 1 / 1 5  1 3 9  9 2 .  59  
YC営農組合 2007/2/ 1 5  1 0 7  1 1 1 .  8 4  
YS営農組合 2007/ 1 / 1 8  5 6  62 . 47  
YH営 閑組合 2 0 0 7 / 1 / 2 5  6 7  6 1 . 0i 
KT裳 挫 組合 2007/ 1 / 1 2  8 7  1 0 0 . 3 2  

i可 Yは 農組合 2007/2/6 91  69 .  7 5  
斗ヒ
日」． SY裳挫組合 2007 I 1/26  5 1  43 . 34 

IK裳隈組合 2007/2/5  1 1 3  1 0 8 . 24 
NZ営典組合 2006/ 1 2/8 220  2 1 8 . 49 
HT営股組合 2006/ 1 2 / 1 7  4 3  74 . 89  
MZ'酋 牲 組合 2007/2/7  9 7  1 3 7 . 9 7  
T I '酋 牲 組合 2007/ 1 / 1 9  7 5  5 2 . 9 7  

1 3  1 ,  240 1 , 204 33 
合計 41 4 ,  1 5 9  3 , 369 2 6  

汀 広域呉業活性化セ ン タ ー調べ

転作作物としての大豆や小麦は， 生産物の販売収入だけでは収益を確保することは難し
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く、 「 ゲタ対策」 による交付金の支援が不可欠である。また， 米については， 価格定 価に伴

う収入減少に対する補填交付金 「ナラシ対策」によって， 経営安定対策加入のメリットを

享受できることになったのである。

山形県における集落営農の組織化とその取り組み実態は， 以上の西村山地域での展開と

大きく異ならないものと捉えるこことができる。しかしながら， 当 地域で設立された集落

営農は， その後 5 年以内に法人化に至った組織は皆無となっている。集落営農は， ‘‘地域の

農地と農叢を守るしくみ” としての役割に期待が高まっており， 組織経営体としての法人

化を迎めることが求められている。しかし， 山形県内の多くの集落営農の法人化は， まだ

その途に付いた状況であり， 集落営農法人としての経営展開を急 ぐ必要がある （表1 -5)。

表 1-5 設 立年次 （法人化） 別の地域営農法人数 注2

区 ノ刀＼ ~2005 2006 2007  2008 2009 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 015 2 016 合計
村 山 1 2 3 3 ， 

取自 上 1 1 1 1 4 
置 賜 6 5 1 3 15 
庄 内 2 1 2 1 1 2 3 2 10 31 55 
県 計 ， 1 7 1 2 1 1 4 6 3 1 7 31 83 

資 料 J A グル ー プ 山 形 「 山 形 県 地域営農法人協議会会員調べ (2 0 1 6 . 1 2 ) 」
注 l 協議会会員 (2016 . 1 2現在 100法人） の う ち 「地域裳農法人」 を法人化 ・ 設寸年次別に集叶 した
注2 複数の農業石等 に よ り 構成 し 、 地域の農業板興発展に貢献す る集落型農業法人

4 .  集落営農の法人化 を 妨 げ る 要 因

このよ う に，経営所得安定 対策加入を 主 日 的に組織化された 集落 営農は，その組織経

営 体た る 取 り組みへの 法人化は，なかなか進 んでいない。 法人化が進まない要 因につい

て，広域農菓活性化 セ ン タ ー 6) が実施した 西村 山 地域で設立された 集落営農の組織役員

に対する調 査結果から ， 次のよ う な法人化に踏み切れない事由が伺 え る。 最 も多い回答

表 1 -6 集 落 営農役員が法 人 化を 躊躇する 理 山
区 分 回 答 数 割 合

収 益 が 確保 で き な い か ら 16 24 . 6% 
役 員 へ の 負 担 が 増 え る か ら 13 2 0 .  0% 
共 同 作 業 が 困 難 だ か ら 11 16 .  9% 
経 理 や 事 務 処 理 が 難 し い か ら 9 1 3 . 8% 
万 ー の 解 散 へ の 不 安 か ら 7 10 . 8% 
利 益 配 分 方 法 が 難 し い か ら 5 7 .  7% 
農 地 の 集 積 が 難 し い か ら 2 3 .  0% 
労 働 力 が 確保 で き な い か ら 2 3 .  0% 

計 65 100 .  0% 
資料 広域農業活性化セ ン タ ー 「営農組合役員への意向

調査」 (2014) よ り
注 管 内 の集落営農38組織の役員への ア ンケ ー ト 調査 に よ る

（複数回答）



は、 「法人経営による 収益の 確保に不安がある から (24. 6% ) 」であり， 次に 「 （法人

連 営 への）役員の 負 担が増 え る から (20. 0 % ) 」以下， 「 共 同作業が困難だから ( 16 . 9 % ) 」

「経理や事務処理が難しいから (10.8%) 」となっている （表1 -6) 。

第3節 事例分析の 対象と方法

1 .  調査対象

2007 年の経営所得安定対策を機に設立された集落営農においては， 米等の士地利用型作

物への政策支援はあったものの、 農地や作業の

「受け手」 であった担い手経営においても高齢

化 ・ 後継者不足による経営継承への問題が進行し，

一層の規模拡大が 困難になるなど，枝番管理方式

での集落営隈では，対応できない間題が深刻化し

てきている。

そこで，山形県内睦地域の複合経営が太宗を占

める村山地方において，集落営農により大豆 ・ 小

麦• そばの土地利用型作物を2年 3 作輪作体系に 図 1-6 A地 区の位置

より農地利用麻度化に取り組む事例について， 調査分析を行なった。

調査の対象組織 「 A営農組合」は， 山形市の西部平坦地の水田面積187ha, 農家戸数278

戸の 「 A地 区」にある （図 1-6)。 A地 区の農業は， 水稲と 園 芸作物 （果樹， 野菜等）との

複合経営が太宗を占めている。経営規模が小さく高齢化が進むなか，2001 年に地区の 中核

的な担い手が 中 心となって転作の作業受託組織を結成し，Sha のそば栽培団地を始めた。以

降，そば栽培面積は，2002 年 16 ha、 2003 年34 ha、 2004 年4 lha、 2005 年 5 lhaと拡大した。

この転作作業受託組織を前身に2007 年に特定農業団体「 A営農組合」を設立し，2013 年4

月 に農事組合法人に法人化した。201 2年時点では， 転作面積8 2haに大豆 ・ 小麦• そばの生

産を行っている （表 1- 7)。

さらに， 生産された農産物を加丁 ・ 直売を行なっている他， 地域住民との交流事業にも

着手しながら， 地域農業の担い手組織経営体として取り組んでいる。
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表1 -7 調査対象組織の概要
地 域 類 型
設 立 年 次
前 身 組 織

構 成 員
雇 用 従業員

経 営 作 目

作物 生 産 以 外の
主 な 事業活動

中 山 間 地域 を 一 部 含 む 平地農村地域
2013年4月
転作受 託組合 か ら の特 定 農業団 体 (2006年 ）
260名 （ 集 落 ぐ る み 型 組 織）
11名

経営面 積 123. 5ha 
大 豆 (35ha) , 小 麦 (2 2ha) , そ ば (40ha)
(2年 3作輪作栽培 ）
水 稲 (2 2ha) , 野菜類 (4. 5ha) 

• み そ 加 工販 売 ， 大 豆 菓 子 製 造販 売 ， 洗 い 里芋販売
・ 地産地消運動 （ 豆腐 ， そ ば ， 麦 切 の域 内 供給）
・ 枝 豆 も ぎ 取 り 体 験 ， そ ば花 ま つ り 開 催 ， 里芋堀 り 体 験

資 料 ： 間 き 取 り 調 査 に よ る

2 .  2 年 3 作輪作栽培の導入

A営農組合では， そのうち 2 2haにおいて小麦 ・ 大豆• そばの「2年 3 作輪作体系」 を導

入している。

背景には， ①年々強化される米の生産調整 （転作）への対応として， 転作定着に向けた

収益確保を図る必要があり， 適した作物を模索していたこと ②山形市麺類組合からの小

麦作付の要望があったこと ③小麦連作による連作障害からの回避方策 ④収益性の向上

をはかる必要があったこと等である。

また， 2年 3 作方式を可能にした技術的要因として， 水田の畑地化基盤整備があげられ

る。米作を主とする湛水士壌に賠渠を施して排水を良好にする工事として， 山形県では施

工後の永年転作化 (8年以上の米から他作物への転作）を義務化し， 国の助成率に嵩上げし

て事業を行ってきた。A地 区では， 2004年から5 ヶ年間にわたって 76haを受益地とする県

営 圃場整備事業（図 1 -7 ) が施工された。この畑地化事業により， 水田 圃場の揚水と排水

が良好 と なったこ と から， 米の転作作物 と して大豆 ・ 小麦• そばを導入するこ と が可能 と

なった。具体的には， ①梅雨期での 中耕培士作業が可能となった ②秋森期となる大豆収

穫直後の小麦播種作業が行なえた ③そば出芽期の湿害から回避された ④大豆の登熟期

の旱ばつによる小拉化が回避されることなった。

そして， この畑地化し整備された 圃場において， 大豆 ・ 小麦 ・ そばの2年 3 作輪作栽培

として作付することができるようになった （図 1 -8)。
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A営農組合では，22haづつの2 ブロ ッ ク を2 年3 作輪作農地とし，1 年 ごと交互に作付

品目を変えている。さらに， 大豆とそばを運作で作付する 圃場をそれぞれ，13haと 16ha確

保するとともに， えだまめ， 里いも， 王ネ ギの露地野菜を新たに導入し複合化を図ること

となった （図 1 -9)。

第 4 節 集落営農による 高度水田作の経営 的 特質と 評価

1 .  2 年 3 作輪作の 収益性

大豆の後作として裏作に小麦を溝入し， 翌年の小麦収穫後にそばを播種し年内に収穫す

る 「2年 3 作輪作体系」については， 技術実証試験レベルの単位面積あたり売上総利益及

び所得において， 大豆連作体系に比較して有利となることが示されている 7) 。また， 水稲，

大麦， 大豆の2年 3 作について， 不耕起栽培などの新技術を導入することにより労働時間

の縮減効果が期待できることが報告されている 凡

そこで， 農地を利用集積し集落営農による輪作栽培の実践事例として， A営農組合の大

豆 ・ 小麦• そばの 2年 3 作輪作栽培について， 分析を行なった。

その結果， 輪作栽培は， 大豆 ・ 小麦• そばのそれぞれ単作連作栽培に比較して， 2年 3 作

輪作とした場合は， 単位面積あたり所得及び労働報酬において， それぞれ1. 3 倍 ・ 1. 1 倍向

上することが確認された （表 1-8)。

表 1-8 大豆 ・ 小麦 • そ ばの連作 と 2 年 3 作輪作の収益性比較 単位 ； 金額 （ 千 円 ）
大豆連作 そ ば連作 2 年 3 作輪作

区 分 1 3 ha 1 0a あ た り 1 6 ha 1 0a あ た り 2 2 ha 1 0a あ た り
収量 (kg/ lOa) 154 42 
単価（円 /kg) 113 200 

粗 収 益 2, 268. 9 17 . 5 1, 344. 0 8 . 4 9 , 289 . 9 2 1. 1 
変 動 費 2, 304. 7 17 . 7 1, 197 .  6 7. 5 10, 3 51. 0 23 .  5 
固 定 費 846. 5 6. 5 2 18 . 8 1. 4 1, 793 . 3 4. 1 

売上総利益 -882. 3 -6. 8 -72 . 4 -0. 5 -2, 854. 4 -6. 5 
拠 出 金 -2, 340. 0 -18 . 0 -2, 880. 0 -18 . 0 -5, 940 . 0 -13 .  5 
と も 補償 3, 770. 0 29 . 0 3 , 680. 0 23 . 0 14, 630. 0 33 .  3 
水 田 活用 助成金 9, 100. 0 70. 0 8 , 800. 0 55 . 0 35 , 420. 0 80. 5 

所 得 9, 647. 7 74. 2 9 , 527 . 6 59 .  5 41, 255 . 6 93 . 8 
1 0 a 当 た り 所得 74. 2 74. 2 59 . 5 59 .  5 93 . 8 93 . 8 
労働時間 (h) 1, 430. 0 11. 0 1, 760. 0 11. 0 5 , 390. 0 12 . 3 
労働報酬 （ 円 ／ 日 ） 6, 746. 7 6, 746. 7 5 , 4 13 . 4 5 , 4 13 . 4 7 , 654. 1 7, 654. 1 
注） A 営農組合 の 2 年 3 作輪作栽培 を 含 む経営収支実績 ( 20 1 1 )
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また， 22ha づつの 2 ブロ ッ ク における 2 年 3 作輪作栽培の収益性は， 10 a あたり 93.8

千円と米作を上回る所得が確保されることが確認された。 併せて， 投下作業労働時間につ

いても時期別に平準化が図られていることが確認された （表 1-9, 図 1-9)。

表 1 - 9

年

作
面

2 年 3 作輪作栽培 の 収 益性 単位 ： 面積 ( a ) 、 金額 （千 円 ）

次 1 年 目
目 大豆 （小麦）

積 2 200 (2 ,  2 0 0 ) 

単 収 ( kg/ l Oa) 1 5 4  

販 売 単価 （ 円 /kg) 1 1 3 .  3 

粗 収 益 3 , 8 3 9 . 7 

変 動 費 3 , 9 0 0 . 2 

固 定 費 9 7 4 . 0 

売 上 総 利 益 - 1 0 3 4  

拠 出 金 - 1 , 9 8 0 . 0 

と も 補償 金 収 入 3 ,  1 9 0 .  0 

水 田 活 用 助 成 金 1 5 , 4 0 0 . 0 

経 常 利 益 1 5 , 5 7 5 . 5 

1 0a 当 た り 利 益 7 0 . 8 

労働 時 間 2 , 4 2 0 . 0 

労 働 報 酬 ［ 円 1 時 間 ） 6 , 4 3 6  
注） 前掲 同

( h r/旬 ）
400.0 

350 .0 
■ 大豆

300.0 ■ 小麦
250 .0 ■ そば

200 .0 

150 .0 

100 .0 

50 .0 

0 .0 

2 年 目

小麦 そ ば
2 2 0 0  2 2 0 0  

3 0 7  42  

53 .  3 2 0 0 .  0 

3 ,  6 0 2 .  1 1 , 8 4 8 . 0 

4, 8 0 4 .  1 1 , 6 4 6 . 7 

6 0 0 .  5 2 1 8 .  8 

- 1 802  - 1 7  

- 1 , 9 8 0 . 0 - 1 , 9 8 0 . 0 

6 , 3 8 0 . 0 5 , 0 6 0 . 0 

1 2 , 3 2 0 . 0 7 , 7 0 0 . 0 
1 4 , 9 1 7 . 5 1 0 , 7 6 2 . 5 

6 7 . 8 4 8 .  9 
1 9 0 6 .  7 1 0 6 3 .  3 

72 8 2 4  1 0 ,  1 2 1  

全 体

4,  400 10  a あ た り

9 , 2 8 9 . 9 2 1 .  1 

1 0 , 3 5 1 . 0 2 3 .  5 

1 , 7 9 3 . 3 4 .  1 

-2 8 5 4 . 4 - 6 .  5 

- 5 , 940 . 0 - 1 3 .  5 

1 4 , 6 3 0 . 0 3 3 .  3 

3 5 , 4 2 0 . 0 8 0 .  5 
4 1 , 2 5 5 . 6 9 3 . 8 

9 3 . 8 
5 , 3 9 0 . 0 1 2 .  3 

7 , 6 5 4  72 6 5 4  

./iii'.fiii'./iii'./iii'.fiii'./iii'./iii'.fiii'./iii'./iii'.fiii'./iii'./iii'.fiii'./iii'./iii'.fiii'./iii'./iii'.fiii'./iii'./iii'./iii'./iii'./iii'./iii'./iii' 
廿 fJ. }<. 廿 fJ. }<. 廿 fJ. }<. 廿 fJ. }<. 廿 廿 K 廿 fJ. }<. 廿 fJ. }<. 廿 fJ. }<. 廿 fJ. }<. 

(':) ...,. IJ) (D " q, 0) 0 ,..._ 

図 1-9 大豆 ・ 小麦 • そ ば輪作の時期別労働時間
注 A 営農組合の2年3作輪作栽培 (20 1 1 )
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A営農組合では，以上の輪作栽培を取り入れることによって，経営規模が法人化前の2006

年の50. 7haから法人化後の2012 年には，193. 7haへと大幅に拡大し，これに伴って常時雇

用の従業員を採用して， 雇用型法人経営として展開している （図 1-1 0)。

A営農組合では， 以上のように大豆 ・ 小麦• そばの2年 3 作輪作を含む高度な水田作営

農によって，収益性の確保とともに集落営農法

人としての経営確立に向けて， 第 1 歩を踏む

出すことができている。

経営的効果としては，次の 4 点があげられる。

①米の生産調整を推迎する施策支援と相まっ

て，2年 3 作輪作体系の収益性が十分確保され

ていること（営農組合に参加する組合員への地

代相 当の精算金は，10 a あたり 47, 0 0 0円を支

払うことが可能となっている）， ②作業労働の

分散化による繁忙期の解消（大豆の場合，さく

らんぼ収穫と競合する）， ③生産調整 （転作）

への対応を心配することなく，個別経営（複合

稲作経営）に取り組めること，さらに④地域と

して，新たな作物導入とそれらを活用した取り

組みが活性化へ期待できたこと（えだまめ，里

いも， 王ネ ギを導入し，さらに，みそ加工， 菓

子類， 学校給食材供給を実施）等である。

2 .  2 年 3 作輪作の課題

1 9 3 .  7 h a  

9 5 . O h a  

2006  2 0 1 2  

図 1- 1 0 作 付 面 積 の 拡 大
注 A 'は 農 組 合 の 経 召 農 地 （ 水 稲 は 特 定農 作 業 受
託 で あ る ）

集団的な合理的上地利用としての大豆 ・ 小麦• そばの 2 年 3 作輪作栽培方式を取り組ん

できたA営農組合であるが， 大豆と小麦の収量 ・ 品質においては，年による変動が大きく

なっている。とくに， 近年は収呈面で十分な成績をあげ得ていない。

この原因の1 つに大豆収穫と小麦は種の作業時期が重なり，逼期作業の遅れ，生育不足，

収穫遅れが生じることがあげられる。山形県内揺地域での大豆 ・ 小麦の収穫 ・ 播種時期は，

それぞれの品目の適期が， 1 週間から 1 0 日前後重複するものとなっている。このため， 大

豆品種は極力， 収穫時期の早い早生品種 （リュ ウホウ）を取り入れている。 近年， 大豆品

種の作付け動向においては， 食味や成分含量を重視する傾向が強まっており必ずしも多収
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性に富む品種が選考されているとは限らない。 A営農組合においても， 降雪前に十分な生

育を確保させておきたいので， 小麦の播種時期はできれば， もっと早期に作業を行いたい

としている。以上のことから， 2年 3 作輪作の技術的課題は， 安定収量を確保しうる輪作

に適した 品種開発とその栽培術の確立である。多収および十分な生育確保のためには， 作

期が重ならない品種や栽培方法を駆使する必要がある （表 1-1 0)。

表 1- 1 0 輪作作物 の 出荷量の推移 単位 ： kg/ l Oa 

年次 大豆 小麦 そ ば

2009 205 1 5 7  37  

2 0 1 0  1 83  145 38 

20 1 1  1 54 307 42 

20 1 2  1 1 2 283 48 

注 A 常 農 組合 の 2 年 3 作輪作栽培 の 作物別 出 荷 量

また大豆 ・ 小麦• そばの畑作物2年 3 作輪作栽培では， 水稲栽培による湛水を行わない

ことから雑草が繁茂する。畑地化事業では， " 8 年間の畑作物による転作” が義務付けられ

てきたことから， これまで畑作物のみの輪作を行ってきた結果， 畑雑草が増殖してきてお

り， これが作業能率や生育不安定を招き， 収量低下につながっていることが否めない。

連作による生育障害の発生はないものの， 雑草対策としては， 水稲作も合めた輪作体系

や士地利用型野菜を新たに導入するなどのほ場利用を適宜変 更していく等の対策が必要と

なっている。

品目別には大豆では， ①生育初期の梅雨期の排水対策 （上壌過湿からの回避）としての
“ 畝立て栽培” や “揺種 同時施肥法” などの技術導入 ②良質 ・ 多収品種の導入 （新品種

の比較検討）が挙げられる。小麦では， ①越冬前の生育確保に 向けた適期播種 ②収穫期

の降雨に伴う品質低下の回避 （適期刈 取への作架機と 士壌改良）である。そばでは， ①適

期福種の励行 （降雨， 高温時への対応） ②適切な種子更新 （品質維持）等である。とく

に， 近年の大きな気象変動による悪影響が大きいことから変動対応技術が一層求められて

いる。

2つ目の課題は， 収益性の確保安定を目指して， 生産物そのものの売上高拡大を柱に位

置付けながら輪作作物の選択により， 政策支援 （助成金）への依存を減らしていくことで
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ある。 A営農組合では， これまで大豆・小麦• そばといった土地利用型畑作物による稲作

転作として2年 3 作の輪作栽培方式を取り入れてきた。その結果， 米からの転作としての

手厚い助成制度による経済支援を受けてきた。具体的には， A営農組合が位置する山形市

における米生産調整に係る支援施策は，図 1-11 のように極めて高い助成制度となっている。

82, 280 

収 穫 量

市 単独

基本額

( +10, 9 20) 
9ふ 200

市単独
80, 000 

(- 21, 100) 

2005 2012 2005 2012 
大 豆 小 麦

図 1-1 1 水 田転作に対する助成額の推移 （ 山形市）

二 市 単独 助 成 額

二 国 庫助成額

55, 000 55 , 000 

2005 2012 
そ ば

単位 ； 円 / l Oa)

これら作物への政策的な支援 （助成金） が国・県及び市において強力に行われてきた結

果として，収入に占めるこれらの政策的助成金の割合は， 52.3%に達しており，この結果が

高い収益性をもたらしたといえる。しかし， 政策による支援は， 政策が変わる度に変化し

てきていることから， 経営の安定性に乏しい施策の後押しに頼 ら ない自力による収益性確

保が今後の課題である （図 1-12)。
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【 費 用 】
172, 4 11 

【 配 当 金 】 19, 1 70 

【 分 配 金 】 72, 202 
地 代 相 当 ( @4 7,000 円 / l Oa)

【 作 業 委 託 費 】

【 物 財 費 】
肥 料 費 、 農 薬 貨、

【 管 理 運 営 費 】
償 却 費 、 事 務 費

36, 396 

18 , 431 
燃料、 資 材 費

26, 212 

施設利 用 糾、 共 済 掛 金
労 務 賞 他

【 収 入 】
18 0, 25 5 

【 と も 補 償 】 16, 392 

（交付金j/ttt/ttttU?•:: : ::: : : : : : : :
- : - : - : - : - : - :

． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．  鱈洟競. · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . . . . . . . . . . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .

淑薗活策交蒋金忍翠翠裟翠裟翠裟翠翠翠裟
: : : : : ： ： ： ： : : : ： : : ： ： ： : ： ： : ： : ： : ： ： ： : : ： : : : : ： : ： : ： ： ： : ： ： ： ： ： ： ： : ： : ： ： ： ： ： ： ： : ： ： ： ： ： ： ： ： ： : ： ： ： ： ： ： ： : ： ： ： : ： : ： ： ： ： ： ： ： : ： : ： ： ： ： ： : ： : ： ： ： : ： : ： ： ： ： ： 

所得補償交村金> ・戸 旦· · · • • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • ・ ・ ・ ・ ・ · · · · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . ·

輪•作加算金． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．  ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
裟裟裔裟裟潟舵袋稀造淡伐葱�:合裟蒻涵翠砂鉛裟・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．  

【 売 上 高 】 69, 4 5 6  
米、 大 豆
そ ば、 小 麦
加 工 品
その 他 農 産 品

図 1 - 1 2 A 営 農組 合の 高 度 水 田 作の 収 益 構 成 ( 20 1 2) 単位 ： 千 円

第 5 節 小活

果敢に展開する個別経営が存在する一方で， 個別での限界や地域農業が抱える課題解決

に向けた組織営農として， これまで個別複合経営として展開してきた東北典業においても

集落営農の取り組みがなされている。山形県内陸部の水田 ・ 果樹複合地域である村山地方

でも， 国の米政策改革による経営所得安定対策を契機として， 政策支援を目的とした任意

組合の集落営農の設立が進んだが， 本来め ざすべき集落営農の姿である法人化は， 進んで

いない。村山地方の寒河江市を 中 心とした1市 4 町からなる西村山地方でも，2006 年から

2007 年にかけて， 政策支援の受け皿としての営農組合が多数設立した。しかし， その法人

化は進んでいない。法人化が進まない背景には， 組合役員が法人化に対する深い懸念を抱

いていた。 中でも， 法人経営における収益確保への不安が法人化を勧めたがらない大きな

原因であった。低迷する米 価格による水田農業の危機からの打開策として政策支援を受け

た集落営農による水田農業は， 果たして収益確保につながらないのであろうか。

そこで， 先行して法人化を図り， 集落営農法人として組織営農を展開するA営農組合の

事例を分析した。地 区内農地の利用集積により， 団地化による転作作物の大豆 ・ 小麦• そ

ばを2年 3 作輪作として麻度な水田作農業を可能にしていた。それだけでなく， 法人化を

機にサトイモや枝豆等を導入し， 経営拡大を図っていた。生産物を活用した付加 価値生産
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性の拡大をめ ざして， 経営の多様化 （多角化）を進めていた。

A営農組合の農地高度利用による経営では， 政策による手厚い助成金 （表 1-11) による

ものの収益は確保されており， 集落営農の法人化による経営展開は， 組織経営体としての

経営力を一層高める工夫や収益確保への取り組みとその実現性， 可能性を追求する経営を

展開すれば十分に成空するとみられた。

多様な経営展開がされている「複合農業地域」 においては， 組織経営体としての集落営

農組織およびその法人化は， 高い収益性の個別経営を上阿る成果が求められハ ー ドルは高

い。しかしながら， 個別経営が抱える次代の経営継承といった大きな課題解決に向けて，

個別の限界を組織によって克服しようとする新たなサバイバルビジ ョ ンの上に展開する必

表1-1 1 水 田 農業に対す る 政策支援 の推移 （転作助成体系）

対策 ・ 制 度 施策 の ね ら い 助 成 休 系 と 上 な 文 担 内 容

水 田 農 哭経営確立対策 ① 米 の 生 産 調 整 「 経 営 確 立 助 成 」 基木助成 ( 2 万 ~ 4 万 ） ＋ 高 度利 川 加 算 ( 1 万 ）

(2004~2006) ② 転 作 作 物 の 本作化 「 と も 補伯 」 2 万 3 千 円 程度

③ 産 地化 の 推進 ※ 1  一 般作物 （ 大 百 、 麦 、 飼 料 作 物 ） 特 例 作 物 、 永 年 作 物

※ 2  県 一 律

「 産 地 づ く り 交付令」 墾本部分 ＋ 担 い 手加 算 十 重 点 作 物 特別対策

祈 た な 米政策改革 ① 米 の 需 給 円 沿化 「 品 廿 横 断 的 対 策 （ ナ ラ シ） 」 米 価 下 洛 に 対 す る 袖填 （芹額の 9和I )

(2007  ~ 2009)  ②水 田 作沖 地 づ く り 「収入減少緩和対策 （ ゲ タ ） 」 土 地利 用 型 作 物 の 収益確保

③牒 菜 担 い 手台成 「集荷 円 沿化対策」 型 作 に よ る 過 剰 米 へ の 融 賓

※ 1  「 水 田 農 業 ビ ジ ョ ン 」 に 仏 づ く 地域へ の 支 援

※ 2  安件 を 満 た し た 「 担 い 手」 へ の 交 付�

①米告給闇整還択制 「 米 の 所得浦償交付金」 価格 ・ コ ス ト 菜釦 ( 1 5 , 000 円 / l Oa)

戸別所得補償制度 ②水 田 農 哭 の 継紐性 「 畑 作 物 の 所得補償交付金」 大 百 ・ 麦 • そ ば等

(2 0 1 0 ~ 2 0 1 2 ) ③屈欲 あ る 多様 な 担 い 手育成 「 水 田 活 用 の 所得補償交付金」 新需要米 、 転 作物 へ の 助 成

※ 規模拡人加算 典地集積へ の 助 成 ( 20 , 000 円 / 10a )  

①需 要 に 沿 っ た 米 牛沖 「 米 の 直 接 支 払 交 付 金 」 価格 ・ コ ス ト 差額 ( 7 , 500 日 / lOa )

経営所得安定対策 ②水 田 活 用 作物 の 振興 「 畑 作 物 の 直 接 文 払 交 付 令 」 人 豆 ・ 麦 • そ ば等

(2 0 1 3 ~  ） ③託欲 あ る 担 い 丁育成 「 水 田 活 用 直 接 支 払 交 付 金 」 飼料用 米 、 転作物 へ の 助 成

※ 農地集禎協 力 金 （ 経 営 転 換 、 地域集柏）

要があるといえる。

注

1) 集 落営農組織の定義 につ い て ， 農林水産省 「集落営農実態調査」 では， 次 に該 当 する取 り

組み を行 う 組織 と し て いる。

・ 集落で農業用 機械 を 共 同所有 し、 集落 ぐるみのま と ま っ た営農計画 な ど に 基づい て、 集落

営農に参加する農家 が 共 同 で利用 し て いる。
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・ 集落で農業用 機械 を 共 同所有 し 、 集落営農 に参加す る 農家か ら 基幹作業 の 委託 を 受 け た オ

ペ レ ー タ ー組織等 が利用 し て い る 。

・ 集落の農地全体 を 一 つ の農場 と み な し 、 集落 内 の 営農 を 一括 し て管理 ・ 運営 し て い る 。

・ 認定農業者、 農業生産法人等、 地域の意欲 あ る 担い 手 に農地の集積 、 農作業の委託等 を進

め な が ら 、 集落 ぐ る み で ま と ま っ た 営農計画な ど に よ り 集落単位での 土地利用 、 営農 を

行 っ て い る 。

・ 集落営農 に参加す る 各農家 の 出役 に よ り 、 共 同 で （農業用機械 を利用 し た農作業以外の ）

農作業 を 行 っ て い る 。

・ 作付 け 地 の 団 地化 な ど 、 集落 内 の 士地利用 調整 を行 っ て い る 。

2) 前 山 薫 「集落営農組織の 現状 と 展 開 方 向 」 東北農業経済学会岩手大会報告書 2008 P. 1-22 

3) 椿真一 ・ 長濱健一郎 「水 田 ・ 畑作経営所得安定対策 下 に お け る 集落営農組織等 の動 向 と 今後 の

課題 農林水産政策研究所， 2009 2 1-33 

4) 泉谷慎実 「水 田 ・ 畑作経営所得安定対策 下 に お け る 集落営農組織等の動 向 と 今後 の課題 農

林水産政策研究所， 2009 35-43 

5 ) 「枝番方式」 に つ い て は ， 西川 [4] は経理の 一 元化 に対応す る た め に集落営農名 義 の 口 座

を農協 に 開設 し ， そ こ で販売 ・ 購買 の代金 を い っ た ん ま と め る が結局 は各農家の 口 座へ販

売 · 購 買 代金 が そ の ま ま 振込 ・ 引 落 さ れ る と い う も の で あ り ， 農地の利用 権設定が で き る

主体 と し て の集落営農 の 法人化が今後の課題 と な る こ と を指摘 し て い る 。

6) 広域農業活性化セ ン タ ー は ， 四村 山 地域 の 1 市 4 町の 市町村 ・ 農協 • 土地改 良 区 ・ 普及セ

ン タ ー 等 で構成す る 地域農業 と 担い手への指導支援団 体で あ る 。 管 内 に設立 さ れた集落営

農組織の 法人化 と 運営 に 関 し た支援 を行な っ て い る 。

7) 後藤克典 ・ 鈴木洋 ほ か 「 ダイ ズ ・ コ ム ギ 立 毛 間播種輪作体系 に 向 け た 作業技術開発 と 経営

的評価， 山形県農事研究報告40 , 2008 

8) 坂本英美 ・ 棚 田 光雄 「 中 山 間水稲 ・ 大麦 ・ 大豆 2 年 3 作 にお け る 新技術の経済性評価」

近畿 中 国 四 国農業研究セ ン タ ー ， 2012
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第 2 章 集落営農 に お け る 担い 手人材育成

第1節 背景と 課題

経営所得安定対策 （品目横断的経営安定対策）への対応として設立された集落営農は，

主に米と大豆等転作作物の共 同販売経理を行ってきた。作物の栽培管理作業は， 組織構成

員がほ場毎に個々に担 当し， 面積と収量に応 じて収益配分を行ういわゆる枝番管理方式 1 )

の任意組織が大半となっている。これは， 個別経営内に基幹的従事者がおり， 個別完結の

経営存続が可能であったことによるところが大きい。しかし， 2007 年の経営所得安定対策

に対応して設立された多くの集落営農では， もはやこれまで核となって経営の主体であっ

た担い手農業者が次第に高齢化してきており， 次代の後継者たる人材の確保が課題となっ

ている。

そこで， 施策の受け皿として設立し， 共 同販売経理までの組織運営を行なってきた任意

組織においても， 後継者育成を強く意識した “地域の農地と農業を守る受け皿組織” とし

ての役割に期待が高まってきている 2) 。

複合 地域においては， 労働集約 的な 園 芸部 門 への 投下労働力の 確保対策として，さら

に土地利用 型作物の省カ ・ 低 コ ス ト 化を 狙いとして作菓や経営の 受委託を組織として行

う つまり集落常農の 取り組みが行われつつある。と こ ろが， 高齢化と 後継者 不 足は， 構

成員である 個別経 営の みな ら ず， こ う した集落 営農において も 同様であり，組織役員の

継承 間題が次第に深刻化してきている。集落 営農の 経裳継承の 点を 踏まえれば，組織役

員の 後継人材等の 育成とい う 重要課題を 解決する 必要が生 じ ているの である。

これまで， 集落営農法人による雇用労働力の確保や採用に際した労務管理上からの研究

報告がなされているが， 法人化を契機として組織経営体における「人材育成」の観点から

の指摘報告は， 少ない。従って， 複合経営地域での経営継承の視点から， 集落営農法人の

人材育成方策を明らかにする必要がある。

そこで本章では， 東北地方の複合農業地域である山形県内陸部の村山地方を対象に， 地

域が抱える人材面の課姐について， その動向ととくに集落営農における人材育成を研究課

題とし分析検討を行っていく。

第2節 地域農業が抱 え る 課題と 集落営農

1 . 農業担い手の高齢化 と 労働 力 不足

山形県村山地方は， 落菜果樹と稲作との複合農架経営が立地する東北を代表する地域で

ある。村山地方の西部に位置する寒河江市は果樹と野菜 ・ 花き等園芸作物の占める割合が
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高く， 稲作との複合経営が多様に展開されている。市における販売農家の年齢別農業就業

人口は，2005 年から2010 年までの5 年間に26. 7%も減少し， 年齢別構成比率でも65 歳以

上が占める割合が 64. 4%に達するなど麻齢化と担い手不足が進んでいる （表2 -1)。

表2 - 1 販売農家の年齢別農業就業人 口 単位 ： 人

区分 29歳 以 下 30~ 34 35~ 39 40~44 45~49 50 ~54 
2005 
2010 
増減

137 
82 

-55 

8

8

0

 

0

0

0

 

2

1

1

 

1

1

0

 

1

6

5

 

l

＿

 

5

0

5

 

6

5

1

 

6

0

6

 

5

3

2

 

2

9

7

 

3

3

 

区分 55~59 60 ~ 64 65~ 69 70~ 74 75歳 以 上 合 計
2005 266 399 657 657 75 2 3, 340 
2010 218 284 341 463 773 2, 449 
増減 —48 -115 -316 -194 21 -891 

資 料 ： 『農林業 セ ン サ ス (2005, 2010) 』 よ り 作成
注 ： 山 形県寒河江 市 に お け る 農 業就業人 口 の 推移

農業担い手として位憧付けられている「人・農地プラン」における 中 心経営体 3 2 7 名 の

年齢構成をみると 60 歳以上者が全体の48. 9%と約半数を占めるなど深刻な状況にある（表

2 -2 )。

表2 -2 中 心経営体の年齢構成 単位 ： 人

プ ラ ン設 定 中 心経 定
う

農ち
認
業

中 心 経営体の年齢構成
~ 2 9 3 0 ~ 4 0 ~ 5 0 ~ 6 0 ~ 7 0 歳地 区 営｛本数 者

歳 3 9 歳 4 9 歳 5 9 歳 6 9 歳
S 地 区 50 3 5 4 6 ， 11 1 5 4 
N 地 区 4 2  2 9  1 2 7 1 5 16 ゜

N S 地 区 45 26 ゜ 2 8 ， 21 5 
S B 地 区 51 41 ゜ 1 1 1 5 31 2 
S I 地 区 18 1 4 ゜ 1 2 5 7 ゜

T 地 区 44 33 3 1 6 1 4 1 5 5 
S W地 区 29 1 9 ゜ 2 5 ， 13 ゜

D 地 区 1 6 ， 1 ゜ 1 2 ， 3 
M地区 3 2 25 1 3 2 1 2 10 4 
合 計 3 27  231 10 18 41 9 2  13 7 23 

（ 同比率 ） 100 % 3 . 1 % 5. 5% 1 2 .  5% 28 . 1 % 41 . 9% 7 .  0 % 
資 料 寒河江市の 「 人・農地プ ラ ン (2013 ) 」 よ り
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これまで， 稲作などの士地利用型作物に比べて園芸作物への新規就農による参入者が比

較的多かった同市においても， 高齢化と担い手不足は進んできている。このように， これ

まで地域農業を主体的に担ってきた専業経営層においても， 次代への経営継承が危ぶまれ

ており， 園 芸産地としても担い手の確保育成が課題となっている。

2 .  集落営農の組織継承の課題

集落営農は， 複合経営における労働集約的な園 芸部門に投下する労働力確保と上地利用

型作物の省カ・低コスト化に貢献したが， 2007 年の経営所得安定対策を機に設立された集

落営農では， 設立 当初の任意組合から 5年以内に法人化することが求められていたものの

計画どおりに進んでいない 3) 。果樹等との複合経営を営む組合員を抱える集落営農では， 米

と大豆・小麦等の土地利用型作物を共 同販売経理とする一方， 複合部門は構成員の個別経

営として対応する方法が一般的であった ． これは、 米・大豆等の作業共 同化と省力化を図

るねらいがあった一方で， 労働集約的な果樹等については個別に対応する方が， 組織およ

び構成員双方にとってむしろ効率的で有利性があると認識されていた 4) からである。

しかし， 高齢化と後継者不足は， 構成員である個別経営のみならず集落賞農においても

同様であり， 組織役員の継承間題が次第に深刻化しており， 担い手不足は個別経営と 同様

に集落営農でも課題となっている。集落営農は， 後継役員の確保の点からも法人化し， 組

織運営体制のなかで継承していく必要性が出てきた。

複合経営地域では， これまで少なかった法人化への取り組みがここに来て進みつつある

要因の一つとみられる．

集落営農法人による労働力確保や労務管理について，いくつかの有効な手法の研究 5) がな

されているが， 複合経営地域での法人化を契機とした人材育成， とくに構成員の出役によ

る共 同作業が 困難な複合地域における「雇用従業員による人材育成」が課題となっている。

3 .  調査対象集落営農の概要

調査の対象とした A集落営農は， 複合農柴地域である山形県山形市の西部に位置し， 地

区水田面積 187ha, 農家戸数 2 78戸の 旧村大字において 2001年に転作作物の受託経営組合

として設立した任意組合が前身である。主に大豆と小麦およびそばの生産販売と経理一元

化に取り組んできた。 2007 年に経営所得安定対策の対象組織として特定農業団体に組織再

編し， 6年目となる 2013年4 月 に農事組合法人として法人化した全戸参加の ぐるみ型集落

営農である 6) ( 第1 章参照）。

A営農組合は，前身の特定農業団体 当時から年々強化される米の生産調整 （転作）への対

40 



応として， 収益性が確保され定着し得る上記の作物を選定し， 核となる組織役員と オペレ

ータ作業員によって運営してきた。構成員である複合経営農家は， 転作に要する労働力か

らの解放と 一定の収益がもたらされてきたことから， 集落営農の取り組みを高く評 価して

きた。法人化への移行を決断する最大の要因は， 構成員農家の高齢化が進むなかで将来と

も継続して地域農業を支える経営体となるには， 法人格を取得することが不可欠と判断し

たからであった。法人化を契機に作業に従事する男 性従業員を 5 名 と庶務を担 当する女性

従柴員 1 名 の 6 名 を一気に採用した。このように法人化の初年目において複数の従莱員を

雇用した背景には， 単に転作作物の栽培に留まらず ①収益確保のための付加 価値化 ② 

雇用した従業員の周年就労として生産物の加工 ・ 食 品化を進めていくといった経営方針を

事前に樹立していたことである。

4 . 集落営農に よ る従業員雇用

A営農組合では，法人化に際しこれまで取り組んできた士地利用型畑作物の大豆 ・ 小麦 ・

そばによる2年 3 作の水田輸作栽培を継続する一方で， 新たな作物としてサトイモ、 エ ダ

マメ等の土地利用型野菜の導入やそれらの付加 価値化をめ ざし， 消費の点でも地域と連携

する取り組みをいくつか実践していくこととした。そのために新たに外部から従架員を雇

用することとし， その 中から将来の法人役員の後継者を育成していくこととした。役員は

もとより， 大半の法人構成員農家は， 各々が果樹等の園 芸作物を抱える複合経営であり，

高齢化も伴って作業に出役できる者はもはや乏しい。

A営農組合の従業員雇用の経緯は， 法人化による組織運営の要となる事務局長として前

身組織の設立時から指導的協力者を引き続き職員として， 会計事務についても女性職員を

継続して迎えることができた。2013 年の法人化を契機にさらに 5 名 の男性従業員と女性 1

表2-3 A 営農組合の屑用 従業員

雇用 従業員 1 1名 （男 性 8名 、 女性 3名 ）

就 労 区 分

採 用 方 法

法人化後 の雇用者9名

農家出身者 (3名 ）
農外参入者 (3名 ）

結婚 ・ 帰農等 (3名 ）

法人化前か ら の雇用者2名

事務局長 ， 会計担 当 者

役員 ， 構成員 か ら の紹介お よ び指名 採用

（求人募集者 な し）

資 料 ： 聞 き 取 り 調 査 に よ る
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名 の計 6 名を雇用し， さらに2年 日 に男 女 3 名 を採用し，11 名 の職員を雇用することにな

った （表2 -3)。

このように短期間に多数の雇用が可能となったのは， 国および県からの雇用助成事業 7
)

の活用が後押しになったことに加え， 法人側の従業員雇用にあたっての積極的な求人活動

にあった。法人の役員は， 地 区内外を間わず農業外からも広く採用するように心掛けてき

たことが大きい。

5 雇用 従 業 員の労務管理 と 人材育成

法人化を契機に採用した雇用従業員 11 名 の採用前の経歴は多様であり， 必ずしも農業経

験がある者だけではない（表2 -4)。このように，法人後に採用した 9 名 は，地区内 ( I日村）

出 身者が多いものの農業の経験が乏しいことから， 当 初は採用後に農作業の基本から指導

を行い， 教育していく必要があると判断した。

表2-1 雇JI」 従業員 の 経歴

従 業 員 職 務 内 容 雇 用 年 月 年数 性別 ・ 年齢 目
ヽ

I
● 
J 職 出 身 求 人 契機 助 成 事 業

A 岩を 作 業 般 2 0 1 :J .  4 �  2 男 ・ :J 5 歳 調 理 士 村 内 出 身 i見事 の 紹 介 股 0) 雇 用 事 業

B 岩 作 業 般 2 0 1 :J . 4 �  2 男 . :J4歳 上 員 f肯成 員 の ( 弟 迎事 の 紹 介 股 0) 雇 用 事 業

C 患 作 業 一 般 2 0 1 3 .  4 ~ 2 男 · 3 1 歳 畏 業 手 伝 い 情 成 員 の 子 弟 理 亨 の 紹 介

D 序 作 栄 一 般 2 0 1 3 .  4 - 2 男 · 3 1 歳 臨 時 竹支 口 木寸 内 山 身 理 ギ の 綴 介

E 序を 作 栄 一 般 2 0 1 3 .  4 - 2 男 · 6 3 歳 ネ十口 （ 定年 帰 畏 ） 木寸 内 山 身 ハ ロ ーリ ーク

F 庶 誇 宇 袴 2 0 1 3 .  4 - 2 女 · .50歳 結婚移住 理 ギ の 綴 介

岩 作 業 般 2 0 1 4 . 5 � 男 ・ 2 :3歳 学 卒 （ 知 人 ） 貼 タト 出 身 友 人 の 紹 介 担 い 手 人 材 育 成 事 業

H 序 作 栄 一 般 2 0 1 4 .  5 - 男 · 6 3 歳 公 跨 は （ 定年 帰 典 ） 村外 山 身 ハ ロ ーリ ーク 担 い 手 人 材 育 成 乎 呆

序 作 染 一 般 2 0 1 4 .  5 - 女 · 3 0 歳 翌 外 就 労 結 婚 移 住 理 ギ の 条召 介 担 い 手 人材 育 成 キ 呆

J 会 計 宇 袴 2 0 1 0 .  4 - 4 女 · 40歳 木寸 内 山 身 法 人 化 前 の 屁 用 者

K 乎 務 局 長 2 0 0 6 .  9 - 8 男 · 6 5 歳 J A 職貝 木寸 内 山 身 前身組織 の 指 屯者
't!' t斗 問 き 取 り 調 査 よ り

什 数 ， 什 齢 は 2 0 1 町1- :J 月 時 ，点

A営農組合が期待する有能な農作業従事者として早期に育て上げるとともに， 雇用した

従業員にも満足して働いてもらえる良い職場となるよう配慮した。多くの職員を抱えるこ

とになった組合では， これまでは構成員の出役による共 同作業を基本として運営してきた

ことから一転して， 外部からの屈用者を抱えることになり職員の管理という新たな業務が

発生することとなった。さらに， 有能な農作柴従事者 （作架労務者）としての職能に加え

て「将来の営農組合役員後継者」 として育成していく必要があるといった課題があること

から， 雇用従業員の教育指導方法が役員会での重要案件となった 8)

そこで，A営農組合では取りあえず職員教育の手法として一般に採用している「 O J T 」

による方法を行うこととした。具体的には， 屑用従業員に対して組合役員の業務分担に従

って指導管理者としてマンツ ーマンで某本から教え込むこととし， 作物 ごとに農作業に従
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事させた。しかし， 結果は法人の期待に反し満足な働きとはならず反って作業遅れが生じ

ることとなってしまった。従業員にとっても指導内容が十分に理解できない等の課題が多

く残る結果となった。この原因は， 予期しない天候変化等も常に予測しながら農作業を行

なっていく必要があるのに， 受けた指導内容が理解はできても実践が伴わなかったことに

よるものであった。自ら判断し， 実践するまでには相 当 の経験が必要であり， 単に指導す

るだけでは不十分であることに気が付いた。

A営農組合では O J T 主体の教育指導による従柴員教育は満足な結果が得られなかった。

そこで， 1 年目の反省を踏まえ採用2年目の教育方針を改め，従業員自らが「いつ」「何をJ

「どのように」作業すれば失敗しないのかを従業員のサイ ドに立って習得できるのか， つ

まり従業員の意志を重視し “ 教える” 方法から従業員 “自ら学ぶ” ような取組みが直要と

判断した。こうした自主性を尊重した対応の結果， 従業員のうち比較的年齢が若い男性職

員 5 名 が組織化を図ることとなり， 『次代の農業を担う男性隈業者 グルー プ （愛称「隈メン

ズ」 』 を結成するに至った （表 2 -5)。

表2-5 営農組合及び従業員 の 意 向

従 業員 職位 と 担 当 薬務 法 人側 の 意 向 ・ 評価 従 業員 の 就 業 意 向 摘 要

A 職 員 （一 般） 後継者候補 継続就 業 （畑 作希望） 「農 メ ン ズ」

B 主 任 （ま と め 役） 幹 部 後 継者候補 継続就 業 （作物全般） 「農 メ ン ズ」

C 職 員 （オペ レ ー タ） 主カ オペ レ ー タ 紐続就 業 （機械 作 業） 「農 メ ン ズ」

D 臨 時職員 （補助 作 染） 補 助 作 巣 紐続就染 （体 力 に 応 じ た 就 労） 「農 メ ン ズ」

E 職 員 （一 般） サ ポ ー タ ー （ま と め 役） 紐続就 業 （全般）

F 庶 務 主 任 庶 務 主任 紐続勤務希望

G 研修採 用 者 （作 業全般） 末 定

H 試 用 採 用 者 （一 般 作 業 2 年 目 か ら 本採用 職 員 採 用 希 望 「農 メ ン ズ」

I 試 用 採 用 者 （直 売 部 門 2 年 目 か ら 本採用 （加 工 担 当） 職 員 採 用 希 望

J 会 計 主 任 会 計 主任 紐続勤務希望

K 事 務 局 長 法 人 運 営 の 主 要 人 材

資料 ： 営農組合お よ び従 業員 か ら の 聞 き 取 り に よ る
注 ： 「 農 メ ン ズ」 は ， 次代 を 担 う 男 性従 業員 グル ー プ の 愛 称 で あ る

この農メンズの結成を契機に取り組んだ新たな試みとして， 自らの “作莱計画表” を作

成したことである （表 2 -6)。作業計両表は，1 年目の反省点を踏まえて自らが， いつ ・ 何

を ． どうすべきかを記載したものである。作業計両表そのものは， とくに注目すべき内容

ではなかったが， 組合では従業員自らが問題点を捉えて改善に取り組んで行こうとした姿

勢に注目した。この結果， 雇用 2 年目において担 当する作物の生育と天候変化を予測し，

いま何をすべきかの課題については解決されることとなった。作業の精度等は経験を積む
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必要はあるものの農業人材の育成において初期の指導手法として実績をあげたものといえ

る。

表 2-6 " 農 メ ン ズ ” の 「 作 業 計 両表 」 （ 抜粋）
区 分 作 物 共 通------------------ ---------------------------- ············································I 備 考作 目 ・ 部門 水稲 大豆 そ ば ・ 小麦 里芋 枝豆 直売 ・ 加 工 イベン ト等

担 当 理事 S氏 T氏 M氏
農メンズ

J 氏 G · K氏 全役員
I 注意する 点

全 員

26 
年 1 5 月

A B C D B 

マルチ 張 り
鳳

一

代掻き ・ ・

4 日 除草剤 ．． . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · • · · · · · • • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · ·  
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日 肥料運搬

追肥

直売 日

1 0 日
1 1 日. . . . . . . . . .  特売日· · · · · • · · · · · · · · · · · · ·  
1 2 日
1 3 日 苗運び
1 4 日 田 植準備
1 5 日
1 6 日
1 7 日

《休暇予定》

1 8日· · · · · · · · · · · · 1· · · · · · · · · • • · · · · · · • · · · · · • • · · · · · · • · · · · · • • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • · · · · · ·  
1 9 日

資 料 ,, 鹿 メ ン ズ” の 2 0 1 4年度 「作業計画表 」 を も と に抜粋 し て 作成 し た

3 節 集落営農の人材確保と育成方策

1 . 農業担 い手 と し ての人材育成

連休に 向 けて
対応する

雨が降っても
やる こと

20 日 まで田植
を終わること

A営農組合では， 農作業従事者 （作業労務者）として育成するだけが雇用の目的ではな

く， 高齢化していく組合役員の後継者を確保し育成していくことが求められている。 雇用

した従菓員の 中から後継者候補を見出し次期役員として育て上げる必要があることから，

採用 当初から「従業員の意向把握」と「職能評 価」 を直点的に行っている。多様な経歴の

従業員は， 従業員としての能力とともに将来の意向も様 々 であることを踏まえて， それぞ

れの能力と意向に沿った指導方向や育成方針が大切であると気づいたからである。 1 年間

は， ‘‘試行採用とする” ことも本人の意向を踏まえての条件設定をしたものである。

従柴員各々 の職位と担 当 部署や性格・能力が次第に明らかになってきたことから， 組合

では B 氏を次期役員幹部候補と位置付けることとなった。そして， B 氏を屑用従莱員のま
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とめ役として「主任」に昇格させて， 農メンズの グルー プリー ダーとして経験を積ませる

こととした。

A営農組合では， 雇用従業員のス キルアッ プにも心掛けている。各々の意向に沿ってト

ラ ク タ運転免許取得 （大型特殊免許とけん 引 免許）や栽培技術研修会への参加およびア グ

リビジネスス ク ール受講等に参加させている。こうしたス キルア ッ プヘの支援や配慮が法

人従業員としてのモチベー シ ョ ンを高めることに繋がっていることは言うまでもない 叫

このように， 地域において農架担い手の高齢化が進み後継者不足が懸念される事態のも

と， 次代の地域農業を担う組織経営体として強く意識した A営農組合では， 外部からの従

業員雇用によって人材を確保育成しようと積極的に雇用を行なってきた。

以上の事例から， 農業担い手の育成（とくに次代の組織後継者への人材育成）について，

次のように指摘できる。 ①集落賞農は， 法人化することによって地域 （農業）の担い手と

なり得る ②担い手 （後継者）として育成すべき雇用従業員は， 地 区や就業経緯にとらわ

れることなく幅広い人材確保が有効である ③多様な雇用従業員の人材育成には， 法人の

育成方針や工夫 ・ 配慮が必要である ④ 「教える」 だけでは不十分であり， 自己啓発につ

ながる雇用環境 （複数雇用）が効果的である ⑤本人の意向を踏まえ， 後継候補者には，

早い段階から後継者にとって必要な キ ャ リア パスを実施していることが伺えた。

2 .  人材育成に向 け た 職場環境の整備

雇用した従業員を農業担い手として育成していくには， 継続して雇用し就労されていか

なければならない。そして，雇用の継続を図るには雇用者側の従業員に対する適切な労務管

理と評 価と共に従業員の職場に対する評 価 （満足度）が共に確保される必要がある。 つま

り， 雇用者側は従業員への遥切な労務管理と適正な職務評 価， そして従架員は雇用者の期

待に応える業務遂行能力が求められる。そこで労務管理の実施状況と従業員の職場満足度

について， 聞き取り調査を行った。その結果、 労務管理に対する組合の自己評 価では， 労

働条件 ・ 就業規則等の法定事項は遥正に実施しているものの， 労働時間 ・ 休暇 ・ 賃金等に

おいては， 改善する必要があることが明らかになった （表 2 -7)。

一方，従業員の職場に対する評 価について， 全従業員への聞き取り調査を行った結果，職

場環境 ・ 職務内容 ・ 勤務条件 （給料）については、 満足度が高い反面， 勤務条件の休日 ・

休暇設定について不満があるとの評 価結果であった（図 2 -1)。
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表2 -7

区

営農組合 の 労務管理評価

分 1 労 働 条 件 を 書 面
で 示 し て い る

安全衛生教育 を 時 間 外賃 金 の 支 年 次 有 給休 暇 を 与実— 施 し て い る で 払 い え て い るホ し て い る
自 己 評 価 I ゜ ゜ △ △ 

． 雇 用 契約 ・ 作 業 の 危 険性 ・ 一 定 の 期 日 ・ 所 定 の 有給休暇摘 要 I ・ 仕 事 内 容 ・ 作業 手順 ・ 指 定 口 座 ・ 代休措置・ 休 暇 ， 賃 金 等 ・ 応 急 措 置 等 ・ 割 増 賃 金

区 分 1 解雇 予 告 を し て 法 定 の 書類 が 整 就 業 規則 を 備 え 労働保 険 ， 社会保
い る 備 さ れ て い る て い る 険 に 加 入 し て い る

自 己 評 価 I ゜ ゜ ゜ ゜

資 料 ；

・ 事 前 通 告 ・ 賃金 台 帳 ・ 就 業 規則 を 備 ・ 所 定 の 労働保
要 I ・ 賃金 支 払 い ・ 出 勤 簿 え て ， 届 け 出 て 険 ， 健康保 険 ， 年

・ 健康診 断票 い る
組合 か ら 聞 き 取 り に よ り 作成

（ 人 数 ）
1 0  

t l 1 :：不
://

満
: 

や
'. .  ．
や

. .  , . .. .  '． , ' . .  ． . .  , . .. .  '． , ' . .  ．
不
. .  , . .. .  '． , ' . .  ． . .  , . .. .  '． , ' . .  ．

満
. .  , . .. .  '． , ' . .  ． . .  , . .. .  '． , , . .. .  

や
'. .  ． , '． , . .. .  ' . .  ． , '． , . .. .  

や
'. .  ． , '． , . .. .  ' . .  ． , '． , . .. .  が

'. .  ．,'．, . .. .  ' . .  ． , '．
満
, . .. .  ' . .  ． , '． , . .. .  ' . .  ．,' ． 

普 通

ま あ 逆星� I

口
I I  

普 通

� �  

ま あ 満 足

満 足

勤 務 四 容 勤 務 条 件 勤 務 条 件
（ 仕 事 ） （ 給 料 ） （ 休 暇 ）

図2-1 従業員 の職場 に 対す る 評価

金 に 加 入 し て い る

-
や:-:- : - : -や

:-:- : -:-
不
:-: - : -:-満

:-:-:-:： ロ:-:-: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : 
ま あ 満 足

普 通

□翌足

満 足 I し二芭足

職場環境 職場評価
（ 仲 間 ） （ 総 合 ）

注 従 業 員 に 対す る 個 別 面接 聞 取 り 調 査 ( 5 段 隋評 価 ） よ り

職場環境 の 改 善 に努 め る 方針 に つ い て は ， 労使双方が認 め て い る 反 面 ， 勤務条件 の 「 勤

務 時 間 と 休暇」 に つ い て は ， 従業員 の 半数近 く が 「やや不満」 を 持 っ て い る と の 回 答 で あ

る 。 " 農 メ ン ズ” に よ る 仲 間 意識等 の 人 間 関係 に は満足 し て い る 一 方， 不規則 な勤務時間

や休 日 設定そ し て 時間外勤務への 割増賃金等 の 支給要望 な ど に つ い て は 、 組合側 も 「要改

善事項」 と 認 め る 結果 と ほ ぼ一致 し て い る 。
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こうした職場環境の要改善点を踏まえながら， 組合では、 雇用従業員に対する評 価と明

確な育成方向を示している。従業員個々の業務成績や技能ス キル ・ 性格と感性等まで幅広

く評 価し， それらを総合して将来の方向を定めようとしている （表2 -8)。

従業員を早期に農業担い手へとの育成を図りたい営農組合では， 従業員の職場に対する

満足感 （満足度）に配慮しながら， 従業員に対する評 価や育成方向を明確にしながら対応

したことが伺える。

表2 -8

従業員
雇 用 従業員の評価 と 育成方 向

評価 と 期 待 育成方 向 摘 要

A 年長 者 と し て ま と め 役 性格に応 じ た 職責に期待 大型特殊免 許 取 得
B 次 期 幹 部候補 と して 期 待 経営管理力の 向 上 アク ｀ リ t バ／ ネス講座
c 行 動 力 、 高 い 能 力 現場 と 作 業管理 の 中 心 人 材 大型特殊免許取得
D 健康管理， 無理の な い業務 補 助 作 柴 者
E 最年長者 と し て 職 員 相 談役 柔 軟 な 就業勤務
F 庶 務 全般 の 中 心 的 職員 事務職員 と し て 継続要請
G 最 年 少 者、 早期の正職員 総合 的 なス キ ル ア ッ プ 免 許 取 得
日 やや期 待に応え て な い
l 女性年少 者， 早期 の 正職 員
J 経理事務に不 可 欠 な 職 員
k 法 人 運営に 不 可 欠 な 人材

意 向 に 沿っ た 雇 用 継続
加 工 部 門 のス キ ル ア ッ プ
経理事跨 のス キ ル ア ッ プ
可 能 な 限 り の 継続要請

資料 ； 組合役 員 に 対 す る 聞 き 取 り調 査 に よ る

第 4 節 集落営農の 経 営多 角 化の 課題

1 . 経営 多 角 化の背景

経理 · 労務研修

東北地方の水田地帯では， 経営安定対策への対応として， 施策対応型の集落営農 （枝番

方式の一元経理を行う任意組合）が数多く設立された。その大半は， 当初から米や大豆 ・

麦等の土地利用型作物を韮幹作物としているが， 近年においても複合化はほとんど進んで

いない傾向にある （表 2-9)。

そのためこうした集落営農では，近年の米 価下落や 2 018年からの米の生産調整廃止によ

る米政策の見直しの影聾をより強く受けるものと考えられる。

また， 多くの集落営農では担い手の高齢化と後継者不足という間題に直面しており，外部

から従業員を雇用して担い手の確保を図ろうとする動きが東北地域でもみられ始めている。
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表2-9 集落営農嶺I I.絨の作 目 桔成 と 農業生1;/;以外の取 り 糸llみ状況 単位 ， ％
耕種作の み 耕種作 ＋ 他作 目 農染生産以外 の事菜への 取 り 組み

区分 年次
稲 の み 稲 ・ 麦 ・計

大豆
消費者等

計 稲 ＋ 他作 稲麦大豆 そ の他 取組み 農産物の への直接 農家 レス 都市住民 そt の他目 ＋他作 目 あ り 加上 販売 ト ラ ン と の 交流

全団
1010  6 1 .  4 12 .  I 49. :J :J6. 6 10 7 25 .  9 0. 9 27 .  5 5. 6 包1 8 0. 9 4. 7 :1. 5 
1 0 1 5  58 .  9 18 .  7 40. 2 :J5. 4 認 6 22 .  8 5. 2 25 .  8 5. 0 訟 4 0. 7 :i. 5 0. 6 

法人
1010  4 1 .  8 9. 7 32 .  1 57.  1 14 I 43 0 1 1 50. 5 13 .  3 43 5 2. 0 9. 9 3. 7 
1 0 1 5  4 2 .  5 13 .  5 29 .  0 56. 1 17 3 38 8 1 1 43. 1 10 .  7 38 4 I. 8 5. 8 0. 7 

任意釦織
1010  68 .  9 13 .  0 55 .  9 28. 6 9. 4 19 2 0 8 18. 9 2. 8 13 7 0. 4 2. 7 3. 5 
1 0 1 5  66 9 21 2 45 7 25 6 10 .  4 15 2 7 2 17 5 2 3 14.  7 0 2 2 4 0 6 

東北
1010  50 0 1 1  2 38 8 48 5 18. 9 29 6 1 3 18 0 4 1 12 .  2 0 5 I 3 3 2 
1 0 1 5  51  3 18 4 32 9 39 3 16 .  7 22 6 9 5 15 8 3 6 12 .  9 0 8 2 5 0 2 

資料 股林水産省 「集落営股実態調査報告書」

周年で従業員を雇用するためには， 法人化による就業条件の整備に加えて年間を通じた

仕事の創出が必要となり， 耕種作主体の経営から新たな作物を導入し経営多角化へ戦略転

換が求められることになる JO) 。このように， 現在士地利用型の集落営農の持続的な成長・

発展においては， 経営多角化と雇用導入が重要な課題となっているといえる。

しかし経多角化においては， 新たな設備投資や屑用労務費等の支出負担増を伴う場合が

多く， 米 価下落のもとでは， 法人経営を圧迫する要因となることが懸念される。また， 屑

用導入においては， 賃金や社会保障の負担増に加え， 労務管理等経営管理上の新たな対応

も必要となると考えられる 1 1 ) 。そこで， 複合農業地域である山形県内陸地方において経営

多角化を図る集落営農法人を対象に，米 価下落下における経営多角化と雇用導入の意義と

課題を明らかにする。

2 分析方法 と 対象法人の概要

調査対象は， 水田・果樹複合地域の山形県村山地方の 北西部に位置する河 北町とし， 多

角化と雇用導入を図る集落営農組織のY農事組

合法人 （以下「 Y法人」という）と， ほぼ同時

期に法人化しながら耕種部門 中 心で複合化と雇

用導入を行なっていない N農事組合法人 （以下

「 N 法人」 という）を選定し， 法人化後の経営

展開と財務状態の変化について比較分析を行っ

た。 Y法人が位置する地区は， 大字 7 集落から

なり， 農家戸数 92戸， 農地面積81. 3ha米と果

樹・野菜を栽培する典型的な園芸複合経営地域

である （図 2 -2 ) 。
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2007 年2月 に組合員 91 名 の参加により， 米と大豆の一元経理による69 .8haを行うY営

農組合を設立し，2013 年 3 月 に農事組合法人として法人化した （表2 -10) 。

表2- 10 対象法人の概要

区 分 Y 法人

地域類型 平地農村地域

法人化年次 2013年3月

前身組織 特定農業 団 体に準ず る 組織
(2007年2月 ） 組合員 数 9 1名

農地集積 利用 権 (39. 0ha 地権者 67名 ）
経営面積 35. 3ha 

経営 規模 水稲 (3 1 . 9ha) 
作 目 等 枝豆 ( 3 . Oha) 

野 菜 ・ 花き類 (0. 4ha) 

雇用従業員 常時2名 （女性）
臨 時雇用 50人 日

． 賛 同 者による 法人化
法人の 特徴 ・ 米作から 園 芸作導入

． 雇用による 周 年就労

N 法人

平地農村地域

2013年3月

特定農業 団 体に準ず る 組織
(2006年 12月 ） 組合員 数 220名

利用 権 (69. 3ha 地権者 126名 ）
経営面積 69.  7ha 

水稲 (52 . 5ha) 
大豆 ( 1 1 . 2ha) 
枝豆 ( 5 . 2ha) , 他 (0. 8ha) 

． 賛 同 者による 法人化
・ 枝番方式の 個別管理
・ 米、 大豆主体

資料 法人設 空趣意 書 および 聞き取り調 森 による

一方， N法人は同町の西部平坦地域に位置する． 組合員 220戸による米と大豆の一元経

理組織として2006 年 12 月 に N営農組合が設立され，2013 年3 月 に法人化した。 両法人は

いずれも加入する J Aが出資した J A出資型農業法人である 1 2) 。法人の構成員は， Y法人

が17 名 ， N法人は21 名 である。構成員の年齢構成は， 表2 -11 に示すとおり両法人とも大

半が60 歳代以上で後継者がほとんどいない状況にある。

受託により規模拡大を図ってきた 中核層の専業的経営の組合員は， 後継者がおらず経営

継続に不安を抱えていた。

そのため受託隈地を含めた地 区内の水田を法人に利用集積し， 米と 大豆等で 経 営 する組

合法人と する 合意形成がなされた ことは， 両法人と もに共通している （表 2- 1 2, 2- 1 3 ) 
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表2-1 1 対象法人 の構成員お よ び経営規模
区 分 Y 法人 N 法人

年齢 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代～ 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代～

構成員 人数 1名 6名 10名 2名 1 5名 4名

後継者 な し l 戸 ( 1名 ）

設立時
経営面積 33. 4ha 経営面積 65. 9ha 

水稲 (32 . Sha) 水稲 (52 . 7ha) 
(20 1 3) 大豆 ( 0. 6ha) 大豆 (7 . Sha) , 枝豆 (5 . 4ha) 

経営規模 経営面積 35. 3ha 経営面積 69. 7ha 
作 目 等

現 在
水稲 (3 1 . 9ha) 水稲 (52 . 5ha) 
枝豆 ( 3. Oha) 大豆 ( 1 1 . 2ha)

(20 1 5) 了スパ ラが ス (0 .  4ha) 枝豆 ( 5 . 2ha) , 他 (0 . Sha) 
レタス等 (800 rr:lり ， 葉 ぼた ん (500m') 

資 料 法人総会資料お よ び 聞 き 取 り 調査 に よ る

表2- 1 2 Y 法人の構成員 単位 ： 面積 ( a )

構成員 年 齢 経 常 作 目 経 営 規模 う ち 園 芸 部 門 法人参加 の 動機
WM 67  水 稲 ， オ ウ ト ウ ， 桃 457  20  後 継 者 な し
SK 65 水 稲 ， アスハ うが ス ， 枝 豆 622  20  規 模 限 界 ・ 後 継 者 な し
WE 80  水 稲 1 0 2  高 齢 化
HH 46 水 稲 ， 花 き 240 20  労 力 不 足
WM 67  水 稲 ， オ ウ ト ウ ， 枝 豆 70  1 0  後 継者 な し
WE 7 5  水 稲 72  後 継者 な し
OK 72  水 稲 87  後 継者 な し
YM 66 水稲 60 
KS  60 水 稲 ， イ チ ゴ ， オ ウ ト ウ 287  20  労 力 不 足
SH 72 水 稲 ， オ ウ ト ウ 145  20  後 継 者 な し
NH 72  水 稲 ， 枝 豆 ， オ ウ ト ウ 7 5  4 5  後 継 者 な し
WY 74  水 稲 十 野菜 1 58 30  後 継者 な し
HE 70  水 稲 ， 枝 豆 ， オ ウ ト ウ 5 7  3 0  後 継 者 な し
AM 80  水 稲 ， オ ウ ト ウ 194  5 高齢化
KK 7 3 水 稲 ， オ ウ ト ウ ， アスハ うが ス 226  20  経 営 委 譲
ST 70  水 稲 ， オ ウ ト ウ 243 10  経 営 委 譲
S I  6 6  水 稲 ， オ ウ ト ウ ， 枝 豆 477  50 後 継 者 な し

資料 法人化 ( 2 0 1 3 ) 時 の 個 別 経 営 規模 で あ る
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表2-1 3 N 法人の 構成員 単位 ： 面積 ( a )

構成員 年齢 経 貨 作目 経営規模 後継者
WM 66 水稲， オ ウト ウ 48. 0 佃‘‘ 
HM 69 水 稲， 大 豆， 了スパ うが ス 994. 6 皿’‘‘ 
SM 62 水稲， アスパ ラが ス， 枝豆 788. 7 有
SY 59 水稲， 枝 豆 140. 3 皿‘‘ 
WT 69 水稲， 枝 豆 97. 5 佃‘‘ 
MY 72 水稲， 枝 豆 106. 2 皿‘‘ 
WY 73 水稲， オ ウト ウ ， 枝 豆 177. 4 佃‘‘ 
MH 66 水稲， オ ウト ウ ， 枝 豆 93. 3 皿‘‘ 
KS 62 水稲， オ ウト ウ ， 枝 豆 66. 6 佃‘‘ 
SK 67 水 稲， オ ウト ウ， 大豆 1, 307 .  2 皿‘‘ 
SM 64 水稲， オ ウト ウ 86. 3 佃‘‘ 
ST 73 水稲， 枝 豆 30. 6 皿‘‘ 
SH 68 水稲， 枝 豆 115. 1 佃‘‘ 

SKY 68 水稲， 枝 豆 64. 6 無ヽヽ
ss 69 水稲， 枝 豆 75. 7 未 定

SMI 73 水稲， 枝 豆 63. 9 佃ヽヽ
KM 60 水稲， オ ウト ウ ， 枝 豆 504. 0 無ヽ
KS 63 水 稲 56.4 無ヽヽ
KM 61 水稲， 枝 豆 149. 9 未 定
NK 67 水稲， 大 豆 862. 2 皿‘‘ 
KT 65 水稲， 大 豆 1,012 . 5 皿‘‘ 

資料 法人化 (2013) 時の個 別 経営規模である

3 . 集落営農法人の経営 多 角 化 と 従 業 員雇用

Y法人は， 「米単作では， 収益性と魅力ある農業とはなり得ない」との執行役員の経営

方針のもと， 法人化2年目となる2014 年から枝豆， アス パラガス， 施設野菜、 花き等の園

芸作物を法人経営に取り入れることとした。その実現のために， 県の補助金を活用した園

芸振興プ ロ ジ ェ ク トを立ち上げた。 プ ロ ジ ェ ク トの目標は， 園 芸振興事業による新たな産

出額と雇用創出である （表2 -14)。

そこで， これらの新規部門に従事する労働力については、 構成員の出役ではなく、 外部

からの新たな人材を雇用というかたちで確保することとした。これは， ①構成員の高齢化

に加え， 個人経営として園芸部門を抱える状況下で は 現在でも困難になりつつある作業

従事の新たな出役は不可能であり， また ②外部から新たな人材を導入確保して法人の次

代の担い手として育成していく必要があると判断したためである。

このため， 雇用導入については， 事業開始1年目に1 名， 2年 日 に1 名 と， これまで常

時雇用従業員2名 を採用した。雇用従業員は， 女性で30 歳代および20 歳代の隣接市町に

居住の新規参入者である。 求人に際した雇用条件は給与月 額 16 万円および年金・社会保険
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と 規定の年次有給休暇 を付与 し て い る 。 ま た ， 雇用賃金に対 し 県 と 国 か ら 人材育成事業 に

よ る 助成金 1 3) の 交付 を 受 け た。

表2- 1 4 Y 法人 の経営多角 化事業計画

事業化 に よ る 産 出額 23, 030千 円

振興作物
暦用創 出 （人 日 ）

園 芸作物 （露地野菜 十 ハ ウ ス 野菜 十 花 き ）
1 , 250人 ・ 日

年次計画 計画 (20 1 3) 1年 目 (20 14) 2年 目 (20 1 5) 目 標 (20 1 8)
産 出額 （千 円 ） 2 , 628  2 , 585 10 , 3 1 0  23 , 030 

露地野菜 枝 仁‘ ’  個別 2, 628 1 , 735  1 , 980 2 , 200 
ア ス パ ラ ガ ス 4, 500 
ね ぎ 6, 000 
軟弱葉物 50 50 
促成ア ス パ ラ ガ ス 1 , 000 2 , 000 

施設野菜 葉 ボ タ ン （花 き ） 800 800 800 
レ タ ス （水耕） 6 , 480 6 , 480 
い ち ご （水耕） 1 , 000 

園 芸 作物栽培面積 ( rrlり 個別 6, 220 8 , 320 10 , 285 3 1 , 880 
新た な雇用 （人 ・ 日 ） 250 500 1 , 250 

資料 Y 法人 の 「創意工夫プ ロ ジ ェ ク ト 事業計画」 よ り 抜粋作成

ま た 多角 化 に つ い て の投資額は， 助成事業 を活用 し て 総額 8, 1 00 万 円 と な り 4 , 000 万

円 超 の長期借入金 の資金融資 を 受 け た。 主 な 事 業 内 容 は ， 機械施設 の導入整備 （ 園 芸ハ ウ

ス ， 出荷調製機械， 集 出荷施設等） （表 2 - 1 5) で あ る 。 加 え て 水位制御可能 な 畑 地へ の基盤

再整備事業 に よ る 助成 を 受 け て い る 。

表2- 1 5 経営多角 化 に 向 け た機械施設導入 単位 金額 （ 千 円 ）

機械 ・ 施設名 能 カ ・ 規模 数 量 導入年 事 業 費 助 成 率 自 主財源 助 成 事 業 等
パ イ プハ ウ ス 水 稲 育 苗 用 4 棟 2 0 1 4  6 , 804 1 /3 1 , 944 国 庫補助 事 業
水 稲 用 播種機 プ ラ ン ト l 式 2 0 1 4  1 , 386 1 /3 990  同 上
水 稲 用 直揺機 条揺 1 台 2 0 1 5  3 , 599  1/2  1 , 296  補助 リ ー ス 事 業
枝豆用 収穫 ・ 出 荷機 収 穫 、 選別 1 式 2 0 1 5  4 , 600 1/2 2 , 300  県 ・ 町補助 事業
水耕栽培 プ ラ ン ト 100坪 ・ ベ ン チ 1棟 2 0 1 5  8 , 586  4/ 1 0  5 ,  1 42  同 上
集 出 荷施設 軽 量鉄骨 2棟 2 0 1 5  47 , 300  1 /3 28 , 3 1 9  県 単独 事 業
い ち ごパ イ プハ ウ ス 1 00坪 1棟 2 0 1 5  3 , 726  1 /2 1 , 863  県 ・ 町補助 事業
自 脱 コ ン バ イ ン 5 条刈 り 1 台 2 0 1 5  5 , 200  1/2  2 , 600 補助 リ ー ス 事 業
資 料 訓掲 同 事 業 よ り
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一方 N 法人でも， 収益向上に向けた経営多角化等は検討されたものの， 労働力が不足し

ている上に， 個別複合部門との作業競合が発生する可能性があり， また， 米 価が低迷する

中， 新たな雇用導入や多角化に要する設備投資などの負担増は避けるべきと判断された。

その結果 N 法人は， 法人化後も耕種作 （米・大豆）による経営を継続する方向が選択さ

れることとなった （表2 -16)。

表2-16 N 法人構成員の経営概要

構成員 年 齢

代表理事 67歳

副 代 表 理事 69歳

副 代 表 理事 65歳

理事 ・ 監事 ( 7名 ） 平均 63 . 0歳

一般組合員 ( 11名 ） 平均 68 . 5歳

労働力
（後継者）

2 ( -) 
2 ( -) 

2 ( -) 

( 1名 ）

（ ） 

経 営 主 な 作 目 構成 （面積 ）規 模
9 10 米 ( 630 ) , 大 豆 ( 240)
990 米 ( 770 ) , 大 豆 ( 180) , 枝 豆 (40)

1 060 米 ( 760 ) , 大 豆 ( 2 10) , オ ウ ト ウ ( 60 )＇ ア ス パ ラ ガ ス ( 30 )
440 米 ， 枝 豆 ， オ ウ ト ウ ， 大 豆

90 米 ＋ 枝 豆

全構成員 ( 2 1名 ） 平均 66. 4歳 3 2 5  
資 料 法人役員及 び構成員 か ら の 聞 き 取 り 調 査
注 1 経営規模、 作 目 構成 は 法人化前年度の面積、 構成 で あ る
注2 経 営 規模単位 （了ール）

4 .  経営 多 角 化 に よ る 経営 収支 お よ び財務 の 変 化

Y 法人の収支決算書から収益性と財務状況の変化を計画年 (2013) と実施後 (2015) ま

での推移を分析した。その結果， 計画年と実施 l 年 日 (2014) の比較では， 収入金額で米

価下落による売上高が 12 ポイントの減少となり， 総収入金額でも4 ポイントに減少した。

一方， 支出金額においては， 物財費で 8 ポイントの増加と雇用や設備投資に伴う営業外

費用として給料手 当， 諸材料費， および諸経費等の運営管理費が14 倍に増大した。

その結果， 総収入金額の減少幅が 96%に留まったものの， 総支出金額は増大する結果と

なり経常損失となり， 収益を大幅に下回わり無配当 と落ち込砂こととなった。

しかしながら， 多角化2年目の 2015年は， 米の売上高がさらに 38 ポイントの落ち込み

となったものの， 園芸売上高が 当初の 390%に増大したことから， 経常利益が計上されて，

配 当 ・準備金を2013 年対比で80%確保できるものとなった （図 2 -3, 2 -4)。
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図 2-3 収入金額 の年次比較 ( Y 法人）

姿い ： 各年度 の総会姿叫か ら 作成
注1 そ の他収人 に は ， 「準備金取崩 し」 を含む

■ その他収入

■ 交付金 ・ 補助金

■ 園芸等売上高

■ 米売上高

汁2 口 内 の数字は， 2013 と の対比割合 （％） で t,, る （以下， I司 じ）
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図2-4 支出金額の年次比較 ( Y 法人）

資料 ： 前掲同

それに対して経営多角化を志向しなかった N 法人では， 前年対比の収支状況は， 米 価下

落による売上高および交付金の大幅減額 （前年比 ー11% · -13%) となった。

その結果， 積立金および利益配当 は大幅に減額 （積空金 〇， 配当金 ー20%) し， 収益は悪

化することとなった （図 2 -5, 2 -6)。
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図 2-5 収入令額の年次比較 ( N 法人）

資料 前掲同

■ 交付金 ・ 補助金

■ 園芸等売上高

■ 米売上高

40,000 

20,000 

2013  2014 2015 

図 2-6 文 出 金額の年次比較 ( N 法人）

資料 ： 前掲 同

■ 積立金

■ 運営管理費

両法人とも，2013 年の法人化時において農地集積に伴う「規模拡大交付金」を受け， ほ

ぼ全額 「経営基盤強化準備金」 として内部留保している。 借受農地の地代水準は， ともに

河 北町の標準賃借料 (14,000円/ l Oa) となっており， すべての水田農地を10年間の賃貸借

契約を結んでいる。2014 年度決算においては， 両法人とも利益を計上できなかったことか

ら， いずれも準備金の積立は行われていない。

以上のように， N 法人においては， 米 価下落および交付金の減額は， 収益低下に大きな

影響を与えたものといえる。

また，2013年対比の資本利益率の推移では，Y法人が2015年から上昇が予定される一方，
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N法人では， 利益率が急激に低下するものとみられた。

次に， 期末貸借対照表から， とくに安全性の変化について， 固定比率と長期固定適合率

の指標 14) により比軟分析を行った。

Y法人の 2 014 年財務状況は， 2 013 年に比較し機械施設等の取得により固定資産が2倍

以上に増加した。これに伴い自己財源として準備金の取崩し ( - 54%) と借入金に依存し

たことから， 長期借入金が増加して固定比率が大幅に上昇するとともに長期固定適合率が

高くなって、 経営安全性は低下するものとなった （図 2-7, 2-8)。

千 円

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

姿産 (20 13 ) 妄産 (2014) 位債 ・ 面本 位債 · 畜本
(2013)  (20H) 

図2-7 Y 法人 の財務状況 の 変 化
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資 産 ( 2013) 資 産 ( 2014) 負偵 ・ 資本 負偵 ・ 資本
(2013) ( 2014) 

図2-8 N 法 人 の 財務状況の変化

表2- 1 7 収益性お よ び安全性分析
Y 法 人 N 法 人

ノ刀＼ 

20 13 20 14 20 1 5  20 13 20 14 20 1 5  

資 本利 益 率 1 14 . 4 % 0 .0 %  139 .  0 %  39 5 .  7% 43 . 7% 10 . 4 % 

固 定 比 率 34 . 2% 1 1 7 .  0 %  47. 2% 29 . 0 %  

長 期 固 定 適 合 率 33 . 5 %  27 . 6% 4 6 .0 % 2 2 .  2% 
資 料 ： 前 掲 同
注 1 20 15は ， 決 算 見 込 み （補 正 予 算 ） に よ る 。 た だ し ， B / S は 作成 さ れ て い な い 。
注2 資 本 利 益 率 は ， （ 従 事 分 量 配 当 十 利 益 準備金） ／ 自 己 資 本 と し て 算 定 し た 。

一方， N法人の場合は， 準備金等の流動資産が増えた一方， 新たな固定資産の取得を行

わないことから， 固定費および長期固定適合率は低下し， 経営安全性については， Y法人

よりも保たれている結果となった （表 2-17)。
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第 5 節 小活

1 . 担 い手人材育成方策 と 課題

地域の農業担い手が高齢化し後継者不足が進展しつつ あるなかで， 集落営農において従

業員雇用として後継者の確保を行ったA賞農組合の事例では， 雇用従業員を単に農作業従

事者として仕事内容を指導し労務管理を行っていくこと以上に， 従業員間の 「仲間意識」

や 「 責任感と協力体制」を醸成する方向での従業員自らが高揚を図って行く機運を盛り上

げようと 取り組んでいた。このことが従業員の職場に対する満足感 （満足度）を高め， 失

敗を反省しながら自らが改善して行こうとするモチベー シ ョ ンを高めていると言える 1 5)

こうした法人側の明確な育成方針を持った対応を如何に図っていくかが課題と言える。

次に， A法人が従業員屈用に際し， 「人材育成への支援策 （事業）を活用した」 ことが功

を奏している。法人化まもない 2 年間に 9 名 もの新規の従業員を雇用できたのは， 国と県

からの雇用従業員への給与等への助成が あったからで あり， こうした強い後押しが今後と

も継続されることが課題となろう。

更に， 雇用従業員の周年就労も課題となる。米などの土地利用型作物により組織された

集落営農では， 冬期間の農作業は， 東北地方など積雪地域ではほぼ皆無となる。集落営農

が従業員の雇用を躊躇する理 由の一 つは、 従業員の周年就労 （とくに冬期間）に ある。 A

法人では， 前身の任意組合において転作作物の大豆・小麦• そば等の栽培を行ってきたこ

とも あって， 法人化を契機にこれらの生産された農産物を味噌やうどん， そば麺などに食

品加丁する取り組みを始めた。収穫作業に 引き続いて加丁と販売業務によって周年就 労が

可能となっており，こうした " 6 次産業化をス ム ー ズに取り入れること” が必要となった。

加工品が組合員家族や地 区住民への地元産食材供給として定着していることから， こう

した取り組みは， 人材育成の課題というよりも， 雇用従業員 （とくに若い後継者候補）が

地域への貢献を感じえる職場として， 定着への強いインセンテ ィ プとなっている。

このように， 雇用従柴員を次代の担い手として人材育成する課題について， 集落営農法

人が果たす役割がますます大きくなっていくものと推察される。そのためには「法人が従

業員にとって働く職場として十分に満足感を持てる環境整備」 と「担い手人材に育成して

いく過程」 が直要となる 16) 。法人経営の複合化・経営多角化は必須の要件で あり、 新たな

部門導入や付加 価値化を取り入れた法人経営発展ス テ ー ジにおいて， どのように担い手を

確保し育成していくのか， 方針や方策を明確にしていく必要が ある． 調査対象としたA集

落営農法人の取り組みを踏まえれば， 任意組合から法人化 当初、 さらに短・ 中 期経営計画
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そして長期的視点にたった経営発展計画において， ‘‘担い手人材育成” を重要な取り組み事

項と位置付けていくことが必要とみられる （表2 -18)。

表2-18 集落営農の発展過程 における担い手人材の位置付け
（発展過程）

集落営農 集落営農 法 人
法 人経営

（経営要素） （任意組織） （ 法 人化） 短 ・ 中 期 経 営 長 期 経 営
( 2 ~ 5 年） (5 年 ～ ）

労 務 オペ レ ー タ ・ 出役 而 用 従 業 （職） 員 従 業 （職） 員
労働力

人 材 組合員 研修者 育成者 後継者

士地 農 地 共 同 販 売 経理 利 用 権設 定 集積利 用 集積利 用（ 面 的集積）
作 物 士地利 用 型 作物 士 地利 用 型 十 a 周 年作物 （ 園 芸 ） 周 年作物 （ 園 芸 ）

生産
商 品 化 共 同 出 荷 （ 直 売 ・ 直販） 加 工 ・ 付加価値化 多角 化 (6 次化）

地域貢献等 食材提供 地産地消 食材デ リ バ リ ー
体験農 園 市 民 農 園

注 A 営農組合 の 人材育成事例 を 踏 ま え て ， 整理 し た

集落営農の法人化は， 「施策の受け皿」から 「隈地と農薬の受け皿」として期待されてい

る。とくに， 高齢化と後継者不足が次第に顕著になりつつある 中で， 地域の農業担い手と

しての役割に期待が寄せられてきている。こうした期待される集落営農においても次期役

員の確保が課題となっており， 法人化するのを契機に， 従業員雇用として採用した雇用従

業員を将来の組織役員に育成すべく人材育成に取り組む事例を調査分析した。そこでは，

採用した従業員を有能な農作業従事者として教育するだけでなく， 従業員自らが意識して

栽培技術などを学びとることや地 区民や仲間と協力なしでは農作業が進まないことを実感

させながら， モチベー シ ョ ンを高める工夫として「 グルー プ化を図り， リー ダ ーを 中 心と

した自主的取り組みを承認する」 方法等の人材育成手法が有効に機能していると捉える こ

とができた。 一方で， 集落営農法人が農業の経営体であるがゆえの就業時間の不規則性や

休暇取得，割増賃金の十分な対応等において、 就業環境を整える必要があることが判明さ

れた。法人化を契機に新たな作物の導入や経営の多角化を図って行くことは、 法人経営発

展において不可欠であり， そのことにより作菓や職務が多様化し増えつつある勤務時間に

対する報酬等の支給も十分考慮していく必要がある。何よりも雇用従業員各々の意向を的

確に把握し， 職業人として キ ャリア アッ プに繋がる教育訓練ができる職場としていくこと

が望まれる農業担い手人材の育成にとっては， 必要不可欠であろう。
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2 集落営農の経営 多 角 化の意義 と 課題

米価下落によ り収益低下が予想される な かで， 新た な収益作 物を導入する こと で収益

を確保しよ うと 積極的 な 事業展開方 針を策 定した Y法人 は， 導入作 物を これま で個別経

営として い た 園芸作 物を選定して ， 枝豆や他の 野菜類を取 り 入れた 。

この こと で， 高齢化 ・ 労働力不足の た めに 個別経営 で は、 継続が危ぶ まれる 事態と な

っ て 来つつ ある 中 で 、 集落常農法人として経常 部 門に 取 り 込む こと で継承 され得ると い

う こと で あ り ， 法人が経営多角化をはかる ことによ り ， 地域として複合 部 門の継承が可

能と なる ことに は大 き な意 義が あ っ た 。

加えて 、 高齢化した法人 構成員に 新た な従業員が加 わる こと で， 従 来の 耕種作による

コ スト低減を図 っ て い く だけの経営 か ら ， これま で培 われて き た 個人の栽培 ノ ウ ハ ウを

その ま ま法人の ものとして継承して いける ことが可能と な り “技術 力 " と い っ た 資源を

活かす新た な展開 （ シナ ジー ） で も あ っ た 。

それに対して ， N法人が経常多角化を志向しないの は， 法人経常 は耕種作 （米と 大豆）

として 園芸作 物等 は個別部 門と する方 針をと っ た た め で あ っ た 。 新た な投資や雇用 導入

を行 わ な か っ た た めに ， 確かに 財務の 安全性 は保 たれて い たが， 米価下 落による収益性

悪化 は顕著と な っ た 。 この こと か ら ， 法人経常の 長期的 な発展を 目指す上で は， で き る

だけ早い 段階で Y法人と 同様に人材確保と 連動した経営多角化に 取 り組む必要が ある

もの 考え られる 。

以上よ り ， 集落賞農が法人化に 際して 取 り組恥経営多角化 は， 米価下落を背景とした

単に収益確保 だけで はな く ， 組織経営 体としての “担い手確保 ” に向けた従業員雇用 時

の 周年就労や安定雇用にお い て 重要な 取 り組み で あると い える 。 一方 で， それに 伴 う 新

た な設備投資や労務管理と要員計画等への対応を要する こと か ら ， 各種の 支 援措置や制

度の 活用と その 充実が求め られる 。

これま で枝番管理方 式として 政策対応的 な 取 り 組みに 留 ま っ て い た集落営農にお い

て も ， 担い手不足等を背景にして ， 耕種作の み な ら ず これま で個別経営 郎 門として い た

園 芸作 物を集落賞農法人として ， その経裳に 取 り 込砂方向 で経営多角化を図る動 きがみ

られて き た 。 こ うした動 き は， 後継者不足に 悩砂担い手経営にと っ て ， 次代への経営継

承に 繋がる ものとして その意 義 は大 き い 。

園 芸複合地域 での経営多角化 は， 構成員の 出役による要員確保 はも はや不可能 で あ り 、

担い手と なる人材確保の 点 か ら も 外部 か らの従業員雇用が必要と な っ て い る 。 その 際，
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経営多角化に要する 新た な設備投資が必要で あ り ， 米価下落に 伴 う収益低下の もと での

新た な投資に 伴 う 資金繰 りに は十分留意 する 必要が ある 。

注

1 ) 農林水産政策研究所 (20 10 ) は 「組織で経理 を行 う 中 で個別 の 営農 ス タ イ ルが継続 さ れて

い る も の で， 経営 内容 の膠着状態 が継続 さ れ る 心配が あ る 」 こ と を指摘 し て い る 。

2 ) 「 多様な 経営展 開 が さ れ て い る 複合農業地域 に お い て は， 組織経営体 と し て の集落営農組

織お よ びそ の 法人化， 裔 い収益性の個別経営 を 上 回 る 成果 が 求 め ら れハ ー ドルは裔 い が ，

個別経営 が 抱 え る 次代 の経営継承 と い っ た 大 き な課題解決 に 向 け て ． 個別 の 限界 を組織 に

よ っ て 克 服 し よ う と す る 新 た な サ バ イ バ ル ビ ジ ョ ン の 上 に 展 開 さ れ よ う と し て い る 」

[20] 鈴木 (20 14) を参照。

3 ) 経営所得安定対策 の対象 と な る 集落営農 は 、 「 5 年以 内 の 法人化」 が 要件 で あ っ た。

「経営所得安定対策実施要綱」 (2007) を参照。 「集落営農実態調査」 農林水産省 (20 1 5 . 2 .  1 ) 

で は 、 全国 の集落営農 14, 852 の う ち 3, 622 (24 . 4% ) が法人化 し増加 し て い る 。

4) 稲作単作地域 に お け る 土地利 用 型作物 を 中 心 に仕組 ま れ た集落営農や 中 山 間 地域 に お け

る “ 守 る ” 集落営農 と は 目 的や仕組みが 異 な っ て い る 。

5) 倉岡 • 井上 (20 13 ) は 「屑用 従業員 に お い て 労務管理 と 職場満足 が長期継続屑用 に お い て

重 要 で あ る 」 と し た。

6) A農事組合法人 に お け る 大豆 ・ 小麦 ・ そ ば 2 年 3 作輪作栽培方式の詳細 に つ い て は ， 鈴

木 (20 1 3 ) を参照。

7) 農の厘用事業 ： 農業法人等が就業希望者 を新た に屑用 し て 、 生産技術や経営 ノ ウ ハ ウ 等

を 習得 さ せ る 研修 を 実施す る 場合 に 、 研修経費の 一 部 を助成す る 事業 ． 担い手人材育成事

業 ： 同様 の 山形県単独事業。

8) 久保 (20 13 ) 「集落営農法人 の屑用 従事者 の後継者育成 に つ い て ， 就業経緯や方法等 を整

理 し て ， 法人代表者へ の キ ャ リ ア パ ス が必要 で あ る 」 こ と を指摘 し た 。 詳細 は ， [ 1 3 ] を参

照

9) 久保 (20 1 3 ) [ 1 3 ] に お い て は ， 「 （従業員 の ） 能力 だ け で な く 法人就粟 に対す る 考 え 方や問

題意識 の 持 ち 方 が影響す る 」 と し 「 法人 と し て の 特性の 解 明 」 の必要性 を指摘。

1 0) 裔橋 [26] は ， 集落営農 の経営戦略 を 「大規模な生産 ・ 販売 の 単位 を急速 に形成 し競争優

位 を 図 っ て行 く 方 向 “農地ベ ー ス の 戦略” と 地域資源 を 最大 限 に 活用 で き る “ 多角 化戦略”
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を進 め ， 他 に模倣す る こ と が 困難な価値 を 生み 出 し競争優位 を確保 し て い く 戦略 と し て い

る 。

1 1 ) 安定的 に新規就農者 を獲得 し ， 就農者 の能力 を発揮 さ せ人材 を 育成 し ， 次世代 の農業経

営 者 を 生 み 出 し て い く こ と が 重要で あ り ， そ の た め の効果的 な 人 的 資源管理 ( H R M)

と 財務 的 な 経営成果 の 因果関係 の解 明 が必要 と し た . H R M に つ い て は木南 [9] を参照 の

こ と 。

1 2 )  Y 法人 · N 法人 と も 加入す る J A か ら ， 総 出 資金 の 40%相 当 の 出資 を 受 け て構成員 と す

る ほ か， 事務局 と し て運営面 で の協力 を得て い る 。

1 3 ) 雇用 従業員 （女性 2 名 ） は ， 「担い 手人材育成事業 （県事業） 」 お よ び 「農の雇用事業 （ 国

事業） 」 か ら 給与 と 研修費 の 一部経費 の助成 を受 け て い る 。 な お 経営計画 に 沿 っ た 事業展

開 が 順調 に進 め ば， 経費助成 が 終了 し た あ と も ， 資金繰 り は十分 に 可能 で あ る 。 両名 と

も に就業継続 を希望 し ， かつ 法人側 も 従業員 の能力 を 高 く 評価 し て お り ， 両名 の雇用 を

継続 し て い く 予定 で あ る 。

14) 固定比率は， 固 定資産／ 自 己 資本で あ ら わ さ れ， 固 定資産 に投資 し た 資金が返済義務 の な

い 自 己資本で どれだ け ま かな われて い る か を 見 る た め の 指標 で あ る 。 ま た長期 固 定適合率

は ， 固 定資産／ （ 固 定負 債 ＋ 自 己 資本） で あ ら わ さ れ， 固 定資産に投資 し た 資金が長期資

金 で どれだ け ま か な われて い る か を 見 る た め の指標 で あ る 。 一般的 に 固 定比率 も 長期適合

比 率 も 100% を超 え な い こ と が 望 ま し い と さ れ る 。

1 5 ) 伊藤 ほ か (20 1 0) [ l ] に お い て ， 「 自 分か ら 行動 を起 こ す主体的 な 人材， 個性の あ る リ ー ダ

ー シ ッ プ， 自 律性 ・ 自 主性 を 持 っ た リ ー ダ ー の 育成 に は ， 承認 に よ る 行動強化 が重要だ」

と し た。

1 6) 伊藤 ほ か (20 1 0) [ 1 3 ] に お い て ， 「 （従業員 の ） 能力 だ け で な く ， 法人就業 に 対す る 考 え

方や間題意識 の 持 ち 方 が 影響す る 」 と し 「法人 と し て の 特性の解明 」 の必要性 を指摘 し た。

17 ) 渡辺 (2009) [ 48 ] に お い て ， 「人材育成 に は ， 4 つ の 生活の 並立 · 充 実 が 不 可欠 (4 L の 充

実） で あ り ， そ の た め に は “ ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス ” に 沿 っ た 人材育成が 求 め ら れて

い る 」 と し た。 W L B の詳細 は ， [48 ] を参 照 の こ と 。
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第 3 章 労働力 不足下の果樹作経営 の 展 開 方 向

第 1節 背景と課題

集落営農は， 稲作等の上地利用型作物の作業共 同化や集団化による省カ ・ 低コスト化お

よび農地の集積などによる土地利用の高度化を図ることを主なねらいとして組織化されて

きた。水田複合地域である南東北の山形県内陸地方でも， 米と大豆 ・ 小麦等は共同販売経

理として集落営農として取り組む一方， 複合作物である果樹や野菜 ・ 花き等は， 一般に個

別経営として行われている場合が大半であった 1 )。稲作等は，技術が平準化しており，比較

的組織化になじみやすい一方， 特に果樹は， 特殊な栽培管理技術を要することや作業労働

カの繁閑の幅が大きく，組織化が容易でないことが大きく影響した 2)。山形県内睦地方の主

要な果樹である「オウトウ」も，その多くが稲作との複合経営として営まれてきたが， 高い

収益性がある一方， 収穫期間が限られ大半が手作業の出荷のために極めて多くの労働投入

を必要とする作物である（表3 -1) 。そのため， こうした収穫出荷作架の労働力を確保する

ために， 稲作部門をできるだけ省力化したいという脹家の意向が強く， 集落営農の設立に

つながった。

表3-1 水 田 作物お よ び薗芸作物の収益性比較 ( 10 a あ た り ） 単位 ； 数呈 (kg) , 金額 （ 円 ） ， 時 間 (hr)

区 分 主食用 米 大豆 小麦 そ ば オ ウ ト ウ り ん ご
収穫量 600 240 320 60 700 3 , 000 
販売量 588 225 305 57 595 2 , 550 
販売価格 2 10 180 150 60 2 , 500 3 10 
販売収入 123, 480 40, 500 45, 750 3 , 420 1, 487 , 500 790, 500 
交付金等 7, 500 8 1, 640 7 1, 860 37 , 370 ゜ ゜
粗収入 130, 980 122 ,  140 117 , 610 40, 790 1, 487 , 500 790, 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

物材費 22, 2 71  14, 757 12 , 7 16 4, 190 154, 392 186, 468 
諸経費 30, 630 18 , 033 15, 762 3 , 650 4 73 ,  167 53 , 400 
流通経費 24, 970 5, 8 12 5, 337 1, 077 203 , 298 222 , 120 
限界利益 53, 109 83 , 538 83 , 795 3 1, 873 656, 643 328 , 512 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

投下労働時間 18. 5 11. 0 8. 7 4. 8 503 . 0 203 . 6 
時 間 当 た り 限界利 22 , 966 60, 755 77 , 053 53 , 122 10, 444 12 , 908 
資料 新農林 水 産 業 元 気 再 生 戦 略 (H2 5 山 形 県） 「農業所得400 万 円 の 営農類型 」 よ り

注 1 「 交付金等」 は、 畑 作物 直 接 支 払 交 付 金 、 水 田 活用 直接支 払 交付 金 、 産 地 交 付 金 等
注 2 「 諸 経 費 」 には、 成 園 費 用 を 含 む

枝豆
450 
405 
500 

202 , 500 
20 , 000 

222 , 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60, 770 
12 , 833 
54, 513 
94, 384 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76. 7 
9 , 844 

しかしながら， 現在高齢化と後継者不足に歯止めがかからず， 稲作部門は省力化されて

も， 個別部門の果樹作は継続維持が困難となる事態が生じ始めている。
一方で， 米等の土地利用型作物を 中 心に設立された集落営農では， 後継者や常時雇用者

を確保するために， 野菜等を新たに導入する動き 3) がみられている。本章では，集落営農法
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人の経営多角化の展開過程において， 野菜作のみならず果樹作を取り込むことの可能性に

ついて， 溝入条件や経営的効果等の分析により明らかにする。

とくに， 山形県の特産果樹であり， 村山地方が主要な産地となっている重要な品目であ

るオウトウについて検討対象とする。

第 2 節 山形県にお け る オ ウ ト ウ 栽培の歴史と 営農展開

オウトウ （バラ科の落葉果樹． 実生「さくらんぼ」）は，1875 年 （ 明 治8 年）に 当時の

内務省勧莱寮が清国に派遣された産業視察員が持ち帰った苗木を全国に配布した際， 山形

県にも 3 本が配布されたものに始まったとされている。 3 年後の1878 年には， 県が山形市

に産業試験場を設置し，導入した果樹の試験栽培を開始して 9 8 木の苗木が植えつけられ

ている。1890年には，山形県産のオウトウが仙 台から東北本線で東京へ出荷されている。

191 2年 （大正1年）から現在の主力品種である 「佐藤錦」が， 東根市の佐藤栄助の手によ

って育種が開始され，昭和3年から苗木が販売されている。

山形県のオウトウ振興に大きく貢献したことの1 つに 「缶詰加工」があげられる. 1937 

年 （昭和1 2年）に，寒河江市で缶詰加工会社が営業を開始したことから，県内各地での栽培

が本格化している。1966年に 同市に設置された県立園芸試験場は，新技術の開発研究の面か

ら，生産振興を後押ししてきた。 オウトウ作の営農と技術に関して，1970年からの米の生産

調整は，水田転作オウトウの栽培面積を急激に増加させる契機となった （表3 -2) 。

表3-2 山形県 に お け る オ ウ ト ウ 栽培面積の推移

区 分 1 990年 1 995 2000 2005 20 10  20 1 5  20 16  

栽培面積 (ha) 1 , 860 2 , 360 2 , 630 3 , 1 50  3 , 180  3 ,  1 40 3 , 090 

収 穫 量 (t ) 1 1 ,  100 1 2 , 600 1 3 , 200 1 5 , 000 
資 料 農林水産省 「耕地及 び作付面積統計」

この結果，2016年現在の栽培面積では全国の65. 2%を， 出荷量においては 75. 7%占める

など全国第1 位の主産地となっている。産出額は， 主力品種の 「佐藤錦」を主体に 2013年

には300億円を突破している。

山形県における市町村別の主な産地は， 東根市 (650ha) を筆頭に天童市 (595ha) , 寒

河江市 (462ha) , 村山市 (270ha) の順であり， 内揺部の村山地方に集中している。

新たな栽培技術においては，1971年に 「 雨除けテント」が開発され， また， 「加温ハウス

栽培」 の技術は，1990年頃から開発されて本格的に定着してきている （表3 -3) 。
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表3-3 山形県 に お け る オ ウ ト ウ 施設栽培の推移

区 ハ刀 1 996年 2008 2 0 1 0  2 0 1 2  2 0 1 4  20 1 6  

ハ ウ ス 栽培 (ha) 20 .  1 34 . 6 38 . 2 35 . 6 35 . 4 34 . 5 

雨 除 け 栽培 (ha) 1, 406 2, 09 1 2, 1 50  2, 1 8 7 2, 1 74 2, 1 48 
資料 山 形 県農林水 産 部 調 べ

新品種の育種も進み， 早生種の「紅さやか」や大玉の晩生品種 潅［秀峰」が 1991 年に品

種登録されて， 複合経営を支える主要な作物となっている。

第3節 方法と 分析手法

1 . 分析方法

労働力不足によって経営の維持継承が危ぶまれている産地の実態を明らかにするために，

実態調査対象地域として， 前章の水田・果樹複合地域である山形県村山地方の山形市「A

地区」 とし， 経営多角化と従業員雇用により集落型営農法人である「A営農組合」を対象

とする （第1 章を参照）。

はじめに， A地区におけるオウトウ作の経営実態と課題を明らかにするために， アンケ

ート調直を行う。次に， 集落営農法人としてオウトウ作を導入する際の収益性や課題につ

いて， 経営モデルを分析することでその可能性と導入上の課題等を明らかにする。これら

を踏まえて今後の経営展開のあり方を検討する。

2 調査対象の概要

対象が位置する山形県山形市は， 県内睦平坦部の果樹等の園 芸作物と水稲との複合農業

地域である。 A営農組合が位置する西部地 区は， 大字15 集落からなる農家戸数380戸， 経

営耕地269h a の米と果樹・野菜等の園 芸複合経営が空地している。

表3 -4 対 象 法人 の 概 要
区 分 A 営 農組 合

2 0 13年設 立年 次
構 成 員

屑 用 従業員

経 営 作 目

2 60名
10名

経 営 面積 124 . 3ha 
水 稲 ( 2 1. 0 ) 大 豆 ( 36 . 8 )  
2年 3作 ( 38 . 8 ) そ ば ( 18 . 5 )
野菜類 ( 9 . 2 ) 

摘 要
特 定 農業団 体の法 人 化
集 落 ぐ る み 型
男 性 7名 、 女性 3名

大 豆 ・ 小 麦 • そ ば
(2年 3 作輸作栽培）
サ ト イ モ 、 枝 豆 等

作 物 生 産以外の
主 な 事業等

• み そ 加 工 、 大 豆 菓 子 加 工 、 里 芋 一 次加 工
・ 地 産 地 消 （豆腐 、 そ ば 、 麦切の域 内 供給）
・ 食 農 交 流 体験事業な ど

資 料 ： 聞 き 取 り 調 査 に よ り 作成
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組合は，2015 年に組合員 260 名 の参加により集落 ぐるみで農事組合法人として設立され

た。現在の経営面積は約130ha, 主要な作物は水稲と大豆， 小麦， そば， サトイモや枝豆等

4) であり， この他加工 ・ 直売等の多角化に取り組んでいる （表3 -4) 。また法人の常時従事

者は， 役員 4 名 と従業員 10 名 である． 組合員農家の構成は， 専業経営12%, 兼業32%,

土地持ち非農家55%であり，年齢構成は，60 歳以上が8 割，50 歳代以下はわずか2 割と高

齢化しており， 後継者が不在および未定農家が 97%に及んでいる。

3 構成員の果樹作経営の実態 と 意 向

高齢化と 労働力不足が進んでいるA地 区におけるオウトウ等の果樹作の営農実態と今後

の意向等を把握するために， A営農組合の組合員に対して個別経営部門である果樹作に対

する意向調査を行った ( 2 016年 8 月 配布数 26 0, 回答数 2 06, 回収率 79.2%)。

回答者組合員の営農形態は， 営農組合へ経営委託を行なって「土地持ち非耕作農家」と

なっている組合員が既に過半数以上となっており， 専架農家 25戸 ( 12.1%) と兼架隈家

69戸 ( 33 .5%) により営典を継続している組合員は， 45%程度となっている （表 3-5)。

表3-5 組合員 の 常農形態 区分
ノ刀＼ 回 答 数 比 率

専 業 農 家 2 5 1 2 .  1 %  
兼 業 農 家 6 9  3 3 . 5% 
土 地 持 ち 非 農 家 1 1 0 5 3 . 4% 
そ の 他 2 1 .  0% 

計→ 2 06  1 00 .  0%  
注 A 営 農 組 合 員 に 対 す る ア ン ケ ー ト 調 査
結 果 ( 2 0 1 6 )

営農継続農家の経営主の年齢は， 7 0 歳代以上が最も多く 52戸 ( 43%) 次に 6 0 歳代 47

戸 ( 38.8%) で併せて 81.8%と高齢化が進んでいる。しかし， 後継者が確保されているの

は， わずかに 4戸だけという担い手不足の状況にある （表 3-6, 3 -7)。

表3-6 経 営 主 の 年齢構成 表3-7 後継者 の 有無
ノ刀＼ 回 答 数 比 率 区 ノ刀＼ 回 答 数 比 率

3 0 歳代 以下 1 0 . 8% い る 4 2 .  1%  
4 0 歳代 3 2 .  5% 不 明 9 3  4 7 . 9% 
5 0 歳代 1 8  1 4 . 9% い な い 96  49 .  5%  
6 0 歳代 47 38 . 8% そ の 他 1 0 .  5% 
7 0 歳代以上 52 43 . 0% 

計 1 94  1 00 . 0% 
計 1 2 1  1 00 .  0%  

注 （ 前 掲 同）
注 （ 前 掲 同）
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回答した組合員のうち果樹を栽培する農家は， 34戸で全体の 16.5%であり， うちオウト

ウの栽培農家が最も多い 17戸（果樹作農家の 5 0. 0%) であった。以下， ぶどう 8戸， りん

ご 3戸などである （表 3-8)。

表3-8 組合員 の 果樹作経営
区 分 回 答 数

オ ウ ト ウ 1 7  
り ん ご 3 
ぶ ど う 8 
その 他 6 

計 3 4  

比 率
5 0 . 0% 

8 . 8% 
2 3 .  5% 
1 7 .  6% 

1 00 .  0% 
注 （ 前 掲 同 ）

表3-10 糾合員 の果樹作の 将来意 向
区 分 回答数 比 率

継続 ・ 拡大 1 4 .  5% 

現状維持 1 1  5 0 .  0% 

縮小 ・ 廃止 10  45 .  5%  

樹種 の 変 更 0 0 . 0% 

そ の 他 0 0 . 0% 

計 22 1 00 .  0% 
注 （ 前掲 同 ）

表3-9 オ ウ ト ウ 作農家の 経営規模
区 分 回 答 数 比 率

1 0  a 未満
1 0 "-' 5 0 a 
5 0 "-' 1 00 a 
1 0 0  a 以 上

注 （ 前掲 同 ）
7

 
ー

6
9
l
l-

3 5 .  3%  
5 2 . 9% 

5 .  9% 
5 .  9% 

1 00 . 0% 

表3 - 1 1 果樹作 の 課題
区 分 回 答 数

技 術 ・ 品 質 9 
出 荷 ・ 販 売 8 

経営 コ ス ト 5 
労 働 力 1 2  
経営 規模 3 
園 地 条 件 4 
経営の 継 承 5 
その 他 l 

叶且＿

注 （ 前 掲 同 ）
4 1 

比 率
2 2 .  0% 
1 9 . 5%  
1 2 .  2%  
29 .  3%  

7 .  3%  
9 . 8% 

1 2 .  2%  
2 . 4% 

1 0 0 .  0% 

オウトウを栽培する組合員の作付面積は， 10 a '"'-' 5 0  a が 9戸 ( 52 .9%) と過半であり，

以下 10 a 末満 6戸 ( 35 .3%) である。 5 0 a 以上の規模の大きい組合員は， 2戸にとどまる

（表 3-9)。果樹作の将来意向については， 「現状維持」が 5 0%に対し， 「縮小または廃止J

との回答が 45%であり， 「拡大する」意向者は， 僅か1戸だけであった （表 3-10)。

また， これらの果樹を栽培する組合員の課題は， 「 労働力の確保」が最も多く ( 29.3%), 

次いで 「技術改善・品質向上」 「出荷・販売方法」等となっていた （表 3-11)。

次に， オウトウ作を営農組合で行うことについては， 「賛成」 「検討を要する」とする意

向があわせて 32 . 7%であった。 同様に 「慎重に判断すべき」と 「わからない」もそれぞれ

3 0 .2%32 .8%である （表 3·12)。
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表3- 1 2 営農組合 の 果樹作導入 表3- 1 3 果樹作委託 の 意 向
区 ノ刀＼ 回 答 数 比 率 区 ハ刀 回 答 数 比 率

替 成 で あ る 1 0  8 . 6% 委 託 す る 1 8  3 0 .  5% 

検 討 し て い く べ き 28  24 . 1 %  委 託 し な い 7 1 1 . 9% 

慎 重 に す べ き 3 5  3 0 .  2% 一 部 の 作 業 委 託 1 1 .  7% 

反 対 ・ 必 要 な い 3 2 . 6% 条件 次 第 1 1  1 8 . 6% 

わ か ら な い 38  3 2 . 8% わ か ら な い 2 1  3 5 . 6% 
そ の 他 2 1 .  7% そ の 他 1 1 .  7% 

計 1 1 6 1 00 . 0% 計 59  1 00 . 0% 
注 （ 前 掲 同） 注 （ 前 掲 同）

さらに， オウトウ作を営農組合が受託するとした場合の 「受委託」等の意向は， 「わから

ない」 との回答が 35 .6%であったが， 「委託したい」との意向を示している凹答が約 3割に

達していた （表 3 - 1 3) 。 「条件次第である」との回答も約 2割を占めており， こうした意向

の結果からは， 労働力不足を背景として， これまで個別の経営部門として営農を展開して

きた果樹作についても営農組合で取り組んで欲しいとの意向を示しているといえる。

こうした意向を踏まえるならば， 今後は営農組合において受託していく体制を整えてい

く意義があるとみられる。 表 3- 1 4 営 農組合にお け る果 樹作の 課題
一方，こうした果樹作導入における課題に 区 分 回 答 数 比 率

専 門 担 当 制 3 5  2 8 .  5 %  
ついての複数回答では， 「果樹作を担 当する 技 術の 習 得 ・ 研修 36 2 9 .  3 %  

者の専任制の導入」 「担 当者の技術の習得 ． 園 主との 協 力 関係 7 5 .  7% 

施設 ・ 設備の 導 入 1 6  1 3 . 0% 
研鑽が必要」等の回答が多い （表 3 - 14) 。 労 力の 配 分 ・ 確保 1 7  1 3 . 8% 

集落営農における果樹作経営を検討して 流 通 販 売 対 策 1 1  8 . 9% 

その 他 1 0 .  8% 
いく必要があるものと考えられる。 計 1 2 3  1 00 . 0% 

4 .  オ ウ ト ウ の収穫 ・ 出 荷作業 注 （ 前掲 同 ）

複合部門として個別経営のオウトウ栽培に取り組んでいるA営農組合では， 組合員の労

働力不足が進んでおり， オウトウ作についても営隈組合への委託希望が増えてきている。

組合員のこうした意向を受けて， 営農組合においてオウトウ作を受託していくことが可

能であるのか， とくに， 多くの労働力を要する収穫・出荷期の作業状況を明らかにしてお

く必要がある。そこで， オウトウの栽培指標と生産者の作業実態調査を行った。

落葉果樹のオウトウは，開花から収穫までの期間が 50 日前後と極めて短期間に生育する

夏果樹である。 短期間の収穫・出荷作業に加えて機械化が 因難なことから， 時期別の投下

労働時間は， この収穫・出荷時期に集 中していることがわかる （図 3 - 1 ) 。
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図 3- 1 オ ウ ト ウ 時期別作業時 間 （単位 hr/ l Oa)
資料 新農林水産業元気再生戦略 (H2 5 山 形県）

「農業所得400万 円 の 営農類型」 よ り

こ の う ち ， 収穫作業 に は ， 6 月 中 旬 の 2 週 間程度 に集 中 し成 園 1 0 a あ た り 1 1 6.7 時間 を

要す る 。 さ ら に ， 収穫物 の 品 質 に応 じ ， 選果 と 出荷 （箱詰 ・ 荷造） 形態 が 異 な り ， 出荷作

業 は全 て 手作業 で あ る こ と も オ ウ ト ウ が 多 労 と な る 要 因 の 一 つ で あ る 。 出荷形態 は ， 整形

詰 と 非整形詰 に 大別 さ れ， そ の う ち 贈答用 な ど の整形詰 （通称 「パ ッ ク 詰J ) に は ， よ り 多

く の 労力 を 要 し ， 選果 と 箱詰作業 の た め に収穫の約 2 倍 の 労力 を必要 と し て い る 。

こ の よ う に ， オ ウ ト ウ 成 園 （ 収 量 700kg) 10 a あ た り の 収穫作架 に 要す る 労働力 は ， 1

日 あ た り 4 時 間 か ら 9 時間 と な り ， さ ら に ， 選果 ・ 箱詰 ・ 荷造 に は収穫 の 2 倍程度 の 非 常

に 多 く の 労働力 が 必要 と な っ て い る （表 3 · 1 5) 。

表 3- 1 5 オ ウ ト ウ の 収 穫 ・ 選果 ・ 箱 詰 作 業 成 園 1 0a 当 た り
収 穫 日 数 ( 6/ 1 2 ~ 2 8 ) ( 日 ） 1 7  
収 穫 量 ( k g) 700. 0 

収 穫
日 当 り 平均 収 穫 量 ( kg) 4 1 .  2 

作 業
収 穫 作 業 能 率 ( k g/ 時 人 ） 6. 0 
期 間 収 穫 作 業 必 要 時 間 ( hr/ l Oa) 1 1 6 .  7 

果
詰
業

選
箱
作

資 料

バ ラ 箱 詰 ・ 作 業 時 間 ( hr)
日 当 り 平均処理量 (kg)

作 業 能 率 ( kg/ 時 人 ）
期 間 選 果 箱 詰 必 要 時 間 ( hr/ l O a)
パ ッ ク 箱 詰 ・ 作 業 時 間 ( hr)
日 当 り 平均処理量 (kg)

作 業 能 率 ( kg/ 時 人 ）
期 間 選 果 箱 詰 必 要 時 間 ( hr/ l O a)

オ ウ ト ウ 生 産 農 家 か ら の 聞 き 取 り 調 査 ( 2 0 1 6 )

595. 0 
35. 0 

5. 0 
1 1 9 .  0 
595. 0 

35. 0 
2. 0 

297 .  5 

注 1 「 バ ラ 箱 詰 」 と は ， 1 kg 出 荷箱 へ の 非整形詰 で あ る
注 2 「 パ ッ ク 箱 詰 」 と は ， 500gパ ッ ク 2 ケ ー ス 整形 詰 で あ る
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以上のように， オウトウ作における最大の課題は， 収穫 ・ 出術の労働力確保にあるとい

える。法人組合員が年々高齢化するなか， 後継者がいないオウトウ作農家にとって， 労働

カの確保と経営継承が大きな課題となっており， そうした点において加入する法人に期待

するところが大きくなってきている。

第3節 集落 営農法人による オ ウ ト ウ作導入の 可能性と 課題

次に， 集落営農において， オウトウ作を溝入する可能性について 『経営モデル』 を作成

し， 解析を行うこととする。経営モデルは， A営農組合の組合員の意向を踏まえて「オウ

トウ作を組合が経営受託する」 ことを想定し， 経営面積 ・ 労働カ ・ 栽培技術については，

現状経営実績を制約条件とする線形計画法によって導入可能な面積規模を分析検証する。

1 . 営農モ デルの経営概要

営農モデルを策定するにあたって， 対象とする A営農組合の経営現況から， 以下のとお

り指標を設定した。最近の収支決算状況から作物別経営指標として， 収益係数 （ プ ロ セス

係数）と 労働係数を作成した。この現状の作目構成に新たにオウトウ作を経営受託した場

合の最適経営規模を算定した。

A賞農組合の経営農地は全て組合員か

らの借地であり， 作目は水稲 ・ 大豆• そ

ば ・ 2年 3 作（大豆 ・ 小麦• そばの輸作）

およびサトイモ ・ 枝豆等である。常時従

事者は 14 名 ，臨時雇用はサトイモ出荷期

を主に年間 88 0 人程度である。これら作

物による経営収支は，売上高 53,587 千円

に対し営業外収益 56,52 0 千円を加えて

原 価 と 管 理 費 を 控 除 し た 当 期 利 益 は

24, 098 千円となっている （表 3-16)。

2 経営指標

表3 - 1 6 モ デル組織の 経 営 概要
経営規模 水田 （借地 124. 3ha) 

水稲 (21. 0) 
大豆 ( 36 . 8) 

作 目 そば ( 18. 5) 
(ha) 輪作 （大 豆 ・ 小 麦 • そ ば 38 . 8 ) 

サトイモ ( 4. 4) 

労 働 力

経営収支
（千円 ）

枝豆 ( 3. 3) 
常時従事者 12 名
臨時雇用 （年間880 人 日）
売上高 53, 587 

売上原価 57, 083 
一般管理費 28, 926 

営業外収益 56, 520 
当 期 莉 益 24, 098 

資料 ： 2 015年度総会資料及 び 間 き 取 り 調査 に よ る
注 「 経 営 収 支 」 は ， 加 工 · 直売 部 門 を 除 く

各作目の経営指標となる①収益係数 （ プ ロ セス 係数）は， 2 015年実績を踏まえた韮準係

数とし②労働係数は実績係数としてそれぞれ設定し次の計測設定条件により試算を行った。

【使用測定シス テ ム 】

線形計画モデル「XLP」4)
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【計測設定条件】

①現況作目の作付を維持して， 新たにオウトウを経営受託する。

② 園 芸作物の最大導入面積 （上限面積）は， 12.7ha とする。

③外部からの臨時雇用は，

【目的間数】

地 区内から可能人数を上限とする。

比例利益を最大化し得るオウトウ園の借入による導入可能面積を分析する。

表3 -17 は， 計測に用いたプ ロ セス 係数である。2年 3 作輪作栽培作物は， 大豆 小麦

そばで2年間の延作付面積あたりの収益・労働力指標である。 オウトウの経営指標は， 同

様に組合員からの間き取り調査による実績を基に設定した。労働時間の係数は，時期別（旬）

に設定した。以上の基準収益係数と制約条件による線形計画法 ( XLP) の単体表は， 表 3- 1 8

表3-17 プ ロ セ ス 係数

作 目 水 稲
品 種 は え ぬ ぎ

単位収 呈 (kg/ 1 0 a )  540 .  0 1 80 .  O 

売 上 高（円 / 1 0 a )  99 , 000 1 9 ,  500  

基 準 販 売 単 価（円 /kg) 1 8 3  1 08  

収 益 そ の 他 収 益（円 / l Oa ) 7 ,  500  68 ,  450  
係 数 10a 当 り 祖収 益（円） 106 ,  500  8 7 ,  9 5 0  

1 0a 当 り 変動 費（円） 4 1 , 3 1 0  2 5 , 8 2 3  

比 例 利 益（円） 6 5 ,  1 90  6 2 ,  1 2 7  

労働係数 （時 閉 / l O a ) 1 0 . 5 5  6 . 9 7  
沖 1 20 1 5年 の 実紋 を 基 に 「 基準収益係数」 と し た
吐2 労働係 数 は ， 時期別 （ 旬 ） 係 数 の 年 間 合計 で あ る
江3 10a 当 り 変 動菩 に は ， サ ト イ モ ・ 枝豆 ・ オ ウ ト ウ の 「 臨 時后 用 貨金」 お よ びオ ウ ト ウ 雨 除 け テ ン ト 償却 菩 を 含 む
注·1 2 年 3 作 （ 大 頁 ・ 小麦 • そ ば） は ， 3 作物 に係 る 2 年 間 の 収 支係 数 を 単年度 に按分 し た

大 豆 そ ば 2 年 3 作 サ ト イ モ 枝豆
里 の ぽ ほ え み で わ かお り 大 豆 ・ 小麦 • そ ば 土乖 湯 お か り 娘 ・ 秘伝

オ ウ ト ウ
佐藤鐙

50. 0 

1 4 , 000  

280  

3 3 , 000  

4 7 , 000  

9 , 888  

3 7 ,  1 1 2  

2 .  98  

1 8 , 7 3 3  

8 5 , 7 2 5  

1 04 , 458  

3 3 ,  1 3 7  

7 1 ,  3 2 1  

6 .  2 8  

9 0 0 .  0 

5 8 5 , 000 

650 

6 , 000 

59 1 , 000 

2 7 8 , 464 

3 1 2 , 5 3 6  

3 7 6 .  04 

400 .  0 

1 8 0 , 000  

450  

9 , 000 

1 8 9 , 000  

5 2 , 3 3 5  
1 3 6 , 6 65  

54 .  3 0  

5 9 5 .  0 

1 , 5 2 3 , 200  

2 , 560  

゜

1 , 5 2 3 , 200  

647 , 600 
8 7 5 , 600 

503 .  00 

表3- 1 8 XLP の 単体表

項 目

利 益 係 数

水稲

大豆

そ ば

2 年 3 作

園 芸 作物

1 月 上

1 月 中

1 月 下

2 月 上

定数項 関 係 水 稲 大 豆

単位 ； 令額 （円 ） 、 面柏 ( l Oa ) 、 労働 時 間 ( hr )

そ ば 2 年 3 作 サ ト イ モ 枝 豆 オ ウ ト ウ

6 2 ,  1 2 7  3 7 ,  1 1 2 7 1 , 3 2 1  3 1 2 , 5 3 6  

2 1 0  

368 

1 8 5  

388 

1 2 7  e::: 

864 e::: 

864 e::: 

864 e::: 

864 e::: 

以 下省 略
1 2 月 下 944 e::: 0 0 . 0 1  0 0 1 7 . 47  

汗 l 甚 準 収 益係 数 （表 1 2 ) に よ る X L P の 単体衣 （旬 別 労働 係 数 の 部 を 省 略） で あ る
汗 2 2 年 3 作 は 大 豆 ， 小 麦 ， そ ば に よ る ． 各 々 の 作業期 間 は 重 な ら な い も の と す る ．

6 5 ,  1 9 0  

1 

0

0

 0
 
0

 

0

0

 0
 
0

 

ー

0

0

 0
 
0

 

ー

0

0

 0
 
0

 

1

5

0

2

 

1

9

6

8

3

 

．

．

．

．

 

5

4

4

4

 

1 3 6 , 665  8 7 5 , 600  

1:
0

 
0

 
0

 
0

 

1 
1 .  3 3  

2 .  6 7  

2 .  6 7  

2 .  6 7  

゜ 1 .  3 3  
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に 数式モ デル は表 3-19 に 示す と お り で あ る 。 以 上 の 指標等 に よ り 最適値 を 計測 し 分析 を

行 っ た。 な お ， オ ウ ト ウ 溝入前 の 現況作付 の収益性 は ， 表 3-20 に 示 し た。

表3- 1 9 数式モ デル

1 z = 65 1 90 .  x l  + 62 1 27 .  x2 + 37 1 1 2 .  x 3  + 7 1 32 1 .  x4 + 3 1 2 5 36. x 5  + 1 36665 .  x6 + 875600. x7 

2 作付 面積 1 278 � x l  + x2 + x 3  + x4 + x 5  + x6 + x7 

3 1 月 上 864 � ー Ox l - Ox2 - Ox3 - Ox4 + 5 .  9 l x 5  - Ox6 + 1 .  3 3x7 

4 1 月 中 864 � ー Ox l - Ox2 - Ox3 - Ox4 + 4 . 65x5  - Ox6 + 2 . 67x7 

5 1 月 下 864 � — Ox l  - Ox2 - Ox3 - Ox4 + 4 . 8x5  - Ox6 + 2 . 67x7 

6 2 月 上 864 � — Ox l  - Ox2 - Ox3 - Ox4 + 4 . 32x5  - Ox6 + 2 . 67x7 

以 下省略

37 1 2 月 下 944 � ー Ox l + 0 .  O l x2 - Ox3 + Ox4 + 17 .  47x 5  - Ox6 + 1 .  3 3x7 

注 1 行 目 が 目 的 関 数式、 2 行 目 以 下 ( 7 行 ~ 3 6 行省 略 ） が 制 約 関 数 式 で あ る

表3-20 現況作付の収益性 単位 ； 面積 (ha) , 金額 （ 円 ）

区 分 経営 全体 水稲
作付面積 122. 8 2 1. 0 
粗収益 1 36, 1 96, 244 22, 364, 962 
変 動 費 46, 843, 87 1 8, 675, 100 
比 例 利 益 89,352,373 1 3,689,862 
固 定費 35,064,326 
利 潤 54,288,047 

大 豆
36.8 

32,365,578 
9,502,864 

22,862,7 14 

そ ば 2 年 3 作 サ ト イ モ
18. 5 38. 8 4. 4 

8,695,000 40,529,704 26,004,000 
1, 829, 280 12, 857, 1 56 12, 252, 416  
6,865,720 27,672,548 1 3,75 1,584 

注 1 固 定費 は ， 機械施設 の減価償却費， 地代賃借料、 従業員給与で あ る

枝 豆
3.3 

6,237,000 
1,727,055 
4,509,945 

注2 2 年 3 作 は ， 大 豆 19 . 4ha ・ 小麦 19 . 4ha · そ ば 19 . 4haで延作付面積58. 2ha と な る （作付面積 は ， 実面積で あ る ）

3 .  計測結果

以 上 の プ ロ セス係数 と 数式モ デル を 用 い た線形計両法 に よ る 分析結果 が 表 3-21 で あ る 。

新 た な 臨 時雇 用 の 追加雇用 を 行 わ な い場合， 現状の 各作物 の 栽培規模 を 維持 し な が ら ，

新 た に オ ウ ト ウ 作 を 溝入可能 な 面積 は ， 17a と な る 。 こ の 場合 の 収益増加額 は ， 粗収益で

2,646 千 円 お よ び 当 期利益 で 1,486 千 円 で あ る 。 当 然 な が ら ， 新た な 導入面積規模 は ， オ ウ

ト ウ の収穫出荷時期 で あ る 6 月 中 旬 と 下旬 の 労働 時 間 に左右 さ れ る こ と と な る 。

表3-2 1 計測 に よ る 最適オ ウ ト ウ 弗入面積 と 海入後 の収益性
区 分 経営全体 水稲 大豆 そ ば

作付面積 123 .  07  2 1 .  0 36 .  8 1 8 .  5 
祖収益 138 ,  842 ,  042 22 ,  364 ,  962  32 ,  365 ,  5 78  8 ,  695 ,  000  
変動費 47, 968 ,  7 5 2  8 ,  6 75 ,  1 00  9 ,  502 ,  864 1 , 829 ,  2 80  
比例利益 90, 873 ,  290 1 3 , 689 , 862  22 ,  862 ,  7 1 4  6 , 865 ,  720  
固 定 費 3 5 ,  1 09 ,  926  
利潤 55 , 763 , 364 

単位 ， 面積 (ha) , 令額 （ 円 ）
2 年 3 作 サ ト イ モ 枝豆 オ ウ ト ウ

38 .  8 4. 4 3. 3 0. 1 7  
40 , 529 , 704 26 , 004 , 000 6 , 2 3 7 , 000 2 , 645 , 798 
12 ,  857 ,  1 5 6  12 ,  252 ,  4 1 6  1 ,  7 2 7 ,  0 55  1 , 1 24 , 88 1 
2 7 , 6 72 , 548 1 3 , 7 5 1 , 584 4, 509 , 945 1 , 5 20 , 9 1 7  

注 現況作 目 の 作付 を 絋持 し な か ら ， 臨 時雇 用 の 追加採用 を 行 わ な い場合 の ⇔人限界 で お る
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オウトウ作の導入と雇用の関係は， 図 3 -2 に示すように収穫出荷の労働力確保に応じて

拡大可能であるが， この時期の

外部雇用の確保は容易でない。

仮に 1 S あたり 1 0 人の外部

雇用が可能な場合でも 69a 程度

が限界となる。作業受託とした 0.6 
場合でも 同様に収穫期の労働力 。 .4

制約から， 法人による新たなオ 0.2 

ウトウ作溝入は， 現状のままで

は十分な対応ができないことが

示された。

(ha )  
1 .4 

2

1

8
 

1

0

 

0 人 2 人 4 人 6 人 8 人 1 0 人 1 2 人 1 4 人 1 6 人 2 0 人

図 3-2 日 当 り 扉用 人数 と オ ウ ト ウ 導入面積の関係

そこで， 収穫期の労働力が制約条件となることから， 雇用労働力を必要とする作 日 であ

るサトイモと枝豆の作付面積を固定せずに， 新たにオウトウ作を導入する場合について計

測した結果が表 3-22 のとおりである。この場合， 新たな臨時雇用がない場合でも， サトイ

モが減少するとともに枝豆が増加し，オウトウ作の新規導入可能面積は 24a に拡大できる。

以上のように， オウトウ作を新たに導入するには収穫期の臨時雇用が必要で， その人数

により導入規模が増加するが， 多くの雇用の確保が要件となることが明らかになった。

臨時雇用が確保できない場合のオウトウ作の導入のためには， 多くの労働力を必要とす

る収穫・出荷時期の省力化を図る方策を検討する必要があることになる。

表3 -22 臨 時雇用 によ る 最適作付と収益の 変化 単位 ： ha ,  千 円

区 分 0人 ／ 日 2人 ／ 日 4人 1 日 6人 ／ 日 8人 1 日
水 稲 21. 00 21 .  00 21 .  00 21. 00 21. 00 
大 に‘ ’ 36 .  80 3 6 .  80 3 6 .  80 3 6 .  80 3 6 .  80 
そ ば 18 . 50 18 . 50 18 . 50 18 . 50 18 . 50 
2 年 3 作 38 .  80 3 8 .  80 3 8 .  80 3 8 .  80 3 8 .  80 

サ ト イ モ 2 .  66  3 .  6 7  3 .  38  2 .  66  2 .  66  
枝 ロ‘ ’ 5 .  04 4 .  03 4. 3 2  5 .  04 5 .  04 
オ ウ ト ウ 0. 24 0. 30 0. 4 2  0. 5 5  0. 6 5  
粗収益 13 2 , 816 13 7 , 902 138 , 4 37  13 7 , 518 139 , 085 
生 産 費 76 , 7 3 9  81 ,  141 81,  05 3 7 9 , 5 29 80, 496  

潤 56 , 07 7 5 6 , 760 5 7 , 3 83  5 7 , 988  58 , 5 89  
注 l 新 た に 1 日 あ た り 臨 時雇 用 を 導入 し た 場合 の 推 移 で あ る
注2 サ ト イ モ と 枝豆 の 作付 を 固 定 し な い 場合 の 最適規模 で あ る
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4 .  省 力 化技術の効果

そこで， オウトウ作における新たな省力化技術として開発され普及しつつある摘芽 ． 摘

果による着果量調節栽培 （以下「摘芽摘果栽培」5) という）を検討する。

摘芽摘果は， 本来は晩生品種の “紅秀峰” 等の菅果過多になりやすい品種での結実調節

を狙った技術である。摘芽は開花前の花芽を欠いて2芽程度にするもので， 摘果は開花結

実後に短果枝の状況に応じて過剰な幼果を 除去する技術である （図 3-3)。

摘芽摘果の作架体系を従来の栽培と比較すると， 摘芽作柴として新たに開花前の 3 月 上

旬から 4 月 上旬に 10 a 当たり 27 時間， 摘果には 5 月 中 旬から 6 月 上旬に 4 0 時間の管理作

業の労力が必要となる。この結果， 現行栽培体系に比べて 38 時間の増加となるが収穫労働

時間は， 収穫量が減ることから 311 時間から 221.9 時間に 89.1 時間減少することになる。

花芽

一
... 

＼
 

一店 ． ■, �wi:1『同只零昴i,,.

図 3-3 オウトウの摘芽 （芽欠き）方法

資料 山 形県農林水産部 「紅秀峰栽培マ ニ ュ ア ル」 よ り

葉数の多い短果枝 ： 2~3果

2年枝基部 ： 4 � 5  

短 裁 し た2年枝基部 ： 3~4果 葉数の少 な い 短 果枝 ： 0~ 1 果一�iJ嘉平愕一

図 3-4 オウトウの摘芽・摘果作業による着果の状況

資料 前掲 同
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表3-23 作業体系 の比較

区 /刀\. 

摘 芽 作 業

摘 果 作 業

収 穫 ・ 選
果 · 出 荷

作 叢 時 間

栽 培 技 術

技術 内 容 技術 上 の ポ イ ン ト

剪 定 後 花芽 が 膨 ら 短果枝 あ た り 3 ~ 4
む 前 に 終 え る 芽残す

肥 大期 前 に 終す
太 い 軸 で 肩 が 張 っ た
大 き な 果 実 を 残 す

適 期 収 穫
朝 の 涼 し い 時期
良 品 は 「 一 気 も ぎ 」

単位 ： 時 間 ( hr)

現行栽培体系 摘芽摘果栽培体系

作 莱 時期 人 員 労働 時 間 作 業 時期 人 員 労働 時 間

3/ 下 1 9 .  0 
3/上 ～

3 2 7 .  0 
4/ 上

5/ 中 1 20 .  0 
5 / 中 ～

3 40 .  0 
6/上

6/ 中 ～ 4 3 1 1 .  0 6/ 中 ～ 2 2 2 1 .  9 
6/下 6/下

340 .  0 288 .  9 

注 「 摘 芽 · 摘 果 体 系 」 は 、 山 形 県 S 市 の オ ウ ト ウ 専 業 経 営 ( K農 園 ） の 聞 き 取 り 調 査 に よ る

摘芽摘果作業によって出荷総量は， 従来に比べて 8割に減少することになる． しかし， 着

果果実は， その分大玉となり秀級品の割合が増加し品質が向上することになる。

出荷量は減少するが， 販売単 価が上昇することから， 売上高については従来体系とほぼ

同程度 (10 a 当 たり 1,552 千円）となる （表 3-24).

表3-24 収穫 ・ 出荷数量お よ び売上高 の 比較 単位 ・ 数 最 (kg/ 1 0 a ) 単価 （ 円 /kg) 金 、 （ 円 ）

区 ノ ＼
刀

収 穫 量 ( kg/ l O a )

出 荷 バ ラ 詰 め
区 分 パ ッ ク 詰 め

言十
i主 前 掲 同

現 行 栽 培 体 系 摘 芽 摘 果 栽 培 体 系
金 額 数 量 単価 金 額 数 量 単価

700 500  
1 ,  045 ,  000  475  2 , 200  600 , 000 240  2 , 500  

480 , 000 1 2 0  4 , 000 9 5 2 , 000 238  4 , 000 
1 , 5 2 5 , 000 595  1 , 5 5 2 , 000 478 

適 用

L 以 上
秀 級 2L 以 上

このような摘芽摘果技術を溝入した場合のオウトウ作導入規模について， 前述の線形計

両計測モデルにより分析を行う． 用いた経営指標は， 先迎的な技術導入農家の実践事例か

ら表3 -25 のとおり設定し， 前述の雇用条件において導入可能な面積規模を計測した．

表3-25 省力化技術モ デルの プ ロ セ ス 係数 単位 ： 金額 （ 円 ）
作 目 水稲 大 豆 そ ば 2 年 3 作 サ ト イ モ 枝 豆 オ ウ ト ウ

品 種 等 は え ぬ き 里 の ほ ほ え み で わ かお り 人 豆 ・ 小麦 • そ ば 上垂 湯 あ が り 娘 ・ 秘伝 摘井摘果栽培

単位 収 量 (kg) 540 .  0 1 80 .  0 50 .  0 900 .  0 400 .  0 478 . 0 

売 上 高 99, 000 1 9 , 500  14 , 000 1 8 , 7 33  585 , 000 1 80 , 000  1 , 5 52 , 000 

販 売 単価 （ 円 /kg) 1 1 , 000 6 , 500  1 2 , 600 650  450  3 , 247 

そ の 他 収 益 7, 500  68 , 450 3 3 , 000 85 , 725  6 , 000 9 , 000 ゜

粗収益 1 06, 500  87 , 950  47 , 000 1 04,  458 59 1 , 000 1 89 , 000  1 , 5 52 , 000 
変 動 費 4 1 ,  3 1 0  25 , 823  9 , 888 3 3 ,  1 3 7  1 1 9 , 759  44, 638  360 , 663  

比 例 利 益 65 ,  1 9 0  62 ,  1 2 7  3 7 , 1 1 2 7 1 , 32 1 47 1 , 24 1  1 44, 362  1 ,  1 9 1 ,  403  

作 業 時 間 (hr) 1 0 .  5 5  6 .  9 7  2 . 98  6 .  28  376 .  04 54 .  30  45 1 .  90  

注 摘芽摘果栽培 の 線形計画経営 モ デル の 経営指標
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表3-26 摘芽摘果技術に よ る オ ウ ト ウ 魂入面積 と 収益i,生 単位 ； 金額 （円）

区 分 経営全体 水稲 大豆 そ ば 2 年 3 作 サ ト イ モ 枝豆 オ ウ ト ウ

作付面積 (ha) 123 .  0 2 1 .  0 36 . 8 18 . 5 38 . 8 4 . 4 3. 3 0. 24 

祖収益 139 , 899, 474 22 , 364, 962 32 , 365 , 578 8 , 695, 000 40, 529 , 704 26, 004, 000 6 , 237 , 000 3 , 703 , 229 

変動費 48, 193 , 476 8 ,  675 ,  100 9 , 502 , 864 1 , 829 , 280 1 2 , 857 ,  156 1 2 , 252 , 4 1 6  1 , 727 , 055 1 , 349, 605 

比例利益 9 1 , 705 , 997 1 3 ,  689, 862 22 ,  862 ,  7 1 4  6 , 865 , 720 27 , 672 , 548 1 3 , 7 5 1 , 584 4, 509, 945 2 , 353 , 624 

固 定費 35 ,  1 35 ,  128  

当 期禾1」益 56, 570 , 869 
注 現状作 目 の 作付面積 を 維持 し な が ら ， 臨時雇用 の 追加採用 が な い 場合 の 遵入規模

計測結果は， 表3 -26 となり新たな臨時雇用がない場合でも 24aと現行技術の17aに比べ

て 1. 4 倍のオウトウ作導入が可能となり， 利益は， 現行（表3 -21) に比べて 807 千円ほ ど‘

増加することが確認できた。

また， 前述 同様に土地利用型作物は， 現状作付を維持しながら， サトイモと枝豆の園芸

作物は変動可能という条件のもとでは，1 日 当り8 人の臨時雇用が可能な場合は，89a まで

拡大するとともに， 収益性においても現行よりも 2,9 01 千円増加することが示された （表

3 -2 7)。

表3-27 摘芽摘果栽培の 最磋作付と 収益の変化 単位 ： ha ,  千 円
6 人 ／ 日 8 人 ／ 日区 分

水 稲
大 豆
そば
2年 3 作
サトイ モ

0 人 ／ 日
2 1. 00 
36 . 80 
18 . 50 
38 . 80 

2 . 66 

2 人 ／ 日
2 1. 00 
36 . 80 
18 . 50 
38 . 80 

2 . 66 
枝 豆 5 .  04 5 .  04 
オ ウ ト ウ 0 . 33 0 .4 7 
粗収益 134 , 268 136,46 2 
生産費 77,070 78, 117 
禾ljy閏 5 7, 19 7 58, 345 
注 前 掲 （表3 -2 2 ) に 同 じ

4 人 ／ 日
2 1. 00 
36 . 80 
18 . 50 
38 . 80 

2 . 66 
5 .  04 
0 6 1 ． 

138, 655 
79, 246 
59,4 10 

2 1. 00 
36 . 80 
18 . 50 
38 . 80 

2 . 66 
5 .  04 
0 . 75 

140,850 
80,399 
60,450 

2 1. 00 
36 . 80 
18 . 50 
38 . 80 

2 . 66 
5 .  04 
0 . 89 

143,043 
8 1, 553 
6 1,4 90 

オウトウ作の省力化に資すると見られるもう一つの技術に「Y次仕立栽培技術」がある。

y 字仕立栽培とは， 剪定・整枝方法の一種で， 主枝を一定の方向に誘 引 して果実の着果位

置を面状に配置していくものである （図 3 -5)。主幹と主枝の形状が「 Y」となることから

通称で " y 字仕立て栽培” と呼ばれている。
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図 3 -5 オウトウの 「 Y 字仕立」栽培
3上 中 下 4上 中 下 5上 中 下 6上 中 下 7 上 中 下

図3-6 仕立の 時期別作業時間 (hr/lOa)

この Y 字仕立栽培の特質と効果は， 次のように言われている。 ①予め話 引する方向に設

置した支柱に沿って新梢を誇 引できるので，剪定作業が不要となる ②枝の配罹が “面状”

に整うので， 果実の着果位置も揃って収穫労働力が軽減できる （現行の立木型整枝法に比

べて 20%省力） ③訪 引 する支柱資材費が掛増する ④枝の誘 引 作柴労力が必要となる

⑤収穫量を限定して， 樹勢を維持する必要がある。

Y 字仕立の特質を踏まえるならば， 収穫時期の労力軽減が図れる効果が期待できること

から， 省力化技術として採用の可能性を検証することとする。

計測結果は， 臨時雇用の追加採用がないと仮定した場合， 現行の雨除栽培 4a, 摘芽摘果

栽培17aに加えてY 字仕空栽培が8aの合計29aと現行技術の17aに比べて1. 7 倍に拡大導

入が可能となった （表 3 -28)。収益性についても， 現行 （表 3 -21) に比較して 1,193 千円

増加することが確認でき， 摘芽摘果栽培技術や Y 字仕立栽培技術の効果が確認できた。

衣3-28 Y 宇仕立技術に よ る オ ウ ト ウ 導入面柏 と 収益性 単位 ： 金額 （ 円 ）

区 分 経営全体

!1付 面積 (a) 123.  I 

粗収益 140 , 730 , 665  

変動骨 18, 627 ,  1 58 

比 例 利 益 92 ,  I 03 ,  5 0 7  

四 定 費 35 , 146 , 548 

当 期 利 益 56 , 956 , 959  

水 稲 大 豆 そ ば 2 午 3 作 サ ト イ モ

2 1 .  0 36 .  8 1 8 .  5 38 .  8 4 . 4 

枝豆

3 .  3 

オ ウ ト ウ
オ ウ ト ウ オ ウ ト ウ

雨 除栽培 摘芽摘果 Y 千仕古

0. 04 
栽培 栽培

0.  1 7  0 .  08 

22 , 364, 962 32 , 365 , 5 78  8 , 695 , 000 40, 529 ,  704 26 , 004, 000 6 , 2 3 7 , 000 592 , 525  2 , 689 ,  730  1 , 252 ,  166 

8 , 675 ,  1 00  9 , 502 , 861 1 , 829 , 280  1 2 , 857 ,  156 1 2 , 252 , 1 1 6  1 , 727 , 055  2 5 1 , 9 1 6  980 ,  215 

1 3 , 689 , 862  22 , 862 , 7 1 4  6 , 865 , 720  27 , 672 , 548 1 3 , 7 5 1 , 584 4, 509 , 945 340 , 608 I ,  709 , 485  

551 ,  125  

7 0 1 , 04 1  

吐 現状竹 目 の 11付面積 を維持 し な が ら ， 臨 時 雇 用 の 追加採用 が な い 楊 合 の ヰ入規模

5 .  集落営農に よ るオ ウ ト ウ作の経営管理

集落営農の構成員であるオウトウ作農家からの委託や新植によって， 新たにオウトウ作

を取り入れることは， 一定程度可能とみられた。しかし， 個人経営とは異なる経営管理が
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必要となるとみられることから， 経営管理のあり方について， 検討を行う。

はじめに， 組合の構成員への意向調査 （第 3 節 3 . 参照）における， 「営農組合による

果樹作における課題」と 「経営上の留意事項」の回答結果から， 配慮すべき事項を抽出す

る。栽培を行う上で最も重要といえる 「栽培技術の習得」については， 最も多くの指摘回

答となっている。 オウトウ栽培の経験のない従業員への技術習得や個別経営からの技術の

伝承が円滑に進められるような体制づくりが求められる。

次に「収穫労力の確保」については， 集落営農の経営に移行しても個別経営と 同様の重

要な課題であることには疑いない。経営規模に見合った必要な要員の確保と雇用する臨時

雇用従業者との作業配置など労務管理上の課題とともに作業労働と収益配分方法の課題が

生じてくる。新規に植栽する場合は， 設備投資等の資金計画や負担方法なども課題となる

（表3 -2 9)。

表3 -2 9 営農組合での果樹 作の留意事 項 表 3-30 営農組合 に お け る 果樹作 の 課題
ノ刀＼ 回 答 数 比 率 区 ノ刀＼ 回 答 数 比 率

栽培技術力 40 5 7 .  1%  専 門 担 当 制 35 5 2 . 2% 
収 穫 労力 の確保 35 50 . 0 % 技術 の 習 得・研修 36 5 3 .  7% 
出荷・販 売方法 19 2 7 .  1%  園 主 と の 協 力 関 係 7 10. 4% 
収益配分 1 7  24 . 3 %  施設・設備 の 導入 1 6  2 3 . 9% 
気象・ 災 害 対応 7 10. 0% 労 力 の 配 分・確保 1 7  25 . 4 % 
作物 間 の 作業調整 25 35 . 7% 流 通 販 売 対策 1 1  1 6 . 4% 
新たな設備投資・負 3 2  45 . 7% そ の 他 1 1 .  5 % 
そ の他 3 4 . 3 %  計 1 23 1 8 3 . 6% 

計 1 78 2 54 . 3 %  汁 1 面」 掲 同 調 査

注 1 A 営農組合員 に 対す る ア ン ケ ー ト 調 査 ( 2 0 1 6 )
注 2 複 数 回 答 ( \=6 7 )

注 2 複 数 回 答 (N=7 0 )

経営管理においては， 「 専任の担 当 制にすべき」との指摘が多い。このことは， 技術の習

得 ・ 伝承方法と関連で， 他の経営部門と 区別し “ オウトウ担 当 " として， 専任の職員を配

置し育成していく必要があるとみられる。この点で， 回答数は少ないものの「園主との協

力関係」 を重視している点に注目したい。 オウトウ作の全てを受委託するのではなく， 可

能な作業や栽培技術といった部分については， 園主が実施していくといった方法も効果的

と考えられる （表3 -30)。
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第 4 節 小活

A営農組合の構成員であるオウトウ作複合経営農家は高齢化と後継者不足が年々深刻と

なっており， その経営継承が課題となっている。 オウトウ作の経営的特質は， 収益性が高

い反面収穫期に多くの労働力を要することである。これまで外部からの臨時雇用に依存し

てきたオウトウ作農家は， その人材確保が年々 困難になりつつあり， 様々な労働力確保対

策を講じている。しかし， 労働力が確保されても， 高齢化に伴ってオウトウ作の経営その

ものが維持できない組合員が多数いることから， 集落営農に取り組む地域では， 組織経営

体に繁 l't期の作業や園地そのものを委託することへの期待が大きく， これに応えて集落営

農法人がオウトウ作を導入する意義は大きいといえる。

オウトウ園地を借入れて経営する営農モデルにおいて， 労働力を制約条件とする線形計

画法を用いた分析によると， 外部からの臨時雇用がない場合， 現行の収穫・出荷作業体系

の場合では， 極めて限られた少面積までが限界となる結果であった． 収穫出荷作業の一層

の省力化が求められた。

そこで， 省力化技術とみられる「摘芽摘果技術」を採用する営農モデルを検討した。こ

の場合は，収穫出荷期の労働力を軽減することができ， 現行の栽培法と比較し導入面積1. 4 

倍程度拡大することが可能となった。収穫期において， 外部からの臨時雇用を1 S 当り 8

人採用した場合には，89aまで導入拡大が可能となることが解析できた。

新たな省力技術は規模拡大に一定の効果があり， シミュレー シ ョ ン結果から，オウトウ作

の収益部門として集落営農の経営に位置づく可能性はあるとみられた。しかし，摘芽摘果技

術を採用したオウトウ作においても， 繁忙を極める収穫出荷期の労働力確保が課題となっ

た。 つまり，現行技術水準では，構成員のオウトウ作を経営受託し，地域全体としてオウトウ

栽培面積を維持していくことは至らないことが指摘される。それゆえ，産地の維持のために

は，作期の前進・後退化や品種構成の見直し等のさらなる革新的な省力化栽培技術の開発が

求められる。また， 法人化した集落営農における果樹作の合理的な経営管理のあり方の点

において， 雇用従柴員の技術の習得や作架労務管理について， 園主との協カ・役割分担な

ども， 直要な果樹作成立条件とみられた。

以上のことから， 第1 に集落営農に取り組む地域においては， 水稲等の水田作について

は法人経営に一元化されることにより， 省力化や低コスト化が進展することとなったが，

果樹等の個別経営部門については， その経営継承が間題化してきている。 これまで個別経営
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で対応してきた部門についても産地の維持のために法人経営に取り込砂等の何らかの対応

を講ずる必要性が生じてきているのである。

このように， オウトウは収穫時期に多くの労働力を必要とし， 家族労働だけでは完結で

きず， 臨時雇用労働力に依存せ ざるを得ないのが実態である。 一方で， これまでの雇用を

主とした個別対応では限界にきていることから， それを克服する方法が求められている。

第2に， 個別限界の克服方策として 『集落営農によるオウトウ作溝入』 を経営モデル化

して， 可能性を検証した。 分析結果から， 常時雇用従業者の周年就 労が可能な法人経営に

おいては， 投下労働力の平 準化や省力化に寄与する栽培技術 （例えば「摘芽摘果栽培」 や

「 Y 字仕立栽培」など）を採用する効果が一定程度認められた。

第 3 に， このような集落営農における果樹作の経営管理運営について， 繁忙期となる収

穫・出荷作業については， 集落営農の常時雇用従業員と 臨時雇用による共同作業としての

効果に期待しつつ， オウトウという高度な栽培技術を要する果樹作においては， 栽培技術

の習得に向けて， 「 園主との協カ・役割分担」や 「 専任担 当 制」などが必要になってくる。

果樹産地においては， 繁忙期を凹避する取り組みや営農シス テ ムのあり方が重要となっ

てくると考えられる。

注

1 ) 水 田 複合地域に お け る 集落営農の複合化 に つ い て ， 鈴木 ・ 角 田 [2 1 ] に お い て ， 集落営農法人の経

営多角化の一環 と し て今後の課題 と な る こ と を指摘 した。

2) 作業労力の点 か ら 臨時的な季節雇用 の あ り 方 に つ い て ， 長谷川 [4 1 ] は ， 多様な雇用 管理方策 が作

業の効率化 に大 き く 影響 を 与 え る こ と を指摘 した。

3) 集落営農法人の人材育成 に つ い て ， 木南 ら [9] は ， 人的資源管理 (HRM) が機能す る た め に はイ ン

セ ンテ ィ ブ と コ ミ ッ ト メ ン ト が重要で あ り ， 従業員 に対 し て 必要な能力 開発が持続的に 実施 さ れ る

に は， 農業経営者や従業員 が 自 ら そ れに取 り 組むイ ンセ ンテ ィ ブ と 貢献に報い る コ ミ ッ ト メ ン ト が

必要で あ る こ と を 指摘 し た。

4) A 法 人 に つ い て は ， 鈴木 ら [20] に お い て ， 集落 ぐ る み で集落営農法人 に よ る 大豆 ・ 小麦 • そ ばの

2 年 3 作輪作に取 り 組む意義や課題 を 明 ら か に した。

5) 「XLP」 は ， 大石 が 開発 し た線形計画法の計測 シス テ ム で あ る [6] 。

6) 「摘芽摘果栽培技術」 につい て は， [51 ] に お い て詳細 な 内容が説明 さ れて い る 。

78 



終章 水 田 ・ 果樹複合地域の経営展 開 方 向

第 1 節 要約

本研究の間題意識は、 第1 に水田作農業の特に稲作における収益の伸び悩みとそれを背

景として経営を継承して行くべき後継者等の担い手不足の問題である。さらに， 受委託の

進展に伴って委託層と受託層への農家の二極分化により委託層の農業離れが進んだことに

よる農業従事者不足のみならず， 受託層においても次代の後継者が確保できないという地

域農業の担い手不足への対応である。第2には， 水田 ・ 果樹複合農業における高収益な集

約農業である果樹農業における労働力不足とその経営継承の間題であった。とくに， 労働

集約性が極端に高い果樹作においては， これまでも収穫時期における季節雇用による労働

力調達によって経営を維持してきたが， 次代の担い手不足という事態においては， もはや

臨時雇用による労働力の確保だけでは経営および産地を維持して行くことが難しくなって

いる。以上の間題を踏まえて， 水田 ・ 果樹複合地域の今後の農業経営および産地の展開方

向とその方策が求められており， その有効な手法を明らかにすることであった。

序章では， 既往の研究をレビュ ーするとともに， 研究の視点と課題を整理した。

そして， 第1の間題に対して， 水田作農業における収益性の確保に向けた集落営農の高

度上地利用型組織営農の実態分析を行い， さらに， その集落営農の次代の担い手たる人材

育成と経営多角化のあり方を研究課題とした。

その結果， 第1 章では， 米の生産調整と 価格低迷によって厳しさを増している稲作経営

にあって， 転作作物である大豆、 小麦、 そばの2年 3 作輪作を行うことにより収益性が向

上することが認められた。こうした農地の団地的利用集積を図り， 高度な士地利用型組織

営農を展開することによって、 収益性の確保が可能となることが明らかになった。また，

複合農業地域でおいては， 集落営農の取組みによって水田作の作業と経営の受委託が可能

になり， 構成員の複合部門である果樹作への労働力投下が可能となって労働力競合を回避

することができていた。

しかしながら， 水田作の高度化や組織化は， 栽培技術的な課題とともに政策に依存した

経営体質からの脱却が今後の経営展開における課題となった。そして， 地域の合意を受け

て取り組む組織経営体としての集落営農法人の課題は， 経営多角化の推進であった。

経営多角化は， 導入作物の生産から販売までの新たな技術および経営管理の ノ ウハウと

ともに新たな設備投資， とくに資金調達の課題が発生することから， 急激な資本投下によ

って， 法人経営の財務管理面からの安全性にも十分配慮して行く必要性が指摘された。

79 



さらに， 経営多角化に取り組む法人経営体では， 人材育成も重要な課題であった。米単

作地域や兼業農業地域のように法人構成員の出役による共 同作業といった対応が不可能な

複合農業地域においては， 多角経営のための労働力の確保に向けて外部からの従業員雇用

とせ ざるを得ない事情があった。このため， 常時雇用の従業員を採用することが必要であ

り， 採用従業員の 中から将来の組織役員を確保し育成して行くという対応がなされていた。

そこで， 第2章では， 集落営農法人による担い手人材の確保育成に向けた有効な方策を

研究課姐とした。法人化を契機に経営の多角化に取組み常時雇用従業員を採用している集

落営農法人における労務管理と職務教育および将来の担い手人材への育成に向けた対応，

さらに従業員の就労実態と定着化および人材育成への有効な方策について検討した。

その結果， 外部からの多様な経歴の常時雇用従業員を採用し， 農作業を従事する職員と

して定着させて将来の法人役員等の担い手に育てて行くためには， 単に教育・訓練を重ね

て行くだけの対応では不十分であって， 自己啓発や職務満足に繋がる職場環境条件の整備

とともに満足感・逹成感を助長するキ ャ リア パス制度の推進が有効であった。さらに， 職

場における従業員間の連携・共助や地域住民との関わりによる貢献意識が就業定着へのイ

ンセンテ ィ ブとなっていた。採用した従業員の 中から将来の担い手たる後継者を育成して

いくという法人側の" 確固たる人材育成方針と体系化した育成方策 “が重要とみられた。

次に第2の間題に対して， 担い手不足下の果樹作経営の展開方向を課題とした。

第 3 章において， 収益性と集約性の高い落葉果樹であるオウトウに着目し， 水田作と果

樹作による複合農業地域では組織経営体としての集落営農による果樹作導入の意義と可能

性およびそのための課題を明らかにした。地域におけるオウトウ作の実態および抱える間

題と今後の意向を踏まえて， 集落全体の調査分析と法人によるオウトウ導入経営モデルを

策定し集落営農によるオウトウ作導入可能性を検証した。

その結果、 オウトウ産地における複合経営の生産農家は， 収穫期などの季節臨時労働力

の確保が一層困難になっていることに加えて従事者の高齢化と後継者不足が進んでおり，

オウトウ作の維持継承を危ぶむ事態となっていた。そして， これまで水田作の合理化とし

て設立展開した集落営農においてオウトウの収穫労働支援や経営受託への強い意向が示さ

れていた。 一方の集落営農においては， 法人化を契機に経営多角化に向けて常時雇用従業

員を採用してきており， ある程度の労働力支援は可能であっても ①栽培管理において共

同作業への不安 ②労働力の既存経営部門との要員配置 ③新たな設備投資等の点で慎重

な意向が示された。
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地域農柴の維持発展への合意に基づいた集落営農法人として， 地域の要望に応えていく

貢献意義は大きい。そして，組織経営体によるオウトウ作導入が可能となる条件としては，

①収穫・出荷期には， 外部からの多くの臨時雇用が必要になってくることから省力化技術

（摘芽 ． 摘果栽培技術など） 品種・作型 （ハウス栽培など）による労働分散化技術を採用

する効果が大きいこと ②従業員が共 同作業として栽培管理が容易な技術 ( Y 字仕立栽培

など）を採用し、 技術の平準化に努めること ③栽培農家の技術 ノ ウハウ活用など協力体

制を整備すること ④雨除けテント被服作架、 共同選果・出荷作業などの作業支援による

段階的な協業経営化をおこなうことが示唆された。

第2節 考察と結論

水田・果樹複合地域として本研究で調査分析の対象とした山形県村山地域の3 つの集落

営農組織の事例から， これからの複合農業の展開方向について， 以下の課題を提起するこ

とができる。

第 1 に， 複合農業地域では， 水田作農業と果樹作等の複合部門は両輪として， 共に地域

農業の展開に向けた重要な役割を果たしており， 水田作では地域合意のもと設立した集落

営農の取り組みによって転作作物の輪作栽培などの農地高度利用方式が可能となり， 収益

性の高い組織営農が実現できるということである。個別経営では容易に進まない規模拡大

の課題は， 集落営農という組織営農シス テ ムによって， 集落範囲規模の農地集積が図れる

こと， そして団地的利用が図れることが示唆された。

すなわち， 集落営農による地域農架の展開方向としての「第1 段陪」と言えよう。

しかしながら， 収益の過半が政策支援によって形成されている実態からは， 持続性のあ

る安定した経営に向けた発展すなわち “自立した経営体質” への転換が課題である。従っ

て， 計両的に上地利用作物から野菜等の園 芸作物の導入をめ ざす必要があることも示唆さ

れた。集落営農による地域農業の展開方向としての「第2段階」と位置づけられる。

これは， 個別経営の 中の集約部門への資源投入のために， 水田作の合理化方策として組

織化が図られてきた経緯を踏まえるならば， 組織営農の持続的展開のために， これまで合

理化部門であった水田作の経営複合化が必要という，一見，矛盾した展開方向とも言える。

しかし， 複合地域においては， 組織構成員の「出役」は不可能なことから， 組織営農に

要する労働力を外部雇用とせ ざるを得なく， 採用した雇用従架員の周年就労を可能とする
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ためには， 稲作等の士地利用型作物だけでなく， 周年就労への複合経営へと舵を切る必要

があったからであった。

第2に， 農業担い手人材の育成についてである。事例のA集落営農は， 集落型農業法人

に組織再編したのを契機に法人の後継者となる「次代の担い手人材」の育成に向けて、 雇

用従業員を人的資源と捉え積極的に育成に取り組んでいた。組織構成員の個別複合部門の

高い技術力を活かした O J Tや地域貢献に結びつく業務等職務満足度を高める工夫がなさ

れていた。こうしたことが就架条件の整備とともに， 人材育成にとって重要な要素である。

雇用従業員を複数採用したことも， 従業員間の相互啓発や共助意識の醸成に寄与していた。

人材確保と収益確保の観点から， 集落営農の経営多角化は極めて重要な取り組みと考えら

れ， 収支計画や資金計画等の発展計画に沿った展開が求められる。

個別経賞での後継者確保が必ずしも順調に進んでいない 中で， 集落型農業法人において

は， 外部雇用人材による担い手確保が図れる可能性が大であり、 「担い手人材の確保育成J

は， 展開方向の「第2段階」における璽要な要素と言える。

第 3 に， 果樹地域における集落営農の経営多角化についてである。果樹複合地域では，

集落営農により水田作を合理化し， 繁忙期の労働力を集約部門に投下することによって高

い収益を確保してきた。しかし， 核となって地域農業を支えてきた果樹複合農家は， 高齢

化と担い手不足が急激に進んでいることが事例の 3 つの集落営農に共通していた。

もはや家族経営での果樹作労働力が困難な事態が生じ始めており， 集落営農法人による

果樹作部門の取り組みが検討事項になりつつあった。 中でもオウトウは， 収益性が極めて

高い反面， 収穫・出荷に極めて多くの労働時間を要する集約性の大きい作物である。集落

営農によるオウトウ作の導入が可能であるのか， 可能性の検証のために経営モデルによる

検討を行った。その結果， 収穫・出荷時期の労働力低減方策として「摘芽・摘果栽培Jや

「 Y 字誘引栽培」等の新たに開発された技術を採用すれば， オウトウ作導入の可能が広が

るとみられた。水田・果樹複合地域においては， オウトウ作等の果樹部門を集落営農によ

る協業経営として取り込んでいくことが， 展開方向の「第 3 段階」と位置づけられよう。

第 3 節 残された課題

集落営農は， 地域農業者の合意の下に成立する組織経営体である。個別や有志による農

業経営とは異なり，多くの農業者の合意形成を図り協同して運営していく “協同経営体i:t l "  

である。
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こうした集落営農の取り組みを推進するためには， こうしたことを指導支援する関係機

関団体からの援助が不可欠となろ う また， 本研究で事例の調査対象とした集落営農におい

ては， 合意形成を図るための集落での話し合いや組織運営に あたっては， 組織の核となっ

て活躍していたリー ダー的農業者の多大な労苦と努力が あった。こうしたリー ダーの育成

やその活動支援の あり方を含め， サ ポ ート体制を整えるとともに重点的な支援を実施して

いくことが必要で あろう。

最後に， 本研究では， 果樹作の品目としてオウトウを取り上げて分析検討を行なってき

た。果樹作に共通して必要となる高い技術力と労働集約性という特徴を踏まえて， 集落営

農という組織営農の 中に取り込み定着させていくためには， さらに多くの実践事例や可能

性の分析検討が必要で あろう。新たな産地体制の構築に向けた研究検討を要することを残

された課題としたい。

結語

本論文をまとめるに あたり， 研究の全般にわたり懇切丁寧な ご指導をいただいた主任指

導教員の山形大学農学部角田毅教授に厚くお礼 申し上げるとともに， 現地事例調査や関係

資料の提供等でお世話になった皆様に深く感謝の意を表します。

注

1 )  主 に 土地利用型作物 での 「機械 ・ 施設共 同所有」 と 「共同作業」 「共同経営」 お よ び組織

構成員の出役 に よ る 「協業経営」 に対 し ， 多様な複合作物や多角 経営 と し て 「構成員 と 雇用者

が協同 し て ， 地域農業を視野に経営運営す る 営農組熾」 と 規定 し た。
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